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EV…エレベーター

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ

身障者用
トイレ
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Ｋ ２ 0 1
CALL教室

CALL教室
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入口
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Ｋ 1 1 1
講 義 室

Ｋ 1 1 ２
講 義 室
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西講義棟（Ｊ）

Ｊ２０２
外 国 語 教 育
研究センター
長室・事務室

身障者用トイレ

CALL 教室

Ｊ２０３
外 国 語 教 育
研究センター
支 援 室

入口

個
室
更
衣
室
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Ｈ 1 1 0
ゼミ室Ⅱ

Ｈ 1 0 9
ゼミ室Ⅰ

Ｈ 2 1 1
アクセシビリティセンター
研究 /実験室

万有引力
実 験 室

Ｘ線実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ６

化学実験
準 備 室

Ｈ 1 0 ４ 物理学

学生実験棟（Ｈ）

入口
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Ｈ 1 1 0
ゼミ室Ⅱ

Ｈ 1 0 9
ゼミ室Ⅰ

Ｈ 2 1 1
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事務棟（Ｍ）

総合科学系支援室
（運営支援担当）

室長室

身障者用トイレ

身障者用
トイレ

拾得物棚

証明書自動発行機

レポートBOX教育推進グループ
教養教育担当

総合科学系支援室
（学生支援担当）

多目的室

学部長室

客 員 教 員
控　　　室

入口

入口

客 員 教 員
控　　　室
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掲示板（東講義棟K２階）拡大図

① 一般情報
② 講義情報

※…なお，教養教育科目の休講・補講・期
末試験日程等の講義情報は，掲示では
なく「My…もみじ」で通知します。
　…詳しくは p. 教養16「学生情報の森　
もみじについて」を見てください。

４．教養教育に関する掲示板位置図（東広島キャンパス）

馬
木
八
本
松
線

広大西口

入
口
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５．東千田キャンパス配置図

東千田キャンパス配置図

東 千 田 地 区 共 用 施 設

ン

パ

←広島駅 宇品港→

東
　
千
　
田
　
公
　
園

慰霊碑

日赤病院前

東千田地区支援室

警備員室

教員室 教員室

生　　　協
（食堂・売店）

２Ｆ

３Ｆ

湯沸室

女子
トイレ

尚志会

計算機室３

教員室

課外活動施設１

打合室

男子
トイレ

教員室

教員室

学生談話室

課外活動施設２

１Ｆ １Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

経済学プログラム
（ファイナンス分野）
院生控室

日本銀行連携講座

教員室

女子
トイレ

男子
トイレ

教員室 教員室 教員室 教員室
女子
トイレ
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男子
トイレ

会議室

教員室

教員室

教員室 教員室

マネジメントプログラム

院生控室

就職相談室・
  就職資料室

教員室
男子
トイレ

事務室

教員室 教員室 教員室

教員室
セミ

ナー室

警備
員室

教員室

▼

Ｃ棟

▲

▲
▲

車椅子用
リフト階段

計算機室２

ハラスメント相談室／
アクセシビリティ相談室

車椅子用
リフト階段

教員室

法科大学院
院生自習室４

教員室 教員室 教員室 教員室 教員室

教員室

教員室

東広島地区共用施設

５

東千田キャンパス配置図

法務研修生自習室

Ｂ棟

女子
トイレ

身障者

用

トイレ

 
屋上 

平和科学研究センター 

．東千田キャンパス配置図

東千田総合校舎 
S棟 

東千田校舎 

A棟 

共用施設 

Ｂ棟 共用施設 
Ｃ棟 

東千田未来 

創生センター 

M棟 

 

人事
グループ
環境担当

印刷室

印刷室

職員宿舎
管理人室
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男子
トイレ

事務室
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▼

Ｃ棟

▲

▲
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車椅子用
リフト階段

計算機室２

ハラスメント相談室／
アクセシビリティ相談室

車椅子用
リフト階段

教員室

法科大学院
院生自習室４

教員室 教員室 教員室 教員室 教員室

教員室

教員室

東広島地区共用施設

５

東千田キャンパス配置図

法務研修生自習室

Ｂ棟

女子
トイレ

身障者

用
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屋上 

平和科学研究センター 

．東千田キャンパス配置図

東千田総合校舎 
S棟 

東千田校舎 

A棟 

共用施設 

Ｂ棟 共用施設 
Ｃ棟 

東千田未来 

創生センター 

M棟 

 

人事
グループ
環境担当

印刷室

印刷室

職員宿舎
管理人室

平和センター
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東千田総合校舎 ･東千田校舎（Ｓ棟・Ａ棟）

① ③

東千田総合校舎・東千田校舎（S棟・A棟）

女子トイレ

EV

３０５演習室
（第５演習室）

男子トイレ

【東千田校舎】

３Ｆ

教員室

金融庁
連携講座

放送大学

EV

【東千田校舎】

法科大学院院生自習室２

EV

教員室

法学部
夜間主ｺｰｽ主任室

会議室

教員室

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
専攻長室

教員室
②

２Ｆ

【東千田校舎】

教員室

【東千田総合校舎】

第３
演習室

教員室

資料室

教員室

東千田地区支援室

図書館
（東千田図書館）

女子トイレ

共用
講義室１

リーガル・サービ
ス・センター

（法律
相談
室）

教員室

EV

【東千田総合校舎】

１Ｆ

【東千田校舎】

２０７
講義室

身障者用
トイレ

▲

法務研究科長室

男子トイレ

ＥＶ

▲

教員室

教員室

第９
演習室

広島大学

校友会東

千田事務

室

非常勤
講師室

教員室 教員室

教員室

教員室

マネジメント

研究センター

女子
トイレ

教員室

男子トイレ

２０６
講義室

２０５
講義室

地域経済
システム
研究

センター

第２演習室

第１演習室

身障者用
トイレ

法科大学院
院生自習室１

女子トイレ

教員室

第４
演習室 ４０２講義室

（双方向・ＡＶ講義室）

教員室

教員室

身障者用
トイレ

教員室 教員室

２０８
講義室

女子トイレ

３０２講義室

ロッカー室

女子
トイレ

男子トイレ

４０５演習室
（第６演習室）

器
具
庫

女子トイレ

EV

男子トイレ

５Ｆ

放送大学

EV

５０１講義室
（双方向・ＡＶ講義室）

【東千田校舎】

男子トイレ
３０４講義室 教員室

体　育　室

６Ｆ

教員室

男子
更衣室

男子トイレ

ＥＶ

４Ｆ

経済学部
夜間主ｺｰｽ
主任室

５０３演習室
（第７演習室）

女子
更衣室

【東千田校舎】

４０４講義室 ４０３講義室

証明書 
自動発行機 

グループ学習室 

客員教員
控室

S114会議室

S113会議室
教員等控室

マネジメントプログラム
心理実験室
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（第６演習室）

器
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庫
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主任室
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更衣室
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証明書 
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東千田未来創生センター（Ｍ棟）

１Ｆ ２Ｆ

３Ｆ ４Ｆ

東千田未来創生センター（Ｍ棟）

男子
トイレ

EVEV

EVEV

女子
トイレ

男子
トイレ

女子
トイレ

女子
トイレ

男子
トイレ

男子
トイレ

保健管理センター
東千田分室

教員控室

プロジェクト
ルーム3-1

ミーティング
ルーム4-1

ミーティング
ルーム4-2

ミーティング
ルーム4-3

ミーティング
ルーム4-4

M302
講義室

M301
講義室

ミーティング
ルーム3-1

ミーティング
ルーム3-2

プロジェクト
ルーム3-3

プロジェクト
ルーム3-2

プロジェクト
ルーム4-2

プロジェクト
ルーム4-1

プロジェクト
ルーム4-6

プロジェクト
ルーム4-5

プロジェクト
ルーム4-4

ミーティング
ルーム4-6

M401
講義室

M402
講義室

プロジェクト
ルーム4-3

ミーティング
ルーム4-5

女子
トイレ

M304
講義室

M303
講義室

ミーティング
ルーム3-3

BIBLA Senda
　　 端末室
（旧計算機室1）

M201
講義室

M202
講義室

M203
講義室

M204
講義室

グループワーク室

身障者用
トイレ
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文章中にノンブルあるので注意すること！（１か所）

所　属　学　部 電話番号 E-mail アドレス

医 学 部 082-257-5049 kasumi-gaku-m@office.hiroshima-u.ac.jp

歯 学 部 082-257-5614 kasumi-gaku-d@office.hiroshima-u.ac.jp

薬 学 部 082-257-5777 kasumi-gaku-p@office.hiroshima-u.ac.jp

所　属　学　部 電話番号 E-mail アドレス
法 学 部
夜 間 主 コ ー ス 082-542-6998

senda-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経 済 学 部
夜 間 主 コ ー ス 082-542-6961

所　属　学　部 電話番号 E-mail アドレス

総合科学部
総合科学科 082-424-6315

souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
国際共創学科 082-424-7988

文 学 部 082-424-6613 bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

教 育 学 部 082-424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

法 学 部
昼 間 コ ー ス 082-424-7215

syakai-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
経 済 学 部
昼 間 コ ー ス 082-424-7217

理 学 部 082-424-7317 ri-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

工 学 部 082-424-7524 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

生 物 生 産 学 部 082-424-7915 sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

情 報 科 学 部 082-424-7611 kou-gaku-gakubu@office.hiroshima-u.ac.jp

教 育 推 進 グ ル ー プ
教 養 教 育 担 当 082-424-4218 gsyugaku-group@office.hiroshima-u.ac.jp

６．教養教育担当及び各学部学生支援担当の連絡先

　教養教育科目の履修に関する質問・相談は，教育推進グループ教養教育担当及び東千田
地区支援室で受け付けています。また，学部が定める履修基準などに関する質問・相談に
ついては，所属学部の学生支援担当に相談してください。
　なお，E-mail を送るときには，必ず学生番号と名前を書いてください。

東広島キャンパス（東広島市）� 受付時間：（月～金）８時30分～17時15分

※教育推進グループ教養教育担当は総合科学部事務棟１階（場所は p. 教養39参照）にあります。

霞キャンパス（広島市）� 受付時間：（月～金）８時30分～17時15分

東千田キャンパス（広島市）� 受付時間：（月～金）12時30分～21時15分



専門教育について 





 

○ 学 部 の 特 色 
 

生物生産学部は，１）生物圏の環境保全，２）環境に調和した食料の生産，３）健康で豊かな

食の創成，４）生物資源に関わる知の創造，５）地域と国際社会への貢献を理念とし，人類の持

続的生存と福祉の向上に貢献できる人材を養成するための教育・研究を行っています。 

生物生産学部は，水圏統合科学，応用動植物科学，食品科学，分子農学生命科学，国際生物生

産学の５つの主専攻プログラムを開設しています。 

 

学部の理念並びに教育・研究上の目的に基づき，１年次並びに２年次前期に，教養教育科目及

び専門基礎科目を配置し，２年次後期からは本人の希望と成績により，水圏統合科学，応用動植

物科学，食品科学，分子農学生命科学の主専攻プログラムへ学生の配属を行い，それぞれの専門

領域を中心にした実学的教育を実施しています。 

国際生物生産学プログラムは，国際的に活躍できる能力を身に付けることを目指し，１年次前

期に学生の配属を行い，英語を主とした授業や海外での実習を実施します。１年次並びに２年次

前期では英語を主とした教養教育科目と専門基礎科目を配置し，２年次後期からは学生の専門分

野の決定を行い，専門分野の授業と海外協定校における英語による講義，実習，課題研究を実施

します。 
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各主専攻プログラムは，それぞれ以下の目標に従って教育を行っています。 

柔軟なカリキュラムの編成により各プログラムの枠を越えた幅広い知識を習得できるようにし

ています。 

 

 各主専攻プログラムの教育目標 

  ○ 水圏統合科学 

水圏における食料生産や資源の循環・有効利用を目指す企業や法人機関等における専

門技術者等として活躍できる人材を養成します。 

○ 応用動植物科学 

品質と安全性に優れた動物性及び植物性食資源の持続的な生産や人間生活の豊かさを

向上させるための動植物資源の利用等に関わる分野の研究者・専門技術者等として活躍

できる人材を養成します。 

○ 食品科学 

食料の生産管理と流通，食品素材の機能評価と有効利用，安全で高品質・高機能な食

品の製造と開発に関する基礎知識と技術を総合的に教育し，健康で豊かな食生活の創成

を目指す企業や公的機関等で活躍できる人材を養成します。 

○ 分子農学生命科学 

生物生産学の基盤となる生体分子・細胞・個体・個体群の生命現象に関する基礎的及

び専門的な知識と技能を修得させ，さらに思考力と想像力を発揮できる科学者として企

業，大学，その他公的機関等で活躍できる人材を養成します。 

○ 国際生物生産学 

水圏統合科学，応用動植物科学，食品科学，分子農学生命科学の４つのコア領域から

生物生産学の幅広い学問分野の専門的な知識及び技能を主に英語による授業科目で修得

させ，さらに思考力と創造力を発揮できる科学者として企業，大学，その他公的機関等

で活躍できる人材を養成します。 
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○ 広 島 大 学 生 物 生 産 学 部 細 則 

平成16年4月1日 
学部長決裁 

広島大学生物生産学部細則 
 
(総則) 

第1条 広島大学生物生産学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については，広島大学 

通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)，広島大学教育プログラム規 則

(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3
号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか，この細則の定めるところ

による。 
 

(教育研究上の目的) 
第2条 本学部は，環境と調和した持続可能な食料生産及び生物資源の活用を目指し，生物及

び環境に関わる農学領域の知の継承と創造を通して教育研究を行うことにより，この領域の

科学的知識と地球規模の広い視野をもって活躍し，社会に貢献し得る人材を養成することを

目的とする。 
 

(主専攻プログラム) 
第3条 生物生産学科に，次の主専攻プログラムを置く。 

水圏統合科学主専攻プログラム 
応用動植物科学主専攻プログラム 
食品科学主専攻プログラム 
分子農学生命科学主専攻プログラム 
国際生物生産学主専攻プログラム 
 

 (主専攻プログラムの決定) 
第4条 本学部の学生は，前条に規定する主専攻プログラムのいずれかを専攻するものとする。 
2 主専攻プログラムの決定時期は，国際生物生産学主専攻プログラムを除いて第2年次前期末

とする。国際生物生産学主専攻プログラムへの配属については，入学後速やかに選考を行い，

決定するものとする。ただし，編入学した者の主専攻プログラム配属時期については，入学

時とする。 
3 主専攻プログラムの変更は，原則として認めない。 
4 主専攻プログラムの決定方法は，別に定める。 

 
(教育課程) 

第5条 本学部の教育課程は，教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により，主

専攻プログラムとして体系的に編成する。 
2 本学部が開設する主専攻プログラムは，次の表のとおりとする。 
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主専攻プログラム名 
水圏統合科学プログラム 
応用動植物科学プログラム 

食品科学プログラム 
分子農学生命科学プログラム 
国際生物生産学プログラム 

 
(授業科目及び履修方法) 

第6条 授業科目は，教養教育科目及び専門教育科目に区分する。 
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は，教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとす

る。 
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は，別表第2のとおりとする。 

 
(主専攻プログラムの登録) 

第7条 学生は，専攻する主専攻プログラムを登録するものとする。 
2 前項の登録の時期は，第4条第2項に規定する主専攻プログラム決定時とする。 
3 第1項の規定にかかわらず，他の学部の主専攻プログラムを選択し，登録しようとする者は，

広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定

に基づき，事前に転学部の許可を得なければならない。 
 
(履修手続) 

第8条 授業時間割等は，学年の始めに公示する。 
第9条  学生は，履修しようとする授業科目について，毎学期の指定する期間に所定の手続を 

行わなければならない。 
第10条 学生は，他の学部の授業科目を履修しようとするときは，当該学部の定めるところに

より履修するものとする。 
第11条 他学部の学生は，本学部の授業科目を履修しようとするときは，第9条の手続を行わ

なければならない。 
 
(修得単位数の少ない学生の履修指導) 

第12条 チューター及び指導教員は，修得単位数の少ない学生に対し，履修促進のための適切

な指導を行うものとする。 
 
(履修科目の登録の上限) 

第13条 通則第20条の規定に基づく，履修科目の登録の上限設定等については，別に定める。 
 
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定) 

第14条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決
裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は，
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本学部の認定単位数として30単位までとする。 
2 前項の規定にかかわらず，広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含

む。)については，広島大学生物生産学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て認める

ことができる。 
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は，入学した年度の6月30日までに学部長に申請し

なければならない。 
 
(日本語科目及び日本事情に関する科目) 

第15条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で，外国において相当の期間中等教育を受

けたものが，日本語科目及び日本事情に関する科目に係る授業科目を履修して単位を修得し

た場合は，6単位を限度として当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育

科目の外国語科目の単位に代えることができる。 
 
(長期にわたる教育課程の履修) 

第16条 長期にわたる教育課程の履修については，広島大学長期履修の取扱いに関する細則 
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。 

2 長期履修の期間の最長年限は，8年とする。 
 
(教育課程の修了) 

第17条 教育課程の修了の認定は，所定の試験に合格し，別表第1及び別表第2に規定する単位

を修得した者について行う。 
 
(単位数の計算の基準) 

第18条 各授業科目の単位数は，授業の方法に応じ，次の基準により計算するものとする。 
(1) 講義は，15時間の授業をもって1単位とする。 

 (2) 演習は，15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。 
 (3) 実験及び実習は，30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。 
2 一の授業科目について，二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は，1

単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう，前項

の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。 
 

(試験) 
第19条 試験は，科目試験及び論文試験とする。 
2 科目試験は，特に指定しない限り当該授業科目の授業の終了したターム末に行う。ただし，

実験，実習及び演習については，レポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えること

がある。 
 
(追試験) 

第20条  次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は，追試験を受けるこ

とができる。 
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 (1) 配偶者又は3親等内の親族の死亡による忌引 
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。) 
(3) 天災その他の非常災害 
(4) 交通機関の突発事故 
(5) その他やむを得ない事情 

2 追試験を受けようとする者は，原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追

試験受験願にその理由証明書を添えて所属学部長に願い出なければならない。 
3 追試験受験を許可された者は，原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなけ

ればならない。 
4 追試験の実施期間は，当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。 

 
(平均評価点) 

第21条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は，次の算式で求める

平均評価点(GPA：Grade Point Average)によって行う。 
平均評価点＝((秀の単位数×4＋優の単位数×3＋良の単位数×2＋可の単位数×1)／ 
(総登録単位数×4))×100 
 
(到達度の評価) 

第22条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか，教育プログラムの到達目標への到達度の

評価を行う。 
2 前項の到達度の評価は，教育プログラムの到達目標に示す「知識・理解」及び「能力・技

能」について行い，別に定める評価基準に到達している場合は，「非常に優れている」，

「優れている」及び「基準に達している」の3段階で評価を行う。 
 
(教員免許) 

第23条 学生は，所定の授業科目を履修し，教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育

職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは，次の

表に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。 
免許状の種類 免許教科の種類 

高等学校教諭一種免許状 理科 
2 前項の授業科目及び履修方法等については，別に定める。 

 
(食品衛生監視員及び食品衛生管理者となる資格) 

第24条 学生は，所定の課程を修了したときは，食品衛生監視員及び食品衛生管理者となる資

格を得ることができる。 
2 前項の課程については，別に定める。 

 
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修) 

第25条 副専攻プログラムは，広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長

―専門 6 ―



(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより，履修することができる。 
2 特定プログラムは，広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究

担当)決裁)の定めるところにより，履修することができる。 
 
(休学) 

第26条 学生は，休学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，その許可を得なけ

ればならない。 
2 学生は，休学期間を短縮しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，その許可を

得なければならない。 
 
(退学) 

第27条 学生は，退学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，学長の許可を得な

ければならない。 
 
(転学) 

第28条 学生は，他の大学に転学しようとするときは，所定の書類を学部長に提出し，教授会

の議を経て，学長の許可を得なければならない。 
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は，所定の書類を学部長に提出し，教授会の議を

経て，学長の許可を得なければならない。 
 
(卒業の要件) 

第29条 本学部に4年以上在学し，かつ，教育課程を修了した者は，教授会の議を経て，学部

長が卒業を認定する。 
 
(卒業論文) 

第30条 卒業論文は，論文試験により単位を認定する。 
2 前項の論文試験は，論文審査及び口述試験又は発表会により行う。 
3 卒業論文を受講しようとする者は，あらかじめ指導教員を定め，当該指導教員の承認を得

なければならない。 
4 卒業論文題目及び卒業論文は，それぞれ指定の期限までに提出しなければならない。 

 
(早期卒業) 

第31条 通則第45条の規定に基づく早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。 
 
(学士入学) 

第32条 通則第14条第1項の規定に基づき，本学部に学士入学を願い出た者に対する選考の方

法及び期日は，教授会が定める。 
2 学士入学は，学科に欠員がある場合に限り，選考の上，許可することがある。 
3 学士入学を許可された者は，第3年次に入学するものとする。 
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4 学士入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は，教授会が決定する。 
 

(再入学) 
第33条 通則第14条第2項の規定に基づき，本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法

及び期日は，教授会が定める。 
2 再入学は，学科に欠員がある場合に限り，選考の上，許可することがある。 
3 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は，教授会が決定する。 

 
(編入学) 

第34条 編入学については，広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところ

による。 
 
(雑則) 

第35条 この細則に定めるもののほか，本学部の学生の修学に関し必要な事項は，教授会が定

める。 
 
  附 則(平成31年3月5日 一部改正) 
1 この細則は，平成31年4月1日から施行する。 
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については，この細則による改正後の広島大学

生物生産学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
ただし，教育上必要と認める場合には，新細則に規定する授業科目を履修させることができ

る。 
3 前項ただし書の規定により授業科目を履修して単位を修得した場合には，別に定めるとこ

ろにより，この細則による改正前の広島大学生物生産学部細則の規定に基づく授業科目の履

修とみなし，単位を与えることができる。 
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別表第1(生物生産学部細則第6条第2項，第17条関係) 

履修表(教養教育科目) 

（水圏統合科学・応用動植物科学・食品科学・分子農学生命科学主専攻プログラム） 

区
分 科目区分 

要修得

単位数 
授業科目等 単位数 

履修 
区分 

履修年次(注1) 
1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

教
養
教
育
科
目 

平和科目 2  2 必修 ○        
大学

教育

基礎

科目 

教養ゼミ 2 教養ゼミ 2 必修 ◎        

大学教育入門 2 大学教育入門 2 必修 ◎        

共
通
科
目 

外
国
語
科
目 

英
語 

(

注2) 

コミュニケーション基礎 2 
コミュニケーション基礎Ⅰ 1 

必修 
◎        

コミュニケーション基礎Ⅱ 1  ◎       

コミュニケーションⅠ 2 
コミュニケーションⅠA 1 

必修 
◎        

コミュニケーションⅠB 1 ◎        

コミュニケーションⅡ 2 
コミュニケーションⅡA 1 

必修 
 ◎       

コミュニケーションⅡB 1  ◎       

初修外国語 
(1言語選択) 

4 

ベーシック外国語Ⅰ 1 

選択 
必修 

◎        

ベーシック外国語Ⅱ 1 ◎        

ベーシック外国語Ⅲ 1  ◎       
ベーシック外国語Ⅳ 1  ◎       

情報・データサイエンス科目 2 
情報活用基礎又は情報活用演習

(注3) 
2 必修 ◎        

領域科目 10 (注4) 
1 又 
は2 

選択 
必修 

○ ○ ○ ○ ○ ○   

健康スポーツ科目 2 (注5) 
1 又 
は2 

選択 
必修 

○ ○       

基盤科目 14 

基礎微分積分学又は微分積分通

論(注6) 
2 

必修 

◎        

有機化学 2  ◎       
種生物学 2  ◎       
細胞科学 2  ◎       
一般化学又は初修化学(注7) 2 ◎        
「物理学実験法・同実験Ⅰ」・

「物理学実験法・同実験Ⅱ」，

「化学実験法・同実験Ⅰ」・

「化学実験法・同実験Ⅱ」，

「生物学実験法・同実験Ⅰ」・

「生物学実験法・同実験Ⅱ」か

ら4科目(注8) 

各1 
選択

必修 
○ ○ ○      

計 44  

 

―専門 9 ―



 

○ 履 修 上 の 留 意 事 項  
 
 
注 1：○印は標準履修年次を，◎印はその年次での履修を強く要望していることを表しており，◎，○を示

す年次以降はいつでも履修することが可能である。なお，授業科目により開設期が異なる場合がある

ので，学生便覧の教養教育開設授業科目一覧で確認すること。 
 
注 2：短期語学留学等による「英語圏フィールドリサーチ」又は自学自習による「オンライン英語演習Ⅰ」，「オ

ンライン英語演習Ⅱ」及び「オンライン英語演習Ⅲ」の履修により修得した単位を，卒業に必要な英語の

単位に代えることが可能である。また，外国語技能検定試験，語学研修による単位認定制度もある。詳細

については，学生便覧の教養教育の英語に関する項及び「外国語技能検定試験等による単位認定の取扱い

について」を参照すること。 
(P．教養32～33) 

 
注 3：情報・データサイエンス科目は，1年次前期開設の「情報活用基礎」を履修すること。なお，「情報活

用基礎」の単位を修得できなかった場合のみ，1年次後期開設の「情報活用演習」を履修することがで

きる。 
 
注 4：自然科学系科目群から4単位以上，人文社会科学系科目群から4単位以上を修得すること。 

ただし，自然科学領域の「生物の世界」は入学試験(大学入試センター試験を含む。)において生物を

受験していない者の要望科目である。 
他の者は「生物の世界」を修得しても卒業要件単位に含めない。 

    社会連携科目は，4単位まで人文社会科学系科目群に含めることができる。 
 
注 5：健康スポーツ科目は，スポーツ実習を履修することが望ましい。 
 
注 6：数学Ⅲを高等学校等で履修した者は「基礎微分積分学」を，数学Ⅲを高等学校等で履修していない者

は「微分積分通論」を履修すること。 
 
注 7：「初修化学」は，入学試験(大学入試センター試験を含む。)において化学を受験していない者の必修

科目である。この場合，「一般化学」を修得しても卒業要件単位に含めない。 
化学を受験した者は「初修化学」を修得しても卒業要件単位に含めない。 

 
注 8：「物理学実験法・同実験Ⅰ」と「物理学実験法・同実験Ⅱ」の組み合わせ，「化学実験法・同実験

Ⅰ」と「化学実験法・同実験Ⅱ」の組み合わせ，「生物学実験法・同実験Ⅰ」と「生物学実験法・同実

験Ⅱ」の組み合わせのうち2つの組み合わせを履修し，単位修得すること。 
 

―専門10 ―



 

別表第1(生物生産学部細則第6条第2項，第17条関係) 

履修表(教養教育科目)（国際生物生産学主専攻プログラム） 

区
分 科目区分 

要修得

単位数 
授業科目等 単位数 

履修 
区分 

履修年次(注1) 

1年次 2年次 3年次 4年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 

教
養
教
育
科
目 

平和科目 2 (注2)  2 必修 ○        

大学

教育

基礎

科目 

教養ゼミ 2 教養ゼミ 2 必修 ◎        

大学教育入門 2 (注2)  2 必修 ◎        

共
通
科
目 

外
国
語
科
目 

英
語 

コミュニケーション基礎 2 
コミュニケーション基礎Ⅰ 1 

必修 
◎        

コミュニケーション基礎Ⅱ 1  ◎       

コミュニケーションⅠ 2 
コミュニケーションⅠA 1 

必修 
◎        

コミュニケーションⅠB 1 ◎        

コミュニケーションⅡ 2 
コミュニケーションⅡA 1 

必修 
 ◎       

コミュニケーションⅡB 1  ◎       

 1 

英語圏フィールドリサーチ 1～4 
選択

必修 
○ ○ ○ ○     

コミュニケーション上級英語 1 
選択

必修 
○        

初修外国語 
(1言語選択) 

4 

ベーシック外国語Ⅰ 1 

選択 
必修 

◎        

ベーシック外国語Ⅱ 1 ◎        

ベーシック外国語Ⅲ 1  ◎       

ベーシック外国語Ⅳ 1  ◎       

情報・データサイエンス科目 2 (注2) 2 必修 ◎        

領域科目 9 (注2)（注3） 
1 又 
は2 

選択 
必修 

○ ○ ○ ○ ○ ○   

健康スポーツ科目 2 
英語で提供される健康スポーツ

科目から履修すること 
1 又 
は2 

選択 
必修 

○ ○       

基盤科目 14 

基礎微分積分学又は微分積分通

論(注4) 
2 

必修 

◎        

有機化学 2  ◎       

種生物学 2  ◎       

細胞科学 2  ◎       

一般化学 2 ◎        

「物理学実験法・同実験Ⅰ」・

「物理学実験法・同実験Ⅱ」，

「化学実験法・同実験Ⅰ」・

「化学実験法・同実験Ⅱ」，

「生物学実験法・同実験Ⅰ」・

「生物学実験法・同実験Ⅱ」か

ら4科目(注5) 

各1 
選択

必修 
○ ○ ○      

計 44  
 

―専門11 ―



 

○ 履 修 上 の 留 意 事 項  
 
 
注 1：○印は標準履修年次を，◎印はその年次での履修を強く要望していることを表しており，◎，○を示

す年次以降はいつでも履修することが可能である。なお，授業科目により開設期が異なる場合がある

ので，学生便覧の教養教育開設授業科目一覧で確認すること。 
 
注 2：英語で提供される科目から履修すること。 

 

注 3：自然科学系科学群から4単位以上，人文社会科学系科目群から4単位以上修得すること。 

 

注 4：数学Ⅲを高等学校等で履修した者は「基礎微分積分学」を，数学Ⅲを高等学校等で履修していない者

は「微分積分通論」を履修すること。 
 
注 5：「物理学実験法・同実験Ⅰ」と「物理学実験法・同実験Ⅱ」の組み合わせ，「化学実験法・同実験Ⅰ」と

「化学実験法・同実験Ⅱ」の組み合わせ，「生物学実験法・同実験Ⅰ」と「生物学実験法・同実験Ⅱ」の

組み合わせのうち2つの組み合わせを履修し，単位修得すること。 

 
 
 

―専門12 ―



 

別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

履修表(専門基礎科目) 

（水圏統合科学・応用動植物科学・食品科学・分子農学生命科学主専攻プログラム） 

区

分 

科 目 区 分 
要修得 

単位数 
授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 
1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専門基礎科目 24 

生物生産学入門 

微生物学入門 

分子生化学入門 

食料資源論 

生物生産学のための物理学入門 

科学技術倫理学 

生物統計学 

生物環境学 

基礎生物学実験Ⅰ 

基礎生物学実験Ⅱ 

基礎化学実験 

基礎物理学実験 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

○ 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

〇 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必修科目  計 20単位 

フィールド科学演習 

生物生産リサーチフロント 

生理学入門 

公衆衛生学 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

  

選択必修科目 

計8単位のうち4単位選択必修 

(4単位を超える履修単位は各プログラムの選択科目とする。) 

 

―専門13 ―



 

別表第2(生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係) 

履修表(専門基礎科目)（国際生物生産学主専攻プログラム） 

区

分 

科 目 区 分 
要修得 

単位数 
授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 
1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専門基礎科目 24 

Introduction to Applied 
Biological Science I 

2 ○        

微生物学入門 

分子生化学入門 

食料資源論 

生物生産学のための物理学入門 

科学技術倫理学 

生物統計学 

生物環境学 

基礎生物学実験Ⅰ 

基礎生物学実験Ⅱ 

基礎化学実験 

基礎物理学実験 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

〇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
○ 
〇 
○ 
○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

必修科目  計 20単位 
Introduction to Applied 
Biological Science II 

2  ○       

フィールド科学演習 

生物生産リサーチフロント 

海外生物生産学演習Ⅰ 

海外生物生産学演習Ⅱ 

生理学入門 

公衆衛生学 

2 

2 

2 

1～2 

2 

2 

 
 

○ 
○ 
 

 

 
 
○ 
○ 
○ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
○ 

  

選択必修科目 

上記科目から4単位選択必修 

(4単位を超える履修単位は国際生物生産学プログラムの選択科目と 

する。) 
 

―専門14 ―



 

 

別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

○ 水圏統合科学主専攻プログラム履修表（専門科目） 

区

分 

科 目 区 分 
要修得 

単位数 
授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 

1年次 2年次 3年次 4年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 56 

乗船実習 

水圏統合科学外書講読 

卒業論文Ⅰ 

卒業論文Ⅱ 

卒業論文Ⅲ 

2 
2 
2 
2 
2 

    

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

〇 

必修科目  計10単位 
水圏増殖学Ⅰ 

水圏動物学Ⅰ 

水圏生態学Ⅰ 

水圏環境学Ⅰ 

水圏生産科学Ⅰ 

水圏生物多様性論Ⅰ 

水圏生物学実験Ⅰ 

水圏生物学実験Ⅱ 

水圏増殖学Ⅱ 

水圏動物学Ⅱ 

水圏生態学Ⅱ 

水圏環境学Ⅱ 

水圏生産科学Ⅱ 

水圏生物多様性論Ⅱ 

水圏生物学実験Ⅲ 

水圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学実習Ⅰ 

水圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学実習Ⅱ 

水圏統合科学演習Ⅰ 

水圏統合科学演習Ⅱ 

水圏物質循環学 

国際漁業学 

水産社会経済学 

海洋生物学特別実習 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

   ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

選択必修科目  計35単位のうち25単位選択必修 
（25単位を超える履修単位は選択科目とする。） 

・水圏生物学実験Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ及び水圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学実習Ⅰ，Ⅱから3単位以上の

取得を含む。 
選択科目 21単位以上修得 

・生物生産学科の他プログラムの専門科目も選択科目に含めることができる。 
・他学部の専門科目及び派遣先で修得した AIMS プログラム提供科目は 

12単位まで含めることができる。 
・教養教育科目及び教職に関する科目は含めることはできない。 

合   計 124  

〔卒業要件単位数〕124単位（教養教育科目44単位＋専門基礎科目24単位＋専門科目56単位）  

―専門15 ―



 

 

別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

○ 応用動植物科学主専攻プログラム履修表（専門科目） 

区

分 

科 目 区 分 
要修得 

単位数 
授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 

1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 56 

植物栄養生理学 

植物生産土壌学 

動物遺伝育種学 

動物栄養学 

動物生体機構学 

動植物生産学概論 

応用動植物科学実験実習 

動物生産学実験Ⅰ 

応用動植物科学外書講読 

生殖生物学 

動物生産管理学 

植物生産学実験 

動物生産学実験Ⅱ 

農場実習 

卒業論文Ⅰ 

卒業論文Ⅱ 

卒業論文Ⅲ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

   ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

必修科目  計29単位 

植物バイオサイエンス 

動物福祉論 

動物生産生理学 

草地・飼料学 

植物分子生物学 

畜産食品製造学実験実習 

酪農フィールド科学演習 

応用動植物科学特論Ⅰ 

食品衛生学 

食品生化学 

動物環境生理学 

応用動植物科学特論Ⅱ 

応用動植物科学特論Ⅲ 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

    

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

選択必修科目  計22単位のうち14単位選択必修 
（14単位を超える履修単位は選択科目とする。） 

選択科目 13単位以上修得 
・生物生産学科の他プログラムの専門科目も選択科目に含めることができる。 
・他学部の専門科目及び派遣先で修得したAIMSプログラム提供科目は 

10単位まで含めることができる。 
・教養教育科目及び教職に関する科目は含めることはできない。 

合   計 124  

〔卒業要件単位数〕124単位（教養教育科目44単位＋専門基礎科目24単位＋専門科目56単位）  

―専門16 ―



 

別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

○ 食品科学主専攻プログラム履修表（専門科目） 

区

分 

科 目 区 分 要修得 
単位数 授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 
1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 56 

食品生化学 

食品物理学 

食品工学 

食品衛生学 

水産食品化学 

食料生産管理学 

食品物理学実験 

食品工学実験 

食品衛生学実験 

食品科学外書講読 

食品栄養学 

食品化学実験 

海洋生物資源化学実験 

栄養生化学実験 

食料生産管理学実習 

卒業論文Ⅰ 

卒業論文Ⅱ 

卒業論文Ⅲ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

   ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

必修科目  計 29単位 
食品開発学 

食品機能学 

食品物性工学 

食品微生物学 

生物資源利用学 

食料システム学 

農産食品学 

水産食品製造学実験実習 

畜産食品製造学実験実習 

食品工場見学 

食料情報管理学 

食料生産工程管理論 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

   ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○

○ 
○

○ 
○ 
○

○ 
○ 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 
○ 

 

選択必修科目  計19単位のうち13単位選択必修 
（13単位を超える履修単位は選択科目とする。） 

ゲノム科学Ⅰ 
ゲノム科学Ⅱ 
分子細胞生物学 
動物栄養学 
植物栄養生理学 

2 
2 
2 
2 
2 

    
 
 

 
 
 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

  

選択科目 14単位以上修得 
・表中のプログラム選択科目からの履修を要望する。 
・表中以外の生物生産学科の他プログラムの専門科目も選択科目に含めること 
ができる。 

・他学部の専門科目及び派遣先で修得した AIMS プログラム提供科目は 
12単位まで含めることができる。 

・教養教育科目及び教職に関する科目は含めることはできない。 
合   計 124  

〔卒業要件単位数〕124単位（教養教育科目44単位＋専門基礎科目24単位＋専門科目56単位） 

―専門17 ―



 

 

別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

○ 分子農学生命科学主専攻プログラム履修表（専門科目） 

区

分 

科 目 区 分 
要修得 

単位数 
授 業 科 目 単位数 

履 修 年 次 

1年次 2年次 3年次 4年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 56 

ゲノム科学Ⅰ 

ゲノム科学Ⅱ 

生物有機化学 

天然物有機化学 

分子細胞生物学 

生命物質分析学 

分子農学生命科学外書講読 

分子農学生命科学実験Ⅰ 

分子農学生命科学実験Ⅱ 

分子農学生命科学実験Ⅲ 

高次生命科学 

PBL型実験実習Ⅰ 

PBL型実験実習Ⅱ 

卒業論文Ⅰ 

卒業論文Ⅱ 

卒業論文Ⅲ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

   ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

必修科目  計27単位 
細胞工学 

生殖生物学 

植物分子生物学 

食品微生物学 

生物資源利用学 

食品栄養学 

生物機能化学 

病理学 

応用極限生命科学 

動物遺伝育種学 

食品生化学 

食品衛生学 

水圏増殖学Ⅰ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

    

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

選択必修科目  計26月単位のうち12単位選択必修 
（12単位を超える履修単位は選択科目とする。） 

選択科目 17単位以上修得 
・生物生産学科の他プログラムの専門科目も選択科目に含めることができる。 
・他学部の専門科目及び派遣先で修得した AIMS プログラム提供科目は 

12単位まで含めることができる。 
・教養教育科目及び教職に関する科目は含めることはできない。 

合   計 124  
〔卒業要件単位数〕124単位（教養教育科目44単位＋専門基礎科目24単位＋専門科目56単位）  
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別表第2（生物生産学部細則第6条第3項，第17条関係） 

○ 国際生物生産学主専攻プログラム履修表（専門科目） 

区

分 

科 目 区 分 
要修

得単

位数 
授 業 科 目 

単位

数 

履 修 年 次 
1年次 2年次 3年次 4年次 
前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 56 

海外協定校で学ぶパッケージ科目 (注1) 12    ○  ○  ○ 

分野別専門パッケージ科目(注2) 

Graduate Thesis I 

Graduate Thesis II 

Graduate Thesis III 

Graduate Thesis IV 

10 

2 

2 

2 

2 

    ○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

○ 

必修科目  計30単位 

専 
門 
英 
語 
科 
目 
群 

(注3) 

Global Environmental Issues and 
Managements  3    ○     

Modern Food Science 
Insect Science 
Fish Production 

Plankton Biology 

3 

3 

3 

3 

   

○ 

○ 

○ 

○ 

    

Animal Science and Technology 3    ○     

Physiology of Field Crop Production 3    ○     

Introduction Physiology of Domestic  
Animals 3    ○     

Molecular-level Understanding of 
Functionality of Foods 
 
Resource Management 

3 
 
3 

   

○ 

 

○ 

    

選択必修科目  計18単位 

選択科目  計8単位選択(注4～7) 

(注1)「海外協定校で学ぶパッケージ科目」は，派遣先で各自が科目を選択し単位取得

する。 

(注2)「分野別専門パッケージ科目」は，他の４つの主専攻プログラム（水圏統合科学，

応用動植物科学，食品科学，分子農学生命科学）のコア領域の中から指導教員の履

修指導による履修計画に沿った科目群を指し，学生ごとに履修科目は異なる。 

(注3)「専門英語科目群」はAIMSプログラム留学生向けの演習を含めた3単位科目を

履修し，6科目(18単位)以上取得すること。なお，授業は9月下旬から12月末で行

われるので留意すること。 

(注4)他の４つの主専攻プログラムの専門科目も選択科目に含めることができる。 

(注5)専門基礎科目の選択必修科目を選択科目に含めることができる。 

(注 6)専門英語科目群で18単位を超えて履修した科目も選択科目に含めることができ

る。 

(注7)教養教育科目及び教職に関する科目は含めることはできない。 
合   計 124  

〔卒業要件単位数〕124単位（教養教育科目44単位＋専門基礎科目24単位＋専門科目56単位）  
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○ 各プログラム共通履修表 (選択科目 ) 

 

区

分 

科 目 区 分 授 業 科 目 
単位

数 

履 修 年 次 

1年次 2年次 3年次 4年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 

専

門

教

育

科

目 

専 門 科 目 

(選 択 科 目) 

中山間地域・島しょ部連携特別講座 

中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 

インターンシップI 

地域農政特論 

インターンシップⅡ 

海外生物生産学演習Ｉ 

海外生物生産学演習Ⅱ 

中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習  

農場の四季を通して生命のサイクルを体験するフィールド科学演習 

Global Environmental Issues and Managements    ＊1 

Molecular-level Understanding of Functionality of Foods    ＊1 

Modern Food Science              ＊1 

Insect Science                   ＊1 

Fish Production                  ＊1 

Plankton Biology                 ＊1 

Animal Science and Technology    ＊1 

Physiology of Field Crop Production   ＊1 

Introduction physiology of Domestic Animals    ＊1 

Resource Management              ＊1 

International Applied Biological Sciences Ⅰ＊1 

International Applied Biological Sciences Ⅱ＊1 

植物育種学            ＊2 

植物病理学            ＊2 

里山フィールド演習         ＊3 

果樹園芸の里フィールド演習      ＊4 

牧場実習                   ＊5 

「晴れの国岡山」農場体験実習   ＊5 

森林フィールド演習             ＊6 

森・里・海フィールド演習       ＊7 

作物生産科学フィールド演習    ＊8 

食品資源フィールド科学演習    ＊9 

傾斜地フィールド演習         ＊10 

里海フィールド演習           ＊11 

瀬戸内海の恵みと現状を学ぶ洋上里海総合演習      ＊11 

瀬戸内海の養殖水産物を学ぶ総合演習  ＊11 

命の尊厳を涵養する食農フィールド科学演習      ＊11 

保育系学部生のための食育フィールド科学演習    ＊12 

特別実習Ⅰ             ＊13 

海洋生物科学技術論と実習Ⅰ       ＊14 

海洋生物科学技術論と実習Ⅱ       ＊14 

海洋生物科学技術論と実習Ⅳ       ＊14 

東シナ海学演習                   ＊15 

水産海洋環境学実習Ⅰ          ＊15 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1～2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

―専門20 ―



＊1  AIMSプログラム留学生向け授業を兼ねる。なお，この授業は英語により行う。 

＊2 山口大学開設の授業である。なお，この授業は遠隔講義システムを使用して行う。 

＊3 鳥取大学開設の授業(集中)である。 

＊4 愛媛大学開設の授業(集中)である。 

＊5 岡山大学開設の授業(集中)である。 

＊6 高知大学開設の授業(集中)である。 

＊7 島根大学開設の授業(集中)である。 

＊8 山口大学開設の授業(集中)である。 

＊9 県立広島大学開設の授業(集中)である。 

＊10 香川大学開設の授業（集中）である。 

＊11 他大学の学生の応募数が定員に達しない場合に限り，履修できる授業(集中)である。 

＊12 他大学の学生の応募数が定員に達しない場合にかぎり，本学の学生（保育系学部生対象）が履修できる授

業（集中）である。 

＊13 北海道大学開設の授業（集中）である。 

＊14 京都大学開設の授業（集中）である。 

＊15 長崎大学開設の授業（集中）である。 

 

 

 

○ 副 専 攻 プ ロ グ ラ ム の 履 修 に つ い て 
 広島大学生物生産学部細則第２５条による副専攻プログラムを履修できる学生の成績基準は，その副専攻プロ

グラムが定める登録条件を満たす必要があります。 

 

 

区

分 

科 目 区 分 授 業 科 目 
単位

数 

履 修 年 次 

1年次 2年次 3年次 4年次 

前 後 前 後 前 後 前 後 

専
門
教
育
科
目 

専 門 科 目 

(選 択 科 目) 

水産海洋環境学実習Ⅲ             ＊15 

水産海洋データ解析演習           ＊15 

2 

2 

  

○ 

○ 

○ 

○ 
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○ A I M S ， P E A C E プ ロ グ ラ ム に つ い て 

 
 AIMS プログラム注１はアセアン諸国および日本が共同で実施している学生交流プログラムです。

生物生産学部は「農業」及び「食料科学技術」分野に参加し，タイ王国カセサート大学農学部・

経済学部・水産学部・アグロインダストリー学部との間で，平成 26 年度より１学期間の学生派

遣・受入を行っています。平成 29 年度からは，広島大学の PEACE プログラム注 2の下で引き続き学

生交流を実施しており，カセサート大学に加え，王立プノンペン大学（カンボジア），ヤンゴン

大学（ミャンマー）およびミエック大学（ミャンマー）からの学生も生物生産学部で学んでいま

す。交換留学としてカセサート大学への派遣を希望し，選考を経た生物生産学部の学生注３は，8

月中旬～12 月末までの間現地に留学し，農学部の Tropical Agriculture International 

Program(TAIP)及び協定学部が開講する英語による専門科目のうち，最低 4 科目 12 単位を取得し

ます。加えて，広島大学国際センターと生物圏科学研究科・生物生産学部が協働して実施・開講

する「国際課題研究」等を履修します。タイ滞在中には，カンボジア国境地帯での短期グローバ

ルインターンシップも実施されます。渡航費等への補助があり，専用ホームページ，スカイプ，

現地校友会，保険会社による 24 時間サポートなどにより，生活面でのサポートも行います。派遣

先で修得した単位を，所属の主専攻プログラムの卒業要件単位（選択科目）に算入できますが，

その取り扱いについては所属する主専攻プログラムの履修表を参照してください注４。 

 
注１AIMS（ASEAN International Mobility for Students）プログラムは，東南アジア諸国圏の政府

主導の学部生向け全学学生交流プログラムです。あらかじめ設定された交流分野の下，協定校間

で同人数の派遣・受入，授業料相互不徴収を原則としています。 

 
注２PEACE（Project of Effective Action with CLMV’s Education(PEACE)）プログラム（平成 29

年度～）は，CLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)諸国の持続可能な平和，幸福，発展に

貢献する人材育成を目的とした学生交流プログラムで，広島大学と広島経済大学が共同で実施し

ています。 

 
注３派遣時期における在籍年次が２年次～４年次学生を主な対象とします。派遣人数は毎年 10 名を

予定しています。 

 
注４派遣中は，生物生産学部で開講している授業科目を受講することができなくなりますので，派

遣前までに十分な単位を取得し，帰国後の単位取得計画をしっかり立てておくことが必要です。 

 

AIMS（PEACE）プログラム履修表 

前 後 前 後 前 後 前 後
国際課題研究 2 ○

・派遣先のカセサート大学で修得した単位を，選択科目の単位として認定する。
・認定する授業科目名は，カセサート大学開設の授業科目名とする。
・卒業要件認定(選択科目)に算入できる単位数は，所属する主専攻プログラムの履修表を参
　照すること。
　ただし，本学の授業科目に読み替えて単位を認定する場合もある。

1年次 2年次 3年次 4年次

必修科目　計2単位
選択科目　計12単位以上修得

専
門
教
育
科
目

専門科目 14

区
分

科目区分
要修得
単位数

授　業　科　目 単位数
履　修　年　次
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○ 履 修 登 録 ・ 試 験 及 び 成 績 に つ い て 
    
１ 履修手続 

（１）履修手続について 
①履修手続は，学内外のパソコンを利用して「My もみじ」（「学生情報の森もみじ」）にログイン

して行ってください。なお，学部１年次生は，新入生オリエンテーションの履修登録ガイダン

スで，操作方法の説明があります。 
②何らかの理由により，「My もみじ」からの履修登録ができない場合は，支援室（学士課程）へ

申し出てください。 
③同一曜日・時限の科目を重複して履修することは認められないので，注意してください。 

（集中講義と他の科目で，一部日程が重複する場合も含みます。） 
 

（２）履修登録期間について 
①履修手続は，履修登録期間内に行います。 
②履修登録期間の具体的な日程は，各期ごとに学部・研究科の掲示板，「My もみじ」で通知しま

す。 
③履修登録・修正期間終了後は，履修科目の登録や取消は原則としてできません。 
④集中講義等は各学部・研究科において，別途履修手続期間を設けて受け付けることがあります。 
その場合は，学部・研究科の掲示板，「My もみじ」で通知します。 

⑤その他，履修手続に関することは，学部・研究科の掲示板，「My もみじ」で通知します。 
 
（３）履修手続の流れ 

【履修登録前の準備】 
①学生便覧，時間割表，シラバス等を参照しながら，履修する授業科目を決めます。 
②履修する授業科目の科目名，曜日・時限，担当教員，講義コードをメモ等に控えておきます。 

 
【履修登録期間】 

①大学内や自宅のパソコンからインターネットを使用し「My もみじ」に接続して，メニューか

ら「履修」－「履修登録・参照」を選択します。 
②履修登録画面から履修計画用の「時間割表」又はメモ等に控えておいた自分の時間割を確認し

ながら登録を行います。 
＊履修登録画面を開いたとき，既に授業科目が登録されていることがあります。その科目は，登

録を取り消すことができません。 
＊登録時にエラーチェックを行います。エラーがあるときは登録できません。 
＊「履修登録期間」中は，何度でも登録をやり直すことができます。 
③全ての履修科目を登録し終えたら，登録した授業科目を再度確認し，間違いがなければ「My
もみじ」を終了します。 

 
【履修登録終了後】 
履修科目の登録や取消はできませんが，履修登録された科目の参照はできます。 
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２ 試 験 

【期末試験】 

期末試験はターム末に随時実施されます。試験の実施日，場所，方法，時限等については担

当教員から指示がありますので，次のことを承知して受験してください。 

①受験する学生は「学生証」を携行し，試験時には机上に提示してください。 

なお，学生証を紛失した学生は，至急再交付を受けておいてください。 

また，受験当日学生証を携行していない学生は，支援室（学士課程）に届け出てその指示を受

けてください。 

②試験室では監督者の指示に従ってください。 

 

【追 試 験】 

生物生産学部細則第２０条に定めるやむを得ない事情により期末試験を受けられなかった

場合に限り，所定の追試験受験願にその理由証明書を添えて，学部長に願い出ることができ

ます。 

 

３ 試験の特別措置 

身体に障害等のある学生で，試験等における特別措置を希望する者は，支援室（学士課程）で受

験の仕方について相談してください。 

 

４ 学業成績 

（１）成績の確認は，学期末の成績発表日以降（チューター等の確認又は面談があればそれ以降）

「My もみじ」により各自で確認してください。 

（２）成績について疑義のある場合は， 直接授業担当教員に申し出てください。担当教員に申し 

出ても更に疑義がある場合は，成績発表日から次のタームの履修登録期間終了日までに，支

援室（学士課程）へ申し出てください（学生便覧専門 25 参照）。 

 

５ 不正行為 

 専門教育科目の期末試験等において不正行為を行った者は，その期に履修している専門教育科目

の評価を全て「不可」とするとともに，「広島大学学生懲戒規則」により懲戒処分を行います。 
 

６ その他 

伝達・連絡事項は「My もみじ」により行いますので，貴重な情報を見逃さないよう，毎日「My 
もみじ」にログインして確認してください。確認しなかったことにより思いもかけぬ不利益を被 

ることがあるので注意してください。ただし，以下のいずれかに該当する場合は，各学部の掲示 

板にも掲示されます。また，重要な事項につきましても同様に掲示します。 

１．履修登録期間中の掲示 

２．新入生（４月入学）・編入生に対する掲示→４月末日まで 

３．「Myもみじ」が正常に稼働しない場合の連絡 

 

  学 業 成 績 の 送 付 に つ い て 
本学では，平成１６年度入学生から学部学生のご父母様等に対して，前年度までの単位修得状況

及び当該年度前期の履修届を提出されている科目について入学翌年度から毎学年度の５月末を目

途にお知らせすることとしています。 
送付先については，「学生情報登録シ－ト」により届けられた「父母等の連絡先」となっていま

すので，転居等により「父母等の連絡先」が変更した場合は，速やかに学生支援室に届け出てくだ

さい。 
 

―専門24 ―



成績評価に対する異議申立制度について 
 

本学では，厳正な成績評価に努めていますが，学生への説明責任を果たすことを通じて，成績評価の厳正さ

を高めるため，成績評価に対する異議申立制度を設けています。申立てを行う場合は，次の手順に従ってくだ

さい。ただし，理由・根拠が不十分な申立てには対応できませんので注意してください。 

 

１． 申立手続 

 別紙の「成績評価に対する異議申立書」に必要事項を記入し，学業成績証明書を添付の上，該当科目の開講

学部・研究科等の担当事務窓口（以下の「４．担当事務窓口一覧」を参照）に異議申立てを行ってください。 

 

２． 申立期間 

 各学部・研究科等が定める当該科目の正式な成績発表日から次のタームの履修登録期間終了日までを原則と

します。 

 

３． 申立への回答 

 原則 My もみじの掲示板で回答しますので，確認を怠らないようにしてください。なお，申立日から 2 週間

以内に回答がない場合は，担当事務にご連絡ください。 

 

４． 担当事務窓口一覧 

(1)  教養教育科目： 

・教育推進グループ【総合科学部事務棟１F】 

・東千田地区支援室（学生支援担当） 

※法学部・経済学部夜間主コースの学生は東千田地区支援室（学生支援担当）に申し出ること。 

 

(2)  大学院共通科目：教育推進グループ【総合科学部事務棟１F】 

 

(3)  専門教育科目 

該当科目の開講学部／研究科／学位プログラム等 担当事務窓口 

総合科学部／総合科学研究科 総合科学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

文学部／文学研究科 文学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

教育学部／特別支援教育特別専攻科／教育学研究科 教育学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

法学部昼間コース／経済学部 昼間コース 社会科学研究科支援室（法学部・経済学部・大学院課程

担当） 社会科学研究科（マネジメント専攻を除く） 

法学部 夜間主コース／経済学部 夜間主コース 
東千田地区支援室（夜間学士課程・夜間大学院課程担当） 

社会科学研究科 マネジメント専攻 

理学部／理学研究科 理学研究科支援室（学士課程・大学院課程担当） 

先端物質科学研究科 先端物質科学研究科支援室（学生支援担当） 

医学部 ※2／歯学部／薬学部／医系科学研究科 
霞地区学生支援グループ（医学部担当・歯学部担当・薬

学部担当・大学院課程担当） 

工学部／情報科学部／工学研究科 
工学研究科支援室（工学部担当・情報科学部担当・大学

院課程担当） 

生物生産学部 生物学系支援室（学士課程） 

国際協力研究科 国際協力研究科支援室（学生担当） 

統合生命科学研究科  

※3 

生物工学プログラム 先端物質科学研究科支援室（学生支援担当） 

食品生命科学プログラム 

生物資源科学プログラム 
生物学系支援室（大学院課程担当） 

生命環境総合科学プログラム 総合科学研究科支援室（大学院課程担当） 

基礎生物学プログラム 

数理生命科学プログラム 

生命医科学プログラム 

理学研究科支援室（大学院課程担当） 

法務研究科 ※2 東千田地区支援室（法務研究科担当） 

森戸国際高等教育学院 国際交流グループ 【学生プラザ３F】 

上記に該当しない専門教育科目 ※1 教育推進グループ（学士課程・大学院課程担当）【学生プラザ３F】

※1 特定プログラムなど，森戸国際高等教育学院以外のセンター等が開講する専門教育科目を示す。 

※2 別途申立制度を定めている学部・研究科等を示す。 

※3 プログラム専門科目の場合，統合生命科学研究科学生便覧に掲載されている履修基準表で，当該科目が属する学位プログラムを確

認し，上表の対応する担当事務窓口へ提出すること。研究科共通科目の場合は担当事務窓口のいずれかへ提出すること。                                             
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成績評価に対する異議申立書 
 
 

申立日：     年  月  日 
 

所属学部・研究科等名称  

学生番号  

氏名  

 
以下の授業科目の成績評価について異議申立てを行います。 

開講年度  講義コード  

開講学部・研究科等  

授業科目名  

授業担当教員名  

現在の成績評価   

申立内容・理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 本申立書と併せて学業成績証明書を提出すること。 
※ 回答は，原則 My もみじの個人掲示により連絡する。 
※ 申立日から２週間以内に回答がない場合は，該当の担当事務窓口に連絡すること。 

別紙 
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○ 学生の主専攻プログラムの配属について 
 

 生物生産学部細則第４条による学生の主専攻プログラムの配属は次の方法で行う。ただし，

国際生物生産学主専攻プログラムについては，別途定めるものとする。 
 
１ 志望調査 
（１）その年度に行なわれる主専攻プログラム配属を希望する学生は，第２ターム試験終了日

までに，第１志望から第４志望までを記入した志望調査票を支援室（学士課程）に提出し

なければならない。 
（２）前号により志望調査票を提出した後は，当該調査票に記載された内容を変更できないも

のとする。 
２ 主専攻プログラム配属の方法 
（１）各主専攻プログラムの配属予定人数は，その年度の配属対象者（下記５参照）から推薦

入試及びＡＯ入試（フェニックス方式）で入学した者の合計を差し引いた人数を４分割した

人数とすることを原則とする。ただし，小数点以下は繰り上げる。 
ここで定められた各主専攻プログラムの配属予定人数をそれぞれの主専攻プログラムの定

員とする。 
（２）配属対象者の成績順の名簿を作り，成績順の上位の者から順番に第１志望とする主専攻

プログラムに配属する。 
（３）第１志望とする主専攻プログラムが定員に達し，配属できなかった学生は，成績順に

従って第２志望に配属する。 
（４）第２志望とする主専攻プログラムが定員に達した場合は第３志望に，第３志望のプログ

ラムが定員に達した場合は第４志望に配属する。 
（５）成績が同点となる学生が複数の場合は，修得単位数の多い学生の志望を優先する。 
３ 成績順位 
  成績順位は，以下の式に示す総合評価点を用いて決定する。 
 総合評価点＝秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１ 
  この場合，算出公式に用いる単位数は，その年度の９月１０日までに修得した授業科目

（教職に関する科目を除く。）の単位数とする。なお，外国語技能検定試験等による単位認

定を受けた場合には，認定単位数に４を乗じる。 
４ 推薦入試及びＡＯ入試（フェニックス方式）で入学した者に対しては，志望する主専攻プ

ログラムを調査し，上記２で定めた主専攻プログラムの定員の枠外で配属させる。ただし，

推薦入試及びＡＯ入試（フェニックス方式）で入学した者が，特定の主専攻プログラムに集

中して志望した場合，志望者の成績により特定の主専攻プログラムに偏りがないように配属

させることがある。 
５ 主専攻プログラム配属の対象とならない者 

その年度の９月１０日までに，成績確定された授業科目で， 

（１）５２単位以上を修得していない者（ただし教職に関する科目は含まない。） 

（２）専門基礎科目必修２０単位の内，１０単位を修得していない者 

（３）専門基礎科目の内，基礎実験（４単位）を修得していない者 

（４）編入学した者 

（５）国際生物生産学主専攻プログラムに既に配属され，それ以降も国際生物生産学主専攻プ

ログラムを継続する予定である者 

  なお，上記（１）又は（２）に該当する者は，主専攻プログラムに正式に配属されるまで，
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各主専攻プログラムの専門科目を履修することができない。 

６ 主専攻プログラムの配属は９月下旬までに決定し，掲示等によって発表する。 

 

 附 則 
１ この要領は，令和２年４月１日から施行する。 
 

○ 国際生物生産学主専攻プログラム配属について 
 

生物生産学部細則第４条による学生の主専攻プログラムの配属のうち，国際生物生産学主専

攻プログラムの配属は次の方法で行う。 
 
１ 志望調査 
（１）国際生物生産学主専攻プログラム配属を希望する者は，指定された日時までに，配属志

願書を支援室（学士課程）に提出しなければならない。 
 
２ 選考方法 

（１）国際生物生産学主専攻プログラムの配属人数は若干名とする。 

（２）配属を希望する者は書類審査及び面接等による選考を受け，配属の可否を決定する。 

 

３ 国際生物生産学主専攻プログラムの配属は，選考後，すみやかに掲示等によって発表する。 

 

 附 則 
１ この要領は，平成３１年４月１日から施行する。 
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○ 広島大学生物生産学部卒業論文指導要領 

 

（指導教員） 

１ 指導教員は，２名以上（正指導教員１名・副指導教員１名以上）とする。 

２ 各主専攻プログラムにおいて，第３年次前期末までに指導教員決定のためのガイダンスを行

い，第３年次後期に調整の上，各主専攻プログラム教員会の議を経て指導教員を決定し，学生

に通知するものとする。なお，国際生物生産学主専攻プログラムにおいては，第２年次前期末

までに国際生物生産学主専攻プログラム教員会の議を経て指導教員を決定し，学生に通知する

ものとする。 
（成績の判定） 

３ 卒業論文の成績の判定は，当該指導教員が行うものとする。 

（その他） 

４ ガイダンスの実施，指導体制，論文の形式，論文試験実施方法及び論文保管方法等につ

いては，各主専攻プログラム教員会議が定めるものとする。 

 

附 則  

この要領は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 

 

○ 広島大学生物生産学部細則第３０条に規定する論文試験の受験手続 

 

１ 受験手続きは，学部細則第９条による履修手続きをするとともに，支援室（学士課程）

で交付する所定の用紙により行うものとします。 

２ 所定の用紙は，卒業論文題目票(以下「Ａ票」という。)並びに卒業論文成績及び題目票

(以下「Ｂ票」という。)の二連様式とします。Ａ票及びＢ票の卒業論文題目は同一のもの

とします。 

３ Ａ票及びＢ票は切り離さないで，１０月末日（前期末卒業においては，５月末日）まで

に学生支援室に提出するものとします。ただし，当日が休日の場合はその前日とします。

提出期限後における受験手続きによる届出は，特別の事情がない限り受理しません。Ａ票

には，指導教員の承認印を受けてください。 

４ 卒業論文を作成するにあたって，基本的な事項を習得し，卒業論文の倫理的担保を図る

ための研究倫理教育を，卒業論文作成開始前に受講する必要があります。研究倫理教育に

ついての詳細は，プログラム配属後に周知します。 

５ 論文試験を受けようとする者は，卒業しようとする学期における授業期間末日までに卒

業論文を正指導教員に提出してください。ただし，最終日が休日の場合はその前日としま

す。 

６ 卒業論文の提出時に，別紙の「卒業論文の提出に係る確認書」に必要事項を記入し，正

指導教員に併せて提出してください。 
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   年  月  日 

 

 

卒業論文の提出に係る確認書 

 

広島大学長 殿 

 

学部：                          

学科等：                         

学年：      学生番号：          

氏名（自署）：                   

 

卒業論文の提出に当たり，以下の全ての事項を確認しました。 

 

 

論文題目：                                       

 

確認事項（チェックを入れる。） 

□ 所定の研究倫理教育プログラムを受講し，研究倫理に関し必要な事項を理解したこと。 

□ 研究上の不正行為（捏造，改ざん，盗用等）を行っていないこと。 

□ 著作権の侵害行為を行っていないこと。（以下のア～エを満たす，適切な方法で引用を行って

いる。または，論文執筆に関して著作権者の許諾を得ている。） 

ア 既に公表されている著作物であること 

イ 「公正な慣行」に合致すること 

・引用を行う「必然性」があること 
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 

ウ 研究の引用の目的上「正当な範囲内」であること 

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 

・引用される分量が必要最小限の範囲内であること 

エ 「出所の明示」をすること 

□ プライバシーを保護すべき研究対象者が存在しないこと。または，研究対象者のプライバシ

ーが保護されていること。（対象者が研究対象となることを了解しており，公表方法等にも合

意している。） 

 

上記記載事項を確認しました。 

指導教員 

      職名：                  

      氏名（自署）：              

      確認年月日：     年   月   日 
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○ 卒業論文の評価基準 

 
 広島大学生物生産学部では、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき，学士の学位審

査を行い、適当と認められる者に対して、学士（農学）の学位を授与する。 
 

卒業論文の評価は，次に定める評価基準に基づいて評価するとともに，関連する科目の成績評

価基準に含める。 
 

（卒業論文の評価基準） 
Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 当該専門領域における学士としての基礎的知識を修得しており，問題を把握し解明する基本

的な能力を身につけているか。 

(2) テーマの設定が学士として妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確である

か。 

(3) 論文の記述（本文、図、表、引用など）が適切であり、結論に至るまで論理構成になってお

り，論理的に妥当な結論が導かれているか。 

(4) 設定したテーマに際して、適切な調査・実験方法、あるいは論証方法を採用し、それに則っ

て具体的な分析・考察がなされているか。 
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○ 中国・四国地区国公立大学農学系学部との単位互換について  
 
１ 単位互換の制度について 

中国・四国地区国公立大学農学系学部は，相互大学間の交流と協力を促進し，教育内容
の充実を図ることを目的として授業科目の単位互換協定を締結しています。協定締結の大
学学部は，鳥取大学農学部，島根大学生物資源科学部，岡山大学農学部，広島大学生物生
産学部，県立広島大学生命環境学部，山口大学農学部，香川大学農学部，徳島大学生物資
源産業学部，愛媛大学農学部，高知大学農林海洋科学部の１０大学１０学部です。  

広島大学の学生が，他の９大学９学部から提供されている単位互換科目を履修し，そこ
で単位を取得したら，広島大学で単位として認定されます。  

この制度により受け入れられた学生は，「特別聴講学生」といいます。  
 
２ 授業料等について 

特別聴講学生に係る検定料，入学料，授業料は必要ありません。  
ただし，講義・演習等で係る教材などについては実費を徴収する場合があります。また，

現地までの交通費は受講生負担となります。  
 
３ 単位互換対象科目・受入人数及び履修科目の上限単位数 

単位互換対象科目は別途掲示板等により掲示しますが，受入人数には，制限があります
ので，履修できない場合があります。  
 
４ 履修期間 

履修する授業科目の開講期間とします。  
 
５ 単位認定 

受入大学学部の定めるところの評価に基づき，広島大学が単位認定します。  
 

平成 17 年度から，「大学間連携によるフィールド教育体系の構築」事業が始まってい
ます。これは，上記の単位互換の制度に基づき，中国・四国地区国公立大学農学系学部
が連携して，相互に協力しながら，生物資源を基にした食と環境に関わる総合的なフィ
ールド教育の体系化を図るものです。自大学にはないフィールド分野について，受講，
体験，調査，発表及び学生間交流などを行います。 

○里山フィールド演習（鳥取大学） 
○果樹園芸の里フィールド演習（愛媛大学） 
○牧場実習（岡山大学） 
○「晴れの国岡山」農場体験実習（岡山大学） 
○森林フィールド演習（高知大学） 
○森・里・海フィールド演習（島根大学） 
○作物生産科学フィールド演習（山口大学） 
○食品資源フィールド科学演習（県立広島大学） 
○傾斜地フィールド演習（香川大学） 
○里海フィールド演習（広島大学） 
○酪農フィールド科学演習（広島大学） 
○臨海資源科学演習（広島大学） 
各科目とも，夏季休業中に宿泊形式の集中講義で行われ，専門の選択科目になります。

各演習で単位及び定員が異なります。詳しくは実施計画書をご覧ください。 
科目によっては，毎年開講されない場合や，開講責任大学の都合により開講を見合わ

せる場合，また，新たに開講し追加される場合がありますので，詳しくは毎年実施計画
書等により確認してください。入学年度の学生便覧に記載のされていない新たに開講さ
れた科目も各プログラムの選択科目として，卒業単位に含まれます。 

なお，広島大学が提供する「里海フィールド演習」については，他大学の学生の応募
数が定員に達しない場合に限り，生物生産学部の学生も受講できます。 

また，広島大学が提供する「臨海資源科学演習」については，生物生産学部の学生は
受講できません。 

その他，単位互換に関する詳細は，支援室（学士課程）に問い合わせてください。 
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○ 水産海洋フィールド教育プログラムの単位互換について  

 
１ 水産海洋実践教育ネットワークについて 

北海道大学，京都大学，広島大学，長崎大学の水産実験所（水産海洋実験施設）は，文
部科学省より教育関係共同利用拠点に認定されています。そして，上記施設は水産海洋実
践教育の推進とその充実を図ることを目的とし，水産海洋実践教育ネットワークを構築し
ています。本ネットワークでは，各実験所がそれぞれの研究フィールドの特徴と強みのあ
る教育内容を活かし，学生が体系的に水産学・海洋学の知識を身につけることのできる実
践教育システムを共同で開発・実施しています。 
 
２ 単位互換について 

北海道大学水産学部，京都大学農学部，広島大学生物生産学部，長崎大学水産学部（以
下「４大学学部」）は，水産海洋実践教育ネットワークが提供する授業科目の単位互換協定
を締結しています。 

広島大学の学生が，他の３大学３学部から提供されている単位互換科目を履修し，単位
を取得したら，広島大学の単位として認定することができます。  

この制度により受け入れられた学生は，「特別聴講学生」といいます。 
 
３ 授業料等について 

特別聴講学生に係る検定料，入学料，授業料は必要ありません。  
ただし，講義・演習等で係る教材などについては実費を徴収する場合があります。また，

現地までの交通費は受講生負担となります。  
 
４ 単位互換対象科目・履修方法・受入人数及び履修科目の上限単位数 

単位互換対象科目・履修方法等は別途掲示により案内しますが，受入人数には制限があ
りますので，履修できない場合があります。  
 
５ 履修期間 

履修する授業科目の開講期間とします。  
 
６ 単位認定 

受入大学学部の定めるところの評価に基づき，広島大学が単位認定します。  
 
 
平成２９年度から，水産海洋実践教育ネットワーク提供科目の単位互換制度が始まってい

ます。 
 
○北海道大学提供：「特別実習Ⅰ」（毎年，数科目の提供を行っていますが，広島大学での

単位認定は「特別実習Ⅰ」で行います） 
○京都大学提供：「海洋生物科学技術論と実習Ⅰ」，「海洋生物科学技術論と実習Ⅱ」，「海洋

生物科学技術論と実習Ⅳ」 
○広島大学提供：「瀬戸内海の養殖水産物を学ぶ総合演習」 
○長崎大学提供：「東シナ海学演習」，「水産海洋環境学実習Ⅰ」，「水産海洋環境学実習Ⅲ」，

「水産海洋データ解析演習」 
各科目とも，夏期，冬期又は春期休業中に宿泊形式の集中講義で行われ，専門の選択科目

になります。各演習で単位及び定員が異なります。詳しくは実施計画書をご覧ください。 
その他，単位互換に関する詳細は，支援室（学士課程）に問い合わせてください。 
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○ 広島大学研究生規則生物生産学部取扱内規 
 

平成 16.4.1 
学部制定  

 
 （趣 旨） 
第１条  この取扱内規は，広島大学研究生規則第５条の規定に基づき，生物生産学部におけ

る研究期間及び願い出期限の特例を定めるものとする。  
 （研究期間の特例）  
第２条  研究期間は，１月以上とし，毎月１日に始まり当該学期の末日又は学年の末日に終

了するものとする。ただし，現職教育職員の研究終了日は学期の中途とすることができ

る。  
 （願い出期限の特例） 
第３条  願い出期限は，研究開始日の７日前までとする。  
 

附 則  
この内規は，平成１６年４月１日から施行する。  

 
 
 
 

○ 広島大学生物生産学部における長期履修学生制度について 
 
１ 長期履修学生制度とは 

職業を有している者，又は本学フェニックス入学制度により入学した者を対象として，

通常の修業年限を超えて一定の期間にわたり，計画的に教育課程を履修して卒業又は課

程を修了することができる制度である。  
この制度による授業料は，通常の修業年限分の授業料総額を計画的に履修することを

認められた一定の期間の年数で分割して納めることとなる。  
 
２ 対象となる学生 
  本学部で長期履修を願い出できる者は，本学フェニックス入学制度により入学した者

で長期履修を希望する者である。  
 
３ 長期履修の期間 
  長期履修の期間は，在学年限の範囲内で本学部が定める年数（８年）を限度とする。  
 
４ 申請手続き等 
  長期履修を希望する場合は，入学後の履修ガイダンスを受けた後，チューター（指導

教員）と相談のうえ履修計画を立てる必要がある。  
  なお，手続期間や提出書類等詳細は，支援室（学士課程）に照会すること。  
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○ 広島大学生物生産学部における早期卒業認定に関する基準  
平成 18.4.1 

学部制定  
 （趣 旨）  
第１ この基準は，広島大学生物生産学部細則第 31 条の規定に基づき，広島大学生物生

産学部（以下「本学部」という。）において３年以上在学し，本学部で定める卒業要件単
位を優秀な成績をもって修得したと認められる学生の卒業（以下「早期卒業」という。）
に関する事項について定めるものとする。ただし，編入学，再入学又は転学部した学生

は早期卒業の対象とならない。  
 

（早期卒業の申し出）          
第２ 早期卒業を希望する者は，第１年次終了時に，５６単位以上修得し（ただし，教職

に関する科目を除く。）第１年次後期までの成績により平均評価点を算出し，９５点以上
であることを確認の上，早期卒業希望届（所定の様式）を３月末日までに学部長へ提出

することとする。  
 
 （早期卒業希望者の審査）  
第３ 学部長は第２の申し出に基づき，適格か否かについて教授会に諮るものとする。  
 

（卒業研究受講の申し出）         
第４ 卒業研究受講を希望する者は，第２年次終了時に，１０２単位以上修得し（ただし，

教職に関する科目を除く。）第２年次後期までの成績により平均評価点を算出し９５点以
上を確認の上，卒業研究受講願（所定の様式）を３月末日までに学部長へ提出すること

とする。  
 
 （卒業研究受講の資格）  
第５ 学部長は，第４の申し出に基づき，卒業研究受講のための資格判定を教授会に諮る

ものとする。  
 

（指導教員の決定及び卒業研究）  
第６ プログラム内の指導教員の決定及び卒業研究は，５セメスターからとする。  
 
 （卒業の資格）  
第７ 教授会は，第５の判定により有資格者となった学生に対し，原則として第３年次終

了時に卒業の判定を行う。  
 
 （卒業の時期）  
第８ 早期卒業予定者の卒業の時期は，原則として第３年次末とする。  
 

（学習指導等）   
第９ 該当する学生のチューターは，第３により適格の認定を受けた学生の授業計画等に

当たって，適切な措置及び指導を行うものとする。  
２ 第３により適格の認定を受けた学生は，授業科目履修表に掲げた履修時期より早期に

履修することができる。  
 
 （雑 則）  
第１０ この基準に定めるもののほか，早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。  
 
 

附 則 （平成３１年３月５日 一部改正）  
 この基準は，平成３１年４月１日から施行する。  
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○ 広島大学生物生産学部における授業科目の履修登録単位数の 

     上限に関する基準 

 

平成 18.4.1 
学部制定  

 

 （趣 旨） 

第１ この基準は，広島大学生物生産学部細則第 13 条の規定に基づき，広島大学生物生産

学部（以下「本学部」という。）において１年間又は１学期間に履修登録できる単位数

の上限に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（対象学生） 

第２ 対象となる学生は，本学部に在籍する者とする。ただし，次の各号の一に該当する

学生は，この基準の対象とならない。 

（１）４年以上在籍している学生 

（２）本学部に編入学，再入学又は転学部した学生 

 （対象科目） 

第３ 履修登録できる単位数の上限の対象となる授業科目は，本学部及び他学部等で卒業

の要件として履修する授業科目とする。ただし，以下の科目は対象としない。  
（１）インターンシップに関する科目  
（２）中国・四国地区国立大学農学系学部との単位互換対象科目  
（３）水産海洋フィールド教育プログラムの単位互換対象科目  
（４）副専攻プログラム科目  
（５）教養教育科目として開講する集中講義  
（６）他学部が開講する集中講義  
（７）本学部が開講する集中講義  
＊ 教職に関する科目は卒業要件となっていないため対象としない  

（履修登録上限単位数） 

第４ 授業科目の履修登録単位数は，各年次において５６単位まで，前期３０単位までを

上限とする。後期の登録単位数は５６単位から前期の修得単位数を差し引いた単位数を

上限とする。 

 （履修登録単位数の特例） 

第５ 成績優秀者として認定された学生は，第４の規定にかかわらず，認定を受けた翌年

度に履修登録上限単位数を超えて授業科目を履修登録することができる。 

 （成績優秀者の認定方法） 

第６ 第５に掲げる成績優秀者は，以下の要件を満たしている者であるとし，成績優秀者

として教授会へ報告及び該当者に通知するものとする。 

（１）過去１年間に，第３に定める対象科目を３０単位以上修得していること。 

（２）次の算式による平均評価点が９０点以上であること。 

       

   秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×１ 

 平均評価点＝――――――――――――――――――――――――――――――×１００ 

            総登録単位数×４ 

 

 （履修指導）  

第７ 履修登録上限単位数を超えて授業科目を履修する成績優秀者を担当するチューター

は，この者に対し，履修授業科目及び単位数等適切な履修指導を行うものとする。 
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 （雑 則） 

第８ この基準に定めるもののほか，授業科目の履修登録単位数の上限に関し必要な事項

は，別に定める。 

 

   附 則 （平成３１年３月５日 一部改正） 

 この基準は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「広島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する細則」 

による履修（早期履修）制度について 

 

 

○早期履修制度について 

早期履修は，本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して本学大学院教育課

程の授業科目を履修する機会を提供するとともに，大学院教育との連携を図ることを目的

として実施します。 

また，修得した単位については，早期履修者が卒業後当該研究科に入学した場合に限り，

10単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度として修了要件単位に含めることがで

きます。 

なお，2020年度入学の学部生の申請手続に関するお知らせは，2022年度に「Myもみじ」

で掲示します。 

 

○実施予定研究科（2020年4月現在） 

人間社会科学研究科，先進理工系科学研究科，統合生命科学研究科，医系科学研究科 

 

○履修資格 

(1) 履修時に，所属する学部の卒業予定年次に在籍する者 

(2) 本学大学院に進学を志望する者 

(3) 履修しようとする年度の前年度（後期）までのGPAが，進学を志望する研究科（専

攻・プログラム）が定める値を上回る者 

 

○早期履修に関する情報の掲載場所 

「もみじTop」 － 「学びのサポート」 － 「学士課程」のページに掲載しています。 
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○ 教 育 職 員 免 許 状 の 取 得 に つ い て 

 

教育職員となるためには，教育職員免許法（以下「免許法」という。）に定めら

れている所定の単位を修得し，希望する教科の免許状を取得しなければならない。 
本学部で取得できる教育職員免許状は「高等学校教諭理科一種免許状」のみ

で，取得要件等は次のとおりである。  
 
 
 

１．教育職員免許状取得要件  

                       免 許 状 の 種 類  
科 目 の 区 分  

高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状  
学 士 の 学 位 を 有 す る こ と  

教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目  24  

教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目  10  

道 徳 ，総 合 的 な 学 習 の 時 間 等 の 指 導 法 及 び 生 徒 指 導 ，教 育 相 談 等 に

関 す る 科 目  
8  

教 育 実 践 に 関 す る 科 目  5  
大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目  12  

合 計  59  

 

２ ． 免 許 法 上 の 単 位 修 得 方 法 に つ い て  
 １）教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目  

教育職員免許法施行規則により，次の表に掲げる本学の該当授業科目の中

から履修すること。  

 
必  要  

単 位 数  
本 学 の 該 当 授 業 科 目 備   考  

日 本 国 憲 法  2  日 本 国 憲 法  必 修  

体 育  2  
健 康 ス ポ ー ツ 科 学 ， ス ポ ー ツ 演 習  
ス ポ ー ツ 実 習 Ａ ， ス ポ ー ツ 実 習 Ｂ  

2 単 位 選 択 必 修  

外国語コミュニケーション 2  
コミュニケーションⅠＡ， コミュニケーションⅠＢ 
コミュニケーションⅡＡ， コミュニケーションⅡＢ 

2 科 目 選 択 必 修  

情 報 機 器 の 操 作  2  情 報 活 用 基 礎 ， 情 報 活 用 演 習  2 単 位 選 択 必 修  
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 ２）教科及び教職に関する科目  
 
【教育の基礎的理解に関する科目】，【道徳，総合的な学習の時間等の指導法及
び生徒指導，教育相談等に関する科目】及び【教育実践関する科目】について 

科 目 の 区 分  授 業 科 目  

最 低  

修 得  

単 位 数  

開 設  

学 部  

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目 

教 職 の 基 礎

的 理 解 に 関

す る 科 目  

教 育 の 理 念 並 び に 教

育 に 関 す る 歴 史 及 び

思 想  

○ 教 育 の 思 想 と 原 理 ，  

人 権 ・ 同 和 教 育  

11 

教 育  

学 部  

教 職 の 意 義 及 び 教 員

の 役 割・職 務 内 容（ チ

ー ム 学 校 運 営 へ の 対

応 を 含 む 。）  

○ 教 職 入 門  

教 育 に 関 す る 社 会 的 ，

制 度 的 又 は 経 営 的 事

項（ 学 校 と 地 域 と の 連

携 及 び 学 校 安 全 へ の

対 応 を 含 む 。 ）  

○ 教 育 と 社 会 ・ 制 度 ， 比 較 教 育 学 Ⅰ ，

比 較 教 育 学 Ⅱ ，教 育 経 営 学 Ⅰ ，教 育 経

営 学 Ⅱ ，社 会 教 育 学 Ⅰ ，社 会 教 育 学 Ⅱ  

幼 児 ， 児 童 及 び 生 徒

の 心 身 の 発 達 及 び 学

習 の 過 程  

○ 児 童 ・ 青 年 期 発 達 論 ， 発 達 心 理 学 ，

教 育・学 校 心 理 学 ，学 習・言 語 心 理 学 ，

乳 幼 児 心 理 学 ，幼 児 教 育 学 Ⅰ ，幼 児 教

育 学 Ⅱ  

特 別 の 支 援 を 必 要 と

す る 幼 児 ，児 童 及 び 生

徒 に 対 す る 理 解  

○ 特 別 支 援 教 育  

教 育 課 程 の 意 義 及 び

編 成 の 方 法（ カ リ キ ュ

ラ ム・マ ネ ジ メ ン ト を

含 む 。）  

○ 教 育 課 程 論 ，教 育 方 法 学 Ⅰ ，教 育 方

法 学 Ⅱ  

道 徳 ，総 合 的

な 学 習 の 時

間 等 の 指 導

法 及 び 生 徒

指 導 ，教 育 相

談 等 に 関 す

る 科 目  

道 徳 の 理 論 及 び 指 導

法  
 

9 

総 合 的 な 学 習 の 時 間

の 指 導 法  
○ 総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 指 導 法  

特 別 活 動 の 指 導 法  ○ 特 別 活 動 指 導 法  

教 育 の 方 法 及 び 技 術

（ 情 報 機 器 及 び 機 材

の 活 用 を 含 む 。）  

○ 教 育 方 法 ・ 技 術 論  

生徒指導の理論及び方法 ○ 生 徒 ・ 進 路 指 導 論  

教 育 相 談 （ カ ウ ン セ

リ ン グ に 関 す る 基 礎

的 な 知 識 を 含 む 。） の

理 論 及 び 方 法  

○ 教 育 相 談  

教 職 実 践 に

関 す る 科 目  

教 育 実 習  

○ 教 育 実 習 指 導 Ｃ  1 

○ 中 ・ 高 等 学 校 教 育 実 習 Ⅱ  2 

教 職 実 践 演 習  ○ 教 職 実 践 演 習 （ 中 ・ 高 ）  2 

合               計  25  

 備考１．○は必修科目  
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【教科及び教科の指導法に関する科目】，【大学が独自に設定する科目】につい
て 

科 目 の 区 分  
授 業 科 目  最 低 修 得  

単 位 数  

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

物 理 学  
*生 物 生 産 学 の た め の 物 理 学 入 門  

食 品 物 理 学  

食 品 工 学  

2 

化 学  

*分 子 生 化 学 入 門  

動 物 栄 養 学  

食 品 栄 養 学  

分 子 細 胞 生 物 学  

ゲ ノ ム 科 学 Ⅱ  

2 

生 物 学  

*微 生 物 学 入 門  

生 理 学 入 門  

水 圏 生 産 科 学 Ⅱ  

水 圏 動 物 学 Ⅱ  

水 圏 生 態 学 Ⅱ  

動 物 遺 伝 育 種 学  

生 殖 生 物 学  

動 物 生 体 機 構 学  

植 物 栄 養 生 理 学  

2 

地 学  
*生 物 環 境 学  

水 圏 環 境 学 Ⅰ  

植 物 生 産 土 壌 学  

2 

物 理 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ

活 用 を 含 む 。）  

化 学 実 験   （ コ ン ピ ュ ー タ

活 用 を 含 む 。）  

生 物 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ

活 用 を 含 む 。）  

地 学 実 験   （ コ ン ピ ュ ー タ

活 用 を 含 む 。）  

*基 礎 物 理 学 実 験  

*基 礎 化 学 実 験  

*基 礎 生 物 学 実 験 Ⅰ  

*基 礎 生 物 学 実 験 Ⅱ  4 

各 教 科 の 指 導 法（ 情 報 機 器 及 び 教

材 の 活 用 を 含 む 。 ）  

*自 然 シ ス テ ム （ 理 科 ） 教 育 法 Ⅰ ，  

*自 然 シ ス テ ム （ 理 科 ） 教 育 法 Ⅱ ，

自 然 シ ス テ ム （ 理 科 ） 教 育 実 践 論 ，

理 科 カ リ キ ュ ラ ム 論 ，理 科 授 業 プ ラ

ン ニ ン グ 論 ，理 科 教 材 プ ラ ン ニ ン グ

論  

4 

最 低 修 得 単 位 を 超 え て 修 得 し た 「 教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る 科 目 」  8 

大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科 目  

道 徳 教 育 指 導 法 ， 理 科 教 育 評 価 論 ，

比 較 科 学 教 育 論 ，科 学 教 育 デ ザ イ ン

論 ，科 学 教 育 教 材 メ デ ィ ア デ ザ イ ン

論 ， 科 学 教 育 史  

最 低 修 得 単 位 を 超 え て 履 修 し た 次

の 区 分 の 科 目  

「 教 科 及 び 教 科 の 指 導 法 に 関 す る

科 目 」，「 大 学 が 独 自 に 設 定 す る 科

目 」，「 教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科

目 」，「 道 徳 ，総 合 的 な 学 習 の 時 間 等

の 指 導 法 及 び 生 徒 指 導 ，教 育 相 談 等

に 関 す る 科 目 」，「 教 育 実 践 に 関 す る

科 目 」  

10 

合 計  34 

備考１．*は必修科目
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３．教育実習（本実習）受講資格  
中・高等学校教育実習Ⅱを受講するための条件は以下のとおりである。  

１）教育実習指導Ｃの単位を修得していること。  

２） 3 年生後期終了時点で次の単位を修得していること。  

【 教 育 の 基 礎 的 理 解 に 関 す る 科 目 】 及 び 【 道 徳 ， 総 合 的 な 学 習 の 時 間 等 の

指導法及び生徒指導，教育相談等関する科目】  

教職入門，教育の思想と原理，教育と社会・制度，児童・青年期発達論，

特別支援教育，教育課程論，総合的な学習の時間の指導法，教育方法・技術

論，生徒・進路指導論，特別活動指導法のうち 14 単位以上  

【教科及び教科の指導法に関する科目】  

「教科に関する専門的事項」 10 単位及び「各教科の指導法（情報機器及び

教材の活用を含む。）」 4 単位  合計 14 単位以上  

 

★  教 育 実 習 は ， 事 前 の 説 明 会 ， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に 出 席 し て お か な け れ

ば受講できません。  

★  説 明 会 ， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ， 実 習 全 て に お い て 無 断 欠 席 ・ 遅 刻 等は認

められません（即実習停止もあり得ます。）。  

 

 

４．教職実践演習履修要領  

  教 職 実 践 演 習 （ 中 ・ 高 ）（ ８ セ メ ス タ ー ） を 履 修 す る 場 合 は ， 広 島 大 学 の

中・高等学校教育実習Ⅱの単位を修得していること。ただし，教職実践演習

を受講するセメスターまでに，教育実習の単位を修得できない場合は，同セ

メスターで教育実習の単位を修得見込みであることを条件に，履修を認める。

教育実習の単位を修得できなかった場合は，教職実践演習の履修を中止とし

単位を認めない。  

  

★  教 職 実 践演 習 で は， ｢教 員 免許 ポ ー トフ ォ リ オ ｣が 重 要 な役 割 を 果た し ま

す 。 評 価 材 一 覧 に 沿 っ て ， セ メ ス タ ー ご と に 評 価 材 を 蓄 積 し ， 決 め ら れ

た時期に ｢自己振り返り ｣を行い，教員によるレベル判定を受けること。  
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教職実践演習及び教員免許ポートフォリオについて 
  

＜教職実践演習について＞ 

「教育職員免許法施行規則」の一部改正により，平成 22 年度入学生から「教職実践演習」（4 年生

後期の授業）が新設されました。この授業は，教員免許状を取得するにあたり必要な知識技能など

を習得していることを確認する授業です。それには，そうした知識技能などの習得状況を示すため

の証拠や振り返るための資料を残しておく必要があり，文部科学省は，“履修カルテ”を作成すること

を求めています。この“履修カルテ”に対応するものを，広島大学では『教員免許ポートフォリオ』と

呼んでいます。 
  

＜教員免許ポートフォリオについて＞ 
 教員免許ポートフォリオには，教員免許状を取得する者として必要な知識技能などを習得している

ことを示す証拠や資料を，広島大学教員養成スタンダードの 8 規準それぞれに対応させて蓄積しま

す。蓄積した証拠や資料は振り返りや教職実践演習の際に活用するほか，適切な時期に教員によっ

て各規準の評価材として利用され，到達レベルが判定されます。 
 
＜教職実践演習までの流れ＞ 

教職実践演習は，教員免許状を取得する際の必修科目です。教職実践演習を履修する場合，教員

免許状の取得を希望する校種・教科のうち，主免許状として教育実習を受講する校種・教科に応じ

て，指定された証拠・資料を教員免許ポートフォリオに蓄積していく必要があります。校種・教科

によっては 1 セメスターから蓄積しなければならない場合があるので，教員免許状の取得を希望す

る人は，授業内での指示にしたがうとともに，指定されたサイトから入学年度ごとの資料「評価材

一覧」をダウンロードし，いつ，何をする必要があるのか，必ず確認しておいてください。当該サ

イトの使用方法について，「My もみじ」等を通して連絡があるので，見落とさないよう注意してく

ださい。分からないことがあれば，チューター，または下記の問い合わせ先まで連絡してください。 
 
 
【例】教職実践演習（中・高）を履修するまでの流れ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

問い合わせ先    

問い合わせ内容 担当窓口 電話番号 E-mail アドレス 

教職実践演習に関

すること 

教育学部支援室 

（学士課程担当） 
082-424-6725 kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp 

教員免許ポートフォ

リオに関すること 

教員免許ポートフォリオ支援室

（教育学部管理棟１階） 
082-424-4683 e-port@office.hiroshima-u.ac.jp 
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○ 学 芸 員 と な る 資 格 の 取 得 に つ い て 
 

 

（学芸員の職務） 

学芸員は，博物館法に基づき，博物館に置かれる専門的職員であり，博物館資料の収集，

保管，展示，調査研究，教育普及活動などの多様な博物館活動の推進のために重要な役割

を担っている。 

 

（学芸員の資格） 

 学芸員となる資格は，博物館法第５条に規定されており，学士の学位を有し，大学にお

いて文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得することによって得ることが

できる。 

 ただし，ここでいう「資格」とは所要の要件を満たすことにより，学芸員となる資格を

有するというものであり，教育職員免許状のように，免許状を得るものとは異なる。 

 また，学芸員は，所要の要件を満たしている者が，博物館に任用されることによって学

芸員となり得るものである。 

なお，学芸員資格取得については，学芸員資格取得特定プログラムへ登録手続きを行う

ことによって履修することになっている。詳細は，学生便覧の「ハイプロ P11～12」を参

照のこと。 

（特定プログラム）https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/tokutei 
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○ 食品衛生監視員及び食品衛生管理者について 

 
食品衛生監視員及び食品衛生管理者任用資格は，生物生産学部生物生産学科「食品衛生

監視員及び食品衛生管理者養成課程」の所定の科目を履修した者に授与されるものである。 
食品衛生監視員は，国（厚生労働大臣），都道府県知事，保健所を設置している市の市

長及び特別区の区長が任用し，食品衛生法の規定に基づき，食品に起因する衛生上の危害

を防止するために営業施設等への立入検査や食品衛生に関する指導の職務等を行なう官吏

又は吏員のことをいう。国の食品衛生監視員は，検疫所における輸入食品の監視指導や地

方厚生局における総合衛生管理製造過程の承認等を主として行なう。一方，自治体の食品

衛生監視員は ,保健所などにおける各自治体の所管地域の営業施設等への監視指導を行う。 
食品衛生管理者は，特に衛生上の考慮を必要とする食品（乳製品 ,食肉製品 ,食用油脂等）

及び食品添加物などを製造又は加工する営業者の施設において，その施設毎に設置が義務

づけられている（食品衛生法第 48 条第 1 項）。その業務については，当該施設においてそ

の管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に

係る違反が行われないように，その食品又は添加物の製造又は加工に従事するものを監督

し（食品衛生法第 48 条第 3 項より），さらに ,前項に定めるもののほか，当該施設において

その管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又は法律に基づく命令若しくは処分に係

る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため，当該施設における衛生管理の方

法その他の食品衛生に関する事項につき，必要な注意をするとともに，営業者に対し必要

な意見を述べなければならない（食品衛生法第 48 条第 4 項より）と定められている。  
生物生産学科にあって，別表の「食品衛生監視員及び食品衛生管理者養成課程」に定め

た科目・単位数を履修した者は，卒業時に「食品衛生管理者及び食品衛生監視員任用資格

取得証明書」が交付される。 
 

１ 履修方法について  
 食品衛生監視員及び食品衛生管理者任用資格取得を希望する者は，別表のＡ群からＤ

群でそれぞれ１科目以上，その単位の合計で２２単位以上，かつ，Ｅ群の科目を含めて

の総単位数が４０単位以上になるように履修しなくてはならない。ただし，＊印のつい

た科目（微生物学入門，公衆衛生学，食品衛生学）は，必ず履修しなければならない。 
 
２ 編入学生の前校が養成施設でない場合であって，本学部で単位認定したものについて

は，任用資格取得に必要な単位数として認めない。  
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別表 
「食品衛生監視員及び食品衛生管理者養成課程」に定める必要な科目 

 

区 分 授 業 科 目 単位 

Ａ 群      

（化 学） 

基礎化学実験 １ 

基礎物理学実験 １ 

有機化学 ２ 

一般化学 ２ 

Ｂ 群       

（生 物 化 学） 

分子生化学入門 ２ 

基礎生物学実験Ⅰ １ 

基礎生物学実験Ⅱ １ 

種生物学 ２ 

細胞科学 ２ 

分子細胞生物学 ２ 

生物有機化学 ２ 

食品生化学 ２ 

Ｃ 群       

（微 生 物 学） 
＊微生物学入門 ２ 

食品微生物学 ２ 

Ｄ 群  

（公衆衛生学） 

＊公衆衛生学 ２ 

＊食品衛生学 ２ 

計（Ａ～Ｄ群）  ２２単位以上 
＊印のついた科目は，必ず履修しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 授 業 科 目 単位 

Ｅ 群      

（関 連 科 目） 

 

水産食品化学 ２ 

動物栄養学 ２ 

天然物有機化学 ２ 

生物機能化学 ２ 

ゲノム科学Ⅱ ２ 

食品物理学 ２ 

水圏動物学Ⅱ ２ 

動物環境生理学 ２ 

植物栄養生理学 ２ 

生物環境学 ２ 

病理学 ２ 

動物生体機構学 ２ 

高次生命科学 ２ 

動物遺伝育種学 ２ 

食品栄養学 ２ 

生物統計学 ２ 

食品機能学 ２ 

水産食品製造学実験

実習 
１ 

畜産食品製造学実験

実習 
１ 

農産食品学 ２ 

食品工学 ２ 

食品物性工学 ２ 

食品開発学 ２ 

食料生産管理学 ２ 

科学技術倫理学 ２ 

食料資源論 ２ 

食料システム論 ２ 

合計（Ａ～Ｅ群）  ４０単位以上 
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○ イ ン タ ー ン シ ッ プ に つ い て 

 

インターンシップとは，一般的には学生が企業等において実習・研修的な就業体験

をする制度です。大学内での授業から一歩離れ，実社会の動きの中でものの見方，考

え方を養うと同時に，一線で活躍する職業人との出会いや会話の中から見聞を広め，

人格形成を図ることができます。  

単位として認められているインターンシップには，以下の３つがあります。  

 

１ 「中山間地域・島しょ部連携インターンシップ」 

・ 中山間地域・島しょ部において，農漁業の現場を体験するインターンシップ

（１単位）です。  

・ １～４年次生を対象として，大学から体験先の農場などに依頼を行い，年間を

通して実施します。  

・ 期間は４～７日間程度としています。  

 

２ 「インターンシップⅠ」 

・ 本学部の専門教育に近い分野の，食品関連企業や農漁業及び食品関連の研究・

行政機関などで実施するインターンシップ（１単位）です。  

・ １～４年次生を対象として，大学から企業へ依頼を行って実施します。  

・ 期間は５～１０日間程度（夏季休業中）としています。  

 

３ 「インターンシップⅡ（広島大学全学インターンシップ）」 

・ 広島大学全学で実施しているインターンシップ（１単位）です。本インターン

シップについては，広島大学グローバルキャリアデザインセンターのホームペー

ジを参照してください。  

（広島大学グローバルキャリアデザインセンターのホームページ）  

 http://www.hiroshima-u.ac.jp/kyaria/index.html 

 

インターンシップで研修することにより，大学で学んだ専門知識などが実社会にお

いて如何に役立っているのか認識するとともに，社会人としての自覚など人間形成に

おいて重要な学習の機会となりますので，積極的に参加してください。  

インターンシップに関する諸手続の連絡は，「Ｍｙもみじ」や学部掲示板により行

うので，参加を希望する者は特に注意してください。  

なお，インターンシップに参加する場合は，参加期間中の傷害や賠償を保障する保

険に必ず加入する必要がありますが，「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付

帯賠償責任保険」については，大学及び本学部が保険料を負担し，入学時に加入して

いますので，個人での加入は必要ありません。  
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初年次インターンシップ（社会体験）の全学実施について 

 
 広島大学では，学部１年次生全員が学外の企業・団体等での社会体験，就業体験，ボラ

ンティア等を行う「初年次インターンシップ（社会体験）」を実施しています。これは，大

学における学修と社会での経験を結びつけることで，今後，みなさんが大学生活をより有

意義に送るよう喚起するとともに，将来の進路選択・自己の職業適性等について考える契

機とするものです。 
 体験内容や受入先，実施方法等は所属学部・学科等によって異なるので下表を参照して

ください。 
学部・学科等 初年次インターンシップ（社会体験）実施方法 

総合科学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」

のガイダンスで説明します。 
文学部 学生便覧の「初年次インターンシップ（社会体験）の実施につい

て」を参照してください。 
教育学部 内容については各授業科目のシラバスを参照してください。 
 教初 「小学校教育実習入門」の一部で実施 
 教特 「小学校教育実習入門」，「特別支援学校教育実習入門」，「教養ゼ

ミ」の一部で実施 
 教二 

教三 
教四 
教教 

「中・高等学校教育実習入門」の一部で実施 
※教日，教造，教教は「教養ゼミ」も活用して実施 

 教心 「教養ゼミ」の一部で実施 
法学部 学生便覧の「法学部における初年次インターンシップ（社会体験）

について」を参照してください。 
経済学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容については「教養ゼミ」

のガイダンスで説明します。 
理学部 詳細は，ガイダンスや My もみじ等を通じてお知らせします。 
 理数 下見地域の清掃ボランティア等 
 理物 広島県内企業等でのインターンシップに派遣 
 理化 マイクロンメモリジャパン合同会社への企業訪問（工場見学・体

験実習） 
 理生 宮島の寺院・施設等への訪問，訪問先近隣の学校の生徒との交流 
 理地 博物館・企業等への訪問（見学・体験実習）（「地球科学野外巡検

Ａ」内で実施） 
医学部 夏季休業期間中，医学部・歯学部・薬学部 3 学部合同で，医療機
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歯学部 関等での合同早期体験実習を実施します。詳細は My もみじで通

知します。 薬学部 
工学部  詳細は，各類のガイダンスで説明します。 

工一 「教養ゼミ」の一部で，工場見学（情報交換等を含む）を実施 

工二 
企業インターンシップ，または，施設・工場見学（ディスカッシ

ョン含む）を実施 

工三 施設・工場見学（ディスカッション含む）を実施 

工四 
「教養ゼミ」の一部で，社会基盤施設見学（ディスカッション含

む），または，建築の公開見学イベントのスタッフとして参加 

生物生産学部 「教養ゼミ」の一部で実施します。内容についてはシラバスを参

照してください。 

情報科学部 学生便覧の「『学部教育』初年次インターンシップ（社会体験）」

を参照してください。 
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○ 広島大学生物生産学部関連の附属施設 

 

１ 練習船豊潮丸  
海洋観測機器を数多く搭載し，電気モーターでスクリューを動かす「全電気推進シ

ステム」を採用した環境にやさしい中型の練習船です。  
総トン数２５６トン，全長４０．５ m，幅８．５ m，深さ３．７ m，航海速力約１２

ノット，乗船定員３２名（うち乗組員１２名）の鋼船で，学生の実習（乗船，沿岸航

法，魚撈等），外海における調査研究（一般海洋観測，生物採集調査）並びに瀬戸内

海の環境保全と海洋生物資源の有効利用に関する教育・研究を行います。  
なお，基地は呉市宝町７番４号です。  

 

２ 恒温実験水槽棟，屋外実験水槽 

恒温水槽室，培養室を備えた恒温実験水槽棟とコンクリート水槽及び濾過循環装置

を備えた屋外実験水槽があり，水産動物の遺伝，生理，病理，栄養，行動生態，生化

学等に関する研究に使用しています。  
 

３ 家畜環境制御実験棟，家禽・家畜舎 

家畜環境制御実験棟は，環境調節室，無窓実験室，洗浄実験室，小動物飼育室，世

代動物室，代謝室等からなり，家畜，家禽及び実験動物を環境制御の下で飼育し，各

種の実習並びに実験研究に使用しています。 

 家禽・家畜舎は，産卵鶏室，交配室，大雛室，水禽室，中小動物飼育室等からなり，

ニワトリ，ウズラ等の家禽及びメン羊等の家畜を飼育し，各種の実習並びに実験研究

に使用しています。 

 

４ 精密実験圃場，ガラス室・網室・温室，作物調査試験棟 

植物の生育に関する試験研究や学生の実験実習を行う施設で，作物栽培や耕地土壌

に関する研究を行う精密実験圃場，植物の水耕栽培・土壌ポット栽培を行うガラス

室・網室・温室，種々の測定や実験材料の準備・処理を行う作物調査試験棟などから

構成しています。温度・湿度を精密に制御できるグロースキャビネットも設備してい

ます。  
 

５ 食品製造実験実習棟 

水産練製品缶詰製造室，凍結乾燥実験室，調味配合室，畜肉製品製造室，乳製品製

造室及び冷蔵冷凍庫等からなり，水産物，畜産物（肉，乳）の保蔵，加工・製造に関

する実験実習及びこれら生物資源の利用研究に使用しています。  

 

６ ラジオアイソトープ実験棟 

各種のラジオアイソトープの測定機器等を具備し，動物，植物，微生物の代謝，生

体反応，生体成分の生合成等に関する研究に使用しています。  
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７ 工作機械実習棟 

第１機械工作室（金工）,第２機械工作室（木工）からなり，機械加工などを利用

して実験装置等の作成に寄与しています。また一部の学生実験実習にも使用していま

す。 

 

８ 農場 

大学キャンパスの東南部に位置し，総面積３５ヘクタールを有し，乳牛，肉牛，ヒツ

ジ，ヤギ，鶏などを研究や実習用に飼育しています。乳牛は，ホルスタイン種の搾乳

牛３０頭程度と子牛や育成牛などを１０頭程度飼育し，肉牛は２５頭程度飼育してい

ます。農場は，家畜の生産・管理システムに関わる独自の研究・教育活動を行うとと

もに，畜産学並びに関連する学問分野の教育科目によって，多方面にわたる研究・教

育活動に利用しています。 

また，家畜の管理や飼料作物生産を実地で学ぶための農場実習も行っています。 

 

９ 水産実験所 

竹原市に位置し，研究・教育棟（３階建），増殖実験飼育棟・精密実験飼育棟，屋

外飼育水槽，海面網生簀並びに小型調査艇「からぬす丸」（１４人乗り）などの施

設・設備を備えています。 

水産実験所は，研究面では，瀬戸内海を主たる対象海域とする環境学，浮遊生物学，

水産生物の資源学，生理学，生態学，増養殖学，魚病学，魚類・無脊椎動物の生化学

など，多方面にわたる研究活動が行われ，水産学並びに関連する学問分野の発展，瀬

戸内海の環境保全，地方産業の振興に寄与しています。 

教育面では，主として，水圏統合科学プログラムの学生を対象とする水圏フィール

ド科学実験Ⅱ（夏期臨海実習），各研究室担当の学生実験の一部，卒業論文実験をは

じめ，大学院統合生命科学研究科博士課程前期・後期学生の実験・研究に活用します。  
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学生生活について





○ チ ュ ー タ ー に つ い て 

 

入学年度及びプログラムを単位として決まっており，学科課程の履修，修学，就職指導を始め

として大学生活全般，その他個人的な問題に至るまで広く諸般の相談に応じ，適切な助言・指導

を行います。 

 

プログラム 

主

・

副 

職 名 氏 名 部屋番号 内線番号 メールアドレス 

水圏統合科学プログラム 

主 准教授 斉藤 英俊 Ａ２１８ ７８９５ 
saito@hiroshima-
u.ac.jp 

副 教 授 海野 徹也 Ａ３１７ ７９４４ 
umino@hiroshima-
u.ac.jp 

応用動植物科学プログラム 

主 准教授 黒川 勇三 農場 ７９７３ 
yuzokuro@hiroshi
ma-u.ac.jp 

副 教 授 豊後 貴嗣 Ｂ５０５ ７９５７ 
bungo@hiroshima-
u.ac.jp 

食 品 科 学 プ ロ グ ラ ム 

主 

※ 
准教授 細野 賢治 Ｂ２１５ ７９５９ 

kjhosono@hiroshi
ma-u.ac.jp 

副 教 授 羽倉 義雄 Ａ１２３ ７９３８ 
hagura@hiroshim
a-u.ac.jp 

分子農学生命科学プログラム 

主 准教授 国吉 久人 Ａ６０５ ７９４８ 
hkuni@hiroshima-
u.ac.jp 

副 教 授 矢中 規之 Ａ６０９ ７９７９ 
yanaka@hiroshim
a-u.ac.jp 

（注）主・副欄の主はチューター１を，副はチューター２を示しています。チューター１が主たる

チューターとなり，チューター２と協力しながら修学及び学生生活に関し必要な指導と助言を行

います。 
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        （注）主として学生に関係のあるものを掲載

学生の募集

学生の入学・退学・転学部・休学・復学及び卒業

教育課程，科目履修方法及び修得単位数

授業時間割，受講，受験の届出及び定期試験

学外実習及び見学，インターンシップ

学籍簿，学業成績原簿，

卒業（見込）証明書，成績証明書，在学証明書，学生証

通学証明書，学生生徒旅客運賃割引証

教育職員免許状

外国人留学生，研究生，科目等履修生

学生団体，集会，行事，印刷物の配布等の届出

学生の自治（課外）活動

学生の身上・学生相談

学生の報奨，懲戒及び除籍

　

○　事　務　機　構　と　分　担　事　務　の　内　容

支
　
援
　
室
　
長

学
　
　
部
　
　
長

生物学系
支援室

（学士課程）

生物学系
支援室

（総務・人事）

● 授業料免除，奨学金，学生教育研究災害傷害保険等請求手続, 課外活動，学生宿舎等

…学生生活支援グループ（学生プラザ３階）

● 定期健康診断，健康相談，カウンセリング等
…保健管理センター

● 就職情報，インターンシップ，キャリア相談，大学運営支援業務（学内アルバイト）紹介等
…グローバルキャリアデザインセンター（学生プラザ２階）
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○ 学 生 生 活 等 に つ い て 
 

１ 掲示及び連絡方法 
本学では，学生への伝達・連絡事項は「My もみじ」（学生情報の森「もみじ」）と学部の掲示板

により行いますので，毎日「My もみじ」にログインして確認してください。確認しなかったことに

より思いもかけぬ不利益を被ることがあるので注意してください。 
掲示した事柄は，皆さんは既に周知しているものとして処理しますので，見落としや誤解のない

ようにしてください。長期欠席その他の理由により毎日登校できないときは，友人等に依頼してお

くなどの方法により，遺漏のないようにしてください。 
また，教養教育科目を受講している人は，総合科学部の「掲示板」を，他学部の授業を受講して

いる人は，当該学部の「掲示板」も十分注意しておいてください。 
家族・知人等より電話で依頼があっても，誤解を生じないためにも応じられません。必要な要件

は，掲示により通知しますので常に注意しておいてください。 
なお，学生が学部の掲示板を利用したい場合は，あらかじめ支援室（学士課程）に申し出て「学

生用掲示板」を使用してください。掲示期限が経過した掲示物は，使用者が責任をもって撤去する

ようにしてください。 
ただし，以下のいずれかに該当する場合及び重要な事項は，各学部の掲示板にも掲示します。 

１．履修登録期間中 
２．新入生（４月入学）・編入学生に対する掲示  →  ４月末日まで 
３．「My もみじ」が正常に稼働しない場合 
 

２ 学生証及び住所届 
（１）学生証（ＩＣカード身分証） 

学生証は常に携帯し，証明書を受領するときに職員の要求があれば提示してください。また，試

験の際は学生証を必ず携行し，教員の指示により机上の見えやすいところにおいてください。 
学生証の有効期間は，学部生は修業年限（４年）の末日までです。また，修業年限を超えて在学

する場合は，発行の日から当該年度の末日までです。 
更新を要する学生は，年度当初に最近３か月以内に撮影した，写真１枚（縦 4.0cm×横 3cm，正面

上半身・無帽，色眼鏡不可，裏面に学生番号・氏名を記入）を支援室（学士課程）に提出してくだ

さい。また，学生証を紛失又は汚損したときは「学生証再交付願」を支援室（学士課程）で受け取

り，所要事項を記入後，提出し学生証の交付を受けてください。 
なお，有効期間を経過した学生証は，速やかに支援室（学士課程）へ返却してください。 
※「広島大学学生証取扱細則」及び「履修登録・試験及び成績」も参照してください。 

（２）住所届 
住所の届け出は必ず行ってください。年度途中に住居・メールアドレス・携帯電話の番号を変更

したときは，その都度提出してください。重要・緊急な連絡等を行う場合に必要となり，緊急時の

連絡ができません。そのために，不利益を被っても責任は負いません。 
 

３ ロッカー 
本学部は，学生の利用に供するためＣ棟２階学生ロッカー室に学生ロッカーを設置していますの

で，ロッカーを使用したいときは，支援室（学士課程）で使用許可を受けてください。 
なお，ロッカー内には，危険物・貴重品を入れないでください。 

※（生物生産学部ロッカー使用要領参照） 
 

４ 私の提案箱 
本学部では，皆さんからの要望や意見を聞くために，「私の提案箱」を支援室（学士課程）出入

り口に設置しています。 
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学部の施設設備，学部教育・研究活動及び教職員に対しての，意見・改善要望・感想を，書式は

問いませんので，できるだけ自分のお名前を記名して，意見を述べてください（無記名でも結構で

す）。ただし，個別の教員や事務員に対する誹謗中傷はご遠慮ください。皆さんの意見や意見・改

善要望・感想については，可能なものから改善を進め，皆さんと共に私たちの学部をより良くして

いきたいと考えています。 
 

５ なんでも相談窓口 
「修学上の悩み」，「生活上の悩み」，「覚えのない請求書」等の相談は，学生生活支援グルー

プ（学生プラザ３階）内の「なんでも相談窓口」に連絡してください。 
※（相談場所は別冊の「学生生活の手引」参照） 
 

６ 遺失物・取得物 
（１）遺失物 

遺失者（持ち物を失くした人）は，直ちに１年次生は総合科学部支援室（学士課程）で，２年次

生以上は本学部の支援室（学士課程）に届け出るとともに，最寄りの警察署にも届け出てください。 
必要があれば，関係金融機関への連絡も行ってください。 

（２）取得物 
取得者（持ち物を拾った人）は，最寄りの学部の支援室（学士課程）へ届け出てください。 
 

７ 防犯等への注意 
学生は常日頃から，盗難に遭わないように，貴重品は各自で管理するとともに，夜間は複数で行

動するなど，十分な注意が必要です。万一，被害に遭ったときは，直ちに最寄りの警察に通報する

とともに，支援室（学士課程）に連絡してください。 
 

８ その他 
各種証明書，各種申請及び届出，授業料免除，授業料納付，各種奨学金，就職，保険，カウンセ

リング等については，別冊の「学生生活の手引」に記載していますので，熟読しておいてください。 
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○ 事 件 ・ 事 故 の 対 応 に つ い て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事件や交通事故にあった場合は，警察等に連絡するとともに，必ずチューター（指導教員）及び

支援室（学士課程）に連絡してください。チューター（指導教員）の連絡先は，各自で確認し，下

表に記録しておいてください。 
 

＜学生控え＞ 
チューター（指導教員） 

氏 名 
連 絡 先 

 
  

(TEL)                     

 

事  件 事 故 

警察へ通報 
(１１０番) 

けが人救助 
救急車へ連絡 

チューター（指導教員）・ 
生 物 学 系 支 援 室 へ 
連 絡 ・ 相 談 

被害者への見舞い 
保険会社へ連絡 

｢事件・事故報告書｣を 
支援室（学士課程）へ提出 

支援室（学士課程） 
(082) 424-7915 

１１９番通報 
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○ 生物生産学部学生用ロッカー使用要領  
 

第１ 学生の利用に供するためＣ棟２階学生ロッカー室に学生ロッカーを置く。 
 
第２ ロッカーは学部学生生活委員会が管理し，貸出等に係る事務は支援室（学士課程）が代行する。 
 
第３ ロッカーを使用できる期間は，次のとおりとする。 
   学部２年次から３年次後期終了日（３月３１日）までとする。 
   第３年次編入学生は入学後３年次後期終了日（３月３１日）までとする。 
 
第４ ロッカーの使用を希望する者は，別紙使用願を支援室（学士課程）に提出し許可を受けなければ

ならない。 
２ 前項により使用を許可された者には，使用許可書を交付する。 
 
第５ 使用者が，退学，及び使用の必要がなくなったときは，速やかにロッカー内部を全て片付け，支

援室（学士課程）に返却しなければならない。 
その際には支援室（学士課程）職員が立会うものとする。 

 
第６ 使用者は，次の各号を遵守しなければならない。 
（１）使用許可のロッカーには施錠し，自ら責任をもって盗難に注意すること。 
（２）ロッカーの配置場所の移動，及び使用者交互に貸借することを禁ずる。 
（３）ロッカー内の整理整頓に心がけ危険物・貴重品は入れないこと。 
（４）落書きしたり，ステッカー等を貼らないこと。 
（５）支援室（学士課程）が必要と認めた場合，ロッカー内を点検することを承知する。 

 
第７ 使用者がロッカーを損傷したときは，直に支援室（学士課程）に届出なければならない。 
２ 前項の場合，使用者は支援室（学士課程）の指示により速やかに修理又は弁償しなければならない。 
 
第８ 使用者がこの要領に違反したときは，学部長はロッカーの使用許可を取り消すことがある。 
 
―別紙様式略― 
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教 員 名 簿 等 





 

○ 教 員 名 簿 

 
生物生産学部 〒739-8528 東広島市鏡山一丁目４番４号 電話（082）422-7111（代表） 
（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

プログラム 職 名 氏 名 部 屋 番 号 内 線 番 号 メ ー ル ア ド レ ス 

水
圏
統
合
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

教 授 海野 徹也 Ａ３１７ ７９４４ umino@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 大 塚  攻 水産実験所 0846-22-2362 ohtsuka@hiroshima-u.ac.jp 

教  授 河合幸一郎 Ａ２１７ ７８９４ kawagogi@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 小池 一彦 Ａ４１３ ７９９６ kazkoike@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 坂井 陽一 Ａ２１６ ７９７５ sakai41@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 加藤 亜記 水産実験所 0846-24-6781 katoa@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 斉藤 英俊 Ａ２１８ ７８９５ saito@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 冨 山  毅 Ａ２１４ ７９４１ tomiyama@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 橋本 俊也 Ａ４１８ ７８９６ thasimt@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 Lawrence M.  
Liao 

Ａ３１８ ４３７５ lliao@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 吉田 将之 Ａ３１９ ７９８２ yosidam@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 若林 香織 Ａ３１５ ７９８９ kaoriw@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 小原 静夏 Ａ４１１   

助 教 近藤 裕介 水産実験所
 084-622-2661 ykondo@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 中口 和光 
呉 基 地 0823-23-4853 

nakaguchi-kazu3@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 山口 修平 s-yamaguchi@hiroshima-u.ac.jp 

応
用
動
植
物
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

教 授 磯部 直樹 Ｂ３０４ ７９９３ niso@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 小櫃 剛人 Ｂ５０９ ７９５５ tobitsu@hiroshima-u.ac.jp 

 教 授 実岡 寛文 Ｂ１１１ ７９１７ saneoka@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 谷 田  創 農場 ７９７４ htanida@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 都築 政起 Ｂ４１６ ７９５０ tsudzuki@hiroshima-u.ac.jp 
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プログラム 職 名 氏 名 部 屋 番 号 内 線 番 号 メ ー ル ア ド レ ス 

応
用
動
植
物
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

教 授 冨永 るみ Ｂ１０５－２ ７９６６ rtomi@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 豊後 貴嗣 Ｂ５０５ ７９５７ bungo@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 吉村 幸則 Ｂ３０２ ７９５８ yyosimu@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 上田 晃弘 Ｂ１０５－１ ７９６３ akiueda@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 河上 眞一 Ｂ５１５ ３８５７ skawak@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 黒川 勇三 農場 ７９７３ yuzokuro@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 杉野 利久 Ｂ５１３ ７９５６ sugino@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 長岡 俊徳 Ｂ１１２ ７９６９ tnagaok@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 梅 原  崇 Ｂ４１１ ７８９９ pd7221@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 沖田 美紀 農場 ４１８２ miki226@ hiroshima-u.ac.jp 

助 教 妹尾 あいら 農場 ４５８７ airaseosan@ hiroshima-u.ac.jp 

助 教 中村 隼明 Ｂ４０７ ７９４３ ynsu@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 新居 隆浩 Ｂ３１０ ４１４７ tanii@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 劉  利 雲 Ｂ１０９ ５７５４ liuly@hiroshima-u.ac.jp 

食
品
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

教 授 浅 川  学 Ａ８０４ ７９３０ asakawa@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 上 野  聡 Ａ１１８ ７９３４ sueno@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 川井 清司 Ａ１２２ ４３６６ kawai@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 島 本  整 Ａ５０５ ７８９７ tadashis@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 鈴木 卓弥 Ａ８０８ ７９８４ takuya@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 中野 宏幸 Ａ５１４ ７９２０ hnakano@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 羽倉 義雄 Ａ１２３ ７９３８ hagura@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 細野 賢治 Ｂ２１５ ７９５９ kjhosono@hiroshima-u.ac.jp 
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プログラム 職 名 氏 名 部 屋 番 号 内 線 番 号 メ ー ル ア ド レ ス 

食
品
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

准教授 Thanutchaporn 
Kumrungsee 

Ａ６０６ ７９８０ kumrung@hiroshima-u.ac.jp 

講 師 平 山  真 Ａ８０５ ７９２９ hirayama@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 小 林  元 Ｂ２１７ ７９６１ yount@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 山本 祥也 Ａ８０７ ７９３２ yamamo59@hiroshima-u.ac.jp 

分
子
農
学
生
命
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム 

教 授 太田 伸二 総Ｃ２２４ ６５３７ ohta@hiroshima-u.ac.jp 

教  授 三本木至宏 Ａ７０２ ７９２４ sambongi@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 島田 昌之 Ｂ４１２ ７８９９ mashimad@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 清水 典明 総Ｃ３２１ ６５２８ shimizu@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 中 江  進    

教 授 長沼   毅 Ａ４１５ ７９８６ takn@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 西堀 正英 Ｂ４１５ ７９９２ nishibo@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 堀内 浩幸 Ｂ３１３ ７９７０ hhori10@hiroshima-u.ac.jp 

教 授 矢中 規之 Ａ６０９ ７９７９ yanaka@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 大 村  尚 総Ｂ５０１ ６５０２ homura@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 冲 中  泰 Ａ５０６ ７９７８ okinaka@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 国吉 久人 Ａ６０５ ７９４８ hkuni@hiroshima-u.ac.jp 

准教授 船戸 耕一 Ａ７０４ ７９２３ kfunato@hiroshima-u.ac.jp 

講 師 藤川 愉吉 Ａ７０７ ７９２８ fujikawa@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 川合 智子 Ｂ４１１ ７８９９ tss4@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 末川 麻里奈 Ａ７０８ ６４４８ msuekawa@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 田中 若奈 Ａ７１７ ７９２７ wakanat@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 藤井 創太郎 Ａ７１１ ４０４５ sofuji@hiroshima-u.ac.jp 
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プログラム 職 名 氏 名 部 屋 番 号 内 線 番 号 メ ー ル ア ド レ ス 

分
子
農
学
生

命
科
学
プ
ロ

グ
ラ
ム 

助 教 松崎 芽衣 B ２０８－２ ７８５７ meimatsu@hiroshima-u.ac.jp 

助 教 Sanchez Silva 
Luis Gustavo 

Ａ３１７ ７９４４ gsanchez@hiroshima-u.ac.jp 
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建 物 配 置 図 等 





　←　下見方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口方面→

⑭

⑰ 駐輪場

①

呉市宝町７番４号

⑮

⑤

練習船基地
練習船豊潮丸

⑰

テニスコート

③
⑰

水産実験所

東広島市鏡山一丁目４番４号

東広島市鏡山二丁目２９６５番地

竹原市港町五丁目８番１号

生　物　生　産　学　部

農場

⑰

②

駐車場

⑯

　　　　　　　田口方面　→

←

農
場
方
面

精密実験圃場

⑦
食品製造実験実習・

⑬

⑯

実験・研究棟Ｂ

⑩

⑫

④

駐車場

恒温実験水槽棟

④ 特別実験棟

⑥

○　生物生産学部 配置図

建　物　名　称番号

⑰

⑨

⑦

⑪

⑧

　←　下見方面

③ 講義・管理棟Ｃ

実験・研究棟Ａ①

②

東
図
書
館

ガラス・網室

⑮

←法人本部・工学部

作物調査試験棟

⑧

ＦＡＸ

船舶電話 (090)－3022－4347

ＴＥＬ (0846)－24－6780

(0846)－23－0038

車庫

ＦＡＸ

(082)－422－7111(代表)

(082)－422－7971

⑭ 日本鶏保護増殖舎

(082)－422－7111(代表)

(082)－424－6480

危険薬品庫

(0823)－23－4853

(0823)－23－4858

ＦＡＸ

⑪

動物舎

ＴＥＬ

⑫

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＴＥＬ

温室

⑬

⑩

家畜環境制御実験棟

⑨

⑥

屋外実験水槽

工作機械実習棟

ラジオアイソトープ実験棟

家禽・家畜舎

⑤
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 ○　講義・管理棟Ｃ　平面図 【３階】

証明書自
動発行機

ミーティ
ングルー

ム

女子
トイレ

第　２
会議室

学生ロッ
カー室

Ｃ３１５
講義室

Ｃ３１６
講義室

支　援
室長室

【１階】

２０８

第　１
会議室

女子
トイレ

多目的トイレ

Ｃ２０１
講義室

喫
煙
室

研　究
科長室

支援室
（総務・
人事）

トイレ

非常
勤講
師室

男子トイレ

Ｃ２０５
講義室

C302
講義
室

Ｃ３０９

大学院
講義室

Ｃ３１０

大学院
講義室

Ｃ３１４
講義室

【２階】

Ｃ３０８
大学院
講義室 男子トイレ

多目的トイレ

喫煙室

Ｃ３０１
講義室

Ｃ２０６
講義室

第　５
会議室

ＥＶ

トイレ

第　３
会議室

支援室
(学士課

程)

印刷室
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○　実験・研究棟Ａ　平面図

312
学生実験室

208
実験室

209
実験室

213
実験室

218
研究室

219
実験室

220
実験室

216
研究室

203
教員室

204
緑翠会
事務室

214
実験室

215
研究室

217
研究室

210
学生実験室

PS

111
実験室

112
実験室

110
実験室

PS
212

実験室

トイレ 205
実験室

206
演習室

207
実験室

106
電顕室

【２階】

201
教員室

202
教員室

EV

PS

トイレ
PS

【１階】
104
薬
品
庫

105
暗
室

101
会議室

102
理数学
生室

103
大学院講義室

EV

PS

113
学生実験室

114
実験室

PS
115

実験室
124
倉庫

118
研究室

119
研究室

120
実験室

121
実験室

408
実験

準備室

116
研究室

117
演習室

122
研究室

404
実験室

405
実験室

406
研究室

415
研究室

123
研究室

109
演習室

107
実験室

108
実験室

407
研究室

413
研究室

PS
403

試料処理室

【４階】

401
学生実験室

402
培養室

EV トイレ

PS

409
院生室

417
研究室

418
研究室

419
実験室

PS
411

実験室
412

実験室

【３階】
301

培養室 302
機器室

303
電顕
室

暗室

410
機器室

307
機器分析室

308
顕微鏡

室

309
ﾐｸﾛﾄｰﾑ

室

トイレ 310
実験室

306
顕微鏡

室

EV

414
演習室

416
研究室

PS
314

実験室
315

研究室
316

実験室
317

研究室
318

研究室
319

研究室
320

演習室
321

実験室

311
実験室

前室 暗室 PS

PS

ボンベ

ボンベ室
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【８階】

802
実験室

EV

【７階】

○　実験・研究棟Ａ　平面図

PS

811
院生室

PS

PS
805

研究室

トイレ
PS

703
振盪培
養室

706
研究室

820
実験室

【６階】

717
実験室

718
実験室

801
学生実験室

602
実験室

暗室

719
実験室

PS

707
研究室

PS

EV トイレ
PS

605
実験室

機械室
813

実験室

EV

暗室

715
機器室

PS
611

院生室

前室

614
実験室

615
研究室

610
機器分析室

PS

809
研究室

810
実験室

815
機器分
析室

816
演習室

817
実験室

818
実験室

819
実験室

トイレ 806
実験室

803
研究室

【５階】

EV トイレ
PS

616
実験室

617
実験室

618
実験室

613
機器室

804
研究室

807
研究室

808
研究室

812
実験室

PS

505-1
教員室

506
実験室

507
実験室

509
共通機
器室

低
温
室

709
機器分析室

710
低温室

711
実験室

712
実験室

713
研究室

714
実験室

508
実験室

516
研究室

515
実験

準備室

517
実験室

701
学生実験室

702
培養基

室

704
研究室

705
実験室

708
研究室

PS
511

演習室

601
共通機器室

603
実験室

604
実験室

606
研究室

607動
物飼育
室

608
実験室

609
研究室

513
実験室

514
研究室

612
精密機
器室

501
学生実験室

502
実験室

暗
室 504

培養基室
505

研究室

前室

510
実験室

512
実験室

無
菌
室

―専門64 ―



507
観察室

501
学生実験室

502
試料
調整
室

トイレEV 506
実験室

EPS PS EPS

508
実験室

510
研究室

【１階】

515
研究室

516
研究室

517
実験室

511
機器分
析室

415
演習室

407
実験室

315
実験室

311
実験室

培養室

PS
409

実験室

実験室
410

実験室

411
資料室

513
実験準
備室

303
電顕室

トイレ 403
実験室

無菌室
307

機器分
析室

416
研究室

PS

313
演習室

粉砕
室

EPS PS EPS

503
手術治療室

暗室

512
実験室

504
測定室

PS

PS

PS

305
実験室

304
研究室

PS
EV

無菌室

404
暗室

408
実験室

実験室
412

研究室
413

研究室

417
実験室

トイレ

309
学生実験室

EV

206
資料室

308
除菌洗
浄室

306
実験室

314
研究室

暗室
前
室 EPS PS EPS

302
実験室

114
実験室

EPS

207 208 210
院生室

211
演習室

212
演習室

213
演習室

214
研究室

209
第5会議室

110
実験室

CPU
室

215
研究室

216
資料閲

覧
整理室

217
研究室

218
研究室

111
研究室

113
実験室

CPU
室

トイレ

112
研究室

104
天秤室

105-1
研究室

105-2
研究室

106
分析機器室

107
試料調整室

PS EPS

PS

103
試料
調整
室

土
壌
培
養
室

108
学生実験室

PS
109

実験室

EPS

201
分析学機

器室

トイレ

EPS PS

【５階】

低温
室 101

実験室
102

分析機器室

EV

【４階】

【３階】

PS

【２階】

405
実験室

406
実験室

514
実験室

301
実験室

401
共通機器室

402
実験室

310
研究室

414
研究室

312
研究室

○　実験・研究棟Ｂ　平面図

PS
203

情報処理室

204
資料室

205
資料閲
覧室

202
分析機器

室

EV

505
ﾃﾞｰﾀ処理室

509
研究室

ボンベ室

ボンベ室

ボンベ室
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○　農場 配置図

圃
　
　
　
場

②

建　物　名　称

無窓鶏舎

育成牛舎農機具庫Ａ棟 ⑫

番号

⑥ 飼料調整所

③

２．建物敷地 　　　 　　１８．５００㎡

３．圃　　場          ２０８．８００㎡

４．そ の 他          １２３．７００㎡ 第２家畜舎農機具庫Ｂ棟 ⑬

⑩ 搾乳舎

⑧ 育雛鶏舎

⑯

⑰⑱

⑨ 家畜検査所

蓄糞乾燥施設Ｂ

堆肥舎

④⑤ サイロ ⑭

⑮

中家畜舎

蓄糞乾燥施設Ａ

⑦ 第１家畜舎

⑫ ⑬

⑪

圃　　場

① 管理棟

１．土　　地　　　　　３５１．０００㎡ 番号 建　物　名　称

⑭

⑮

⑯

⑰ ⑱

①

⑥

⑩

②

④ ⑤

⑨

⑦

③

⑧

⑪

芝　　生
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○ 練習船基地 配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．敷 地 面 積   ２，６７５㎡ 
２．建物面積（延べ）   ８３７．１５㎡ （鉄筋コンクリート製） 
        １階 ： 作業場，艇庫，工作室，試料処理室ほか 
        ２階 ： 管理室，教員室（２），観測機器庫，測定分析室 
        ３階 ： 演習室，談話室 
３．浮 桟 橋   ４０ｍ 
４．機器調整用水槽   ２基 ２×２．５×１０ｍ 

２基 ２×２．５×５ｍ 
５．網 干 場   ６００㎡ 
６．海 水 貯 水 槽   ２０ｔ（２×５×２ｍ） 
７．研 究 課 題   広島湾をはじめ瀬戸内海の生物海洋・水産資源管理などの研究 

 

―専門67 ―



 

 

○ 水産実験所 配置図 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水産実験所 
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諸 規 則 

 





○
広
島
大
学
通
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
) 

広
島
大
学
通
則
 

目
次
 

第
1
章
 
総
則
(第

1
条
－
第

9
条
) 

第
2
章
 
入
学
(第

10
条
－
第

18
条
) 

第
3
章
 
教
育
課
程
(第

19
条
－
第

27
条
) 

第
4
章
 
他
の
大
学
等
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
(第

28
条
－
第

31
条
) 

第
5
章
 
休
学
及
び
退
学
(第

32
条
－
第

35
条
) 

第
6
章
 
転
学
部
，
転
学
科
及
び
転
学
(第

36
条
－
第

38
条
) 

第
7
章
 
賞
罰
及
び
除
籍
(第

39
条
－
第

43
条
) 

第
8
章
 
卒
業
及
び
学
位
の
授
与
(第

44
条
－
第

46
条
) 

第
9
章
 
授
業
料
(第

47
条
－
第

51
条
) 

第
10

章
 
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
(第

52
条
－
第

54
条
) 

第
11

章
 
厚
生
施
設
等
(第

55
条
・
第

56
条
) 

附
則
 

 

第
1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
通
則
は
，
広
島
大
学
学
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1
号
)第

18
条
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
科
，
類
及
び
コ
ー
ス
) 

第
2
条
 
本
学
の
学
部
に
，
次
の
学
科
又
は
類
を
置
く
。
 

総
合
科
学
部
 

 
総
合
科
学
科
 

 
 

 
国
際
共
創
学
科
 

文
学
部
 

 
人
文
学
科
 

教
育
学
部
 

 
第
一
類
(学

校
教
育
系
) 

 
 

 
第
二
類
(科

学
文
化
教
育
系
) 

 
 

 
第
三
類
(言

語
文
化
教
育
系
) 

 
 

 
第
四
類
(生

涯
活
動
教
育
系
) 

 
 

 
第
五
類
(人

間
形
成
基
礎
系
) 

法
学
部
 

 
法
学
科
 

経
済
学
部
 

 
経
済
学
科
 

理
学
部
 

 
数
学
科
 

 
 

 
物
理
学
科
 

 
 

 
化
学
科
 

 
 

 
生
物
科
学
科
 

 
 

 
地
球
惑
星
シ
ス
テ
ム
学
科
 

医
学
部
 

 
医
学
科
 

 
 

 
保
健
学
科
 

歯
学
部
 

 
歯
学
科
 

 
 

 
口
腔
健
康
科
学
科
 

薬
学
部
 

 
薬
学
科
 

 
 

 
薬
科
学
科
 

工
学
部
 

 
第
一
類
(機

械
・
輸
送
・
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
系
) 

 
 

 
第
二
類
(電

気
電
子
・
シ
ス
テ
ム
情
報
系
) 

 
 

 
第
三
類
(応

用
化
学
・
生
物
工
学
・
化
学
工
学
系
) 

 
 

 
第
四
類
(建

設
・
環
境
系
) 

生
物
生
産
学
部
  

生
物
生
産
学
科
 

情
報
科
学
部
 

 
情
報
科
学
科
 

2 
法
学
部
及
び
経
済
学
部
は
昼
夜
開
講
制
と
し
，
昼
間
に
授
業
を
行
う
コ
ー
ス
(以

下
「
昼
間

コ
ー
ス
」
と
い
う
。
)及

び
主
と
し
て
夜
間
に
授
業
を
行
う
コ
ー
ス
(以

下
「
夜
間
主
コ
ー
ス
」

と
い
う
。
)を

置
く
。
 

(教
育
研
究
上
の
目
的
) 

第
2
条
の

2 
学
部
は
，
本
学
の
理
念
に
立
脚
し
，
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
教
育
目
標
を
明
確
に
掲

げ
る
と
と
も
に
，
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
教
育
研
究
を
通
じ
て
，
基
礎
力
と
応
用

力
を
兼
ね
備
え
た
柔
軟
性
に
富
む
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

2 
学
部
，
学
科
，
類
等
ご
と
の
教
育
研
究
上
の
目
的
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
細
則
で
定
め
る
。
 

(収
容
定
員
) 

第
3
条
 
本
学
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(修
業
年
限
) 

第
4
条
 
本
学
の
修
業
年
限
は
，
4
年
と
す
る
。
た
だ
し
，
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科

及
び
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は
，
6
年
と
す
る
。
 

第
5
条
 
第

52
条
の

2
に
規
定
す
る
本
学
の
科
目
等
履
修
生
と
し
て
，
一
定
の
単
位
を
修
得

し
た
者
が
本
学
に
入
学
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
学
部
の
教

育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，
修
得
し
た
単
位
数
そ
の
他
の
事
項

を
勘
案
し
て
学
部
が
定
め
る
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，

そ
の
期
間
は
，
当
該
学
部
の
修
業
年
限
の

2
分
の

1
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(在
学
年
限
) 

第
6
条
 
本
学
の
学
部
(医

学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
，
薬
学
部
薬
学
科
及
び
工
学
部
を

除
く
。
)の

在
学
年
限
は
，
8
年
と
す
る
。
 

2 
医
学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
及
び
薬
学
部
薬
学
科
の
在
学
年
限
は
，
12

年
と
す
る
。
 

3 
工
学
部
の
在
学
年
限
は
，
6
年
と
す
る
。
 

規則1―規則 1 ―



(学
年
) 

第
7
条
 
学
年
は
，
4
月

1
日
に
始
ま
り
，
翌
年

3
月

31
日
に
終
わ
る
。
 

(学
期
) 

第
8
条
 
学
年
は
，
前
期
及
び
後
期
の

2
期
に
分
け
，
前
期
を

4
月

1
日
か
ら

9
月

30
日
ま

で
，
後
期
を

10
月

1
日
か
ら
翌
年

3
月

31
日
ま
で
と
す
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
各
学
期
は
，
前
半
及
び
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前
期
の
前
半
を
第

1
タ
ー
ム
，
後
半
を
第

2
タ
ー
ム
，
後
期
の
前
半
を
第

3
タ
ー
ム
，
後

半
を
第

4
タ
ー
ム
と
す
る
。
 

(休
業
日
) 

第
9
条
 
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
 

(2
) 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(昭

和
23

年
法
律
第

17
8
号
)に

規
定
す
る
休
日
 

(3
) 

春
季
休
業
 
4
月

1
日
か
ら

4
月

7
日
ま
で
 

(4
) 

夏
季
休
業
 
8
月

11
日
か
ら

9
月

30
日
ま
で
 

(5
) 

冬
季
休
業
 
12

月
26

日
か
ら
翌
年

1
月

5
日
ま
で
 

2 
学
長
は
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
前
項
第

3
号
か
ら
第

5
号
ま
で
の
休
業
日
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
臨
時
の
休
業
日
は
，
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
。
 

4 
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
前

3
項
に
定
め
る
休
業
日
に
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
2
章
 
入
学
 

(入
学
の
時
期
) 

第
10

条
 
入
学
の
時
期
は
，
学
年
の
始
め
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
期
の
始
め
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(入
学
資
格
) 

第
11

条
 
本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。
 

(1
) 

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
 

(2
) 

通
常
の
課
程
に
よ
る

12
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
又
は
通
常
の
課
程
以
外
の
課

程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
 

(3
) 

外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る

12
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者
で
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
も
の
 

(4
) 

専
修
学
校
の
高
等
課
程
(修

業
年
限
が

3
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
)で

文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の

を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日
以
後
に
修
了
し
た
者
 

(5
) 

文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し

た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(6
) 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
 

(7
) 

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
(平

成
17

年
文
部
科
学
省
令
第

1
号
)に

よ
る
高

等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
(同

規
則
附
則
第

2
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
(昭

和
26

年
文
部
省
令
第

13
号
)に

よ
る
大
学
入
学
資
格

検
定
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
) 

(8
) 

学
校
教
育
法
(昭

和
22

年
法
律
第

26
号
)第

90
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入

学
し
た
者
で
あ
っ
て
，
本
学
に
お
い
て
，
大
学
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し

い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
 

(9
) 

本
学
に
お
い
て
，
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
，
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同

等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
，
18

歳
に
達
し
た
も
の
 

(入
学
出
願
手
続
) 

第
12

条
 
本
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
は
，
所
定
の
期
間
内
に
，
検
定
料

17
,0
00

円
(夜

間

主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

10
,0
00

円
)を

納
付
の
上
，
別
に
定
め
る
書
類
(以

下
「
出
願
書
類
」

と
い
う
。
)を

本
学
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
第

13
条
に
規
定
す
る
入
学
試
験
に
お
い
て
，
出
願
書
類
等
に
よ
る
選
抜
(以

下
「
第

1
段

階
目
の
選
抜
」
と
い
う
。
)を

行
い
，
そ
の
合
格
者
に
限
り
学
力
検
査
そ
の
他
に
よ
る
選
抜

(以
下
「
第

2
段
階
目
の
選
抜
」
と
い
う
。
)を

行
う
場
合
の
検
定
料
の
額
は
，
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
，
第

1
段
階
目
の
選
抜
に
係
る
額
は

4,
00
0
円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て

は
2,
20
0
円
)と

し
，
第

2
段
階
目
の
選
抜
に
係
る
額
は

13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ

っ
て
は

7,
80
0
円
)と

す
る
。
 

3 
第

1
項
の
規
定
は
，
第

14
条
，
第

18
条
又
は
第

38
条
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
志
願
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
，
検
定
料
の
額
は
，
30
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ

っ
て
は

18
,0
00

円
)と

す
る
。
 

(検
定
料
の
免
除
) 

第
12

条
の

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
は
，
検
定
料
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
検
定
料
の
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(入
学
試
験
) 

第
13

条
 
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
，
入
学
試
験
を
行
う
。
 

2 
前
項
の
入
学
試
験
に
つ
い
て
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(学
士
入
学
及
び
再
入
学
) 

第
14

条
 
本
学
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
選
考
の
上
，
学
士
入
学
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

本
学
の
一
の
学
部
を
卒
業
し
て
，
更
に
同
一
学
部
の
他
の
学
科
若
し
く
は
類
又
は
他

の
学
部
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

(2
) 

他
の
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
本
学
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

規則2―規則 2 ―



(3
) 

学
校
教
育
法
第

10
4
条
第

7
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学

位
授
与
機
構
か
ら
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
本
学
に
入
学
を
願
い
出
た
者
 

2 
本
学
は
，
前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
を
退
学
し
同
一
学
部
に
入
学
を

願
い
出
た
者
に
つ
い
て
は
，
選
考
の
上
，
再
入
学
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
前

2
項
に
よ
る
入
学
者
の
既
修
得
単
位
，
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限
の
認
定
は
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
行
う
。
 

(合
格
者
の
決
定
) 

第
15

条
 
入
学
を
許
可
す
べ
き
者
は
，
各
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
決
定
す
る
。
 

(入
学
手
続
) 

第
16

条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
，
別
に
定
め
る
書

類
(以

下
「
入
学
手
続
書
類
」
と
い
う
。
)を

提
出
す
る
と
と
も
に
，
入
学
料

28
2,
00
0
円

(夜
間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

14
1,
00
0
円
)を

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
16

条
の

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全

額
又
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る

奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

は
，
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(入
学
許
可
) 

第
16

条
の

3 
学
長
は
，
第

16
条
の
入
学
手
続
を
完
了
し
た
者
(入

学
料
の
免
除
又
は
徴
収

猶
予
の
許
可
申
請
中
の
者
及
び
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
申
請
中
の
者
を
含
む
。
)に

入
学
を

許
可
す
る
。
 

(検
定
料
及
び
入
学
料
の
返
還
) 

第
17

条
 
既
納
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
納
付
し
た

者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

第
13

条
の
入
学
試
験
に
お
い
て
，
第

1
段
階
目
の
選
抜
を
行
い
，
第

2
段
階
目
の
選

抜
を
行
う
場
合
に
，
検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
第

1
段
階
目
の
選
抜
で
不
合
格
と
な
っ

た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(2
) 

第
12

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
選
抜
の
出
願
の
受
付
後
に
，
検
定
料
を
納
付
し

た
者
が
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
受
験
科
目
の
不
足
等
に
よ
る
出
願
無
資
格
者
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
 
13
,0
00

円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

7,
80
0
円
) 

(3
) 

検
定
料
を
納
付
し
た
者
が
出
願
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
検
定
料
相
当

額
 

(4
) 

入
学
料
を
納
付
し
た
者
が
入
学
手
続
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
 
そ
の
入
学
料

相
当
額
 

(編
入
学
) 

第
18

条
 
本
学
は
，
第

11
条
及
び
第

14
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
第

3
年
次
又

は
第

2
年
次
に
入
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
試
験
の
上
，
編
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

2 
編
入
学
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
3
章
 
教
育
課
程
 

(教
育
課
程
の
編
成
及
び
履
修
方
法
等
) 

第
19

条
 
本
学
の
教
育
課
程
は
，
本
学
の
理
念
に
基
づ
き
，
学
部
及
び
学
科
又
は
類
等
の
特

色
を

生
か

し
て

，
教

育
上

の
到

達
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

科
目

を
開

設
し

，

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
，
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
授
業
科
目
は
，
教
養
教
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
区
分
す
る
。
 

3 
前
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
及
び
そ
の
履
修
方
法
は
，
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各

学
部
細
則
で
定
め
る
。
 

4 
教
育
課
程
の
履
修
上
の
区
分
と
し
て
，
細
目
の
区
分
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
教

養
教
育
に
関
す
る
規
則
及
び
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

5 
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(授
業
の
方
法
) 

第
19

条
の

2 
授
業
は
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
若
し
く
は
実
技
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
は
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を

高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

3 
第

1
項
の
授
業
は
，
外
国
に
お
い
て
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
，

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
，
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修

さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
，
同
様
と
す
る
。
 

(単
位
数
の
計
算
の
基
準
) 

第
19

条
の

3 
各
授
業
科
目
の
単
位
数
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
1
単
位
の
授
業
科
目
を

4

5
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
，
授
業
の
方
法

に
応
じ
，
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
，
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
，

次
の
基
準
に
よ
り
単
位
数
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
，
15

時
間
か
ら

30
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則
等
(教

養

教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
教
養
教
育
に
関
す
る
規
則
，
専
門
教
育
科
目
に
あ
っ
て
は
各
学

部
細
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)で

定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
 

(2
) 

実
験
，
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
，
30

時
間
か
ら

45
時
間
ま
で
の
範
囲
で
規
則

等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
，
芸
術
等
の
分
野
に
お
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け
る
個
人
指
導
に
よ
る
実
技
の
授
業
に
つ
い
て
は
，
規
則
等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を

も
っ
て

1
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
) 

一
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
講
義
，
演
習
，
実
験
，
実
習
又
は
実
技
の
う
ち
二
以
上

の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
，
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
応
じ
，
前

2
号

に
規
定
す
る
基
準
を
考
慮
し
て
規
則
等
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ
て

1
単
位
と
す

る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
卒
業
論
文
，
卒
業
研
究
，
卒
業
制
作
等
の
授
業
科
目
に
つ

い
て
は
，
こ
れ
ら
の
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
適
切
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
，
こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し
て
，
単
位
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

(単
位
の
授
与
) 

第
19

条
の

4 
一
の
授
業
科
目
を
履
修
し
た
者
に
対
し
て
は
，
試
験
及
び
出
席
状
況
に
よ
り

所
定
の
単
位
を
与
え
る
。
た
だ
し
，
前
条
第

2
項
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
の

定
め
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(授
業
科
目
の
成
績
評
価
) 

第
19

条
の

5 
授
業
科
目
の
成
績
の
評
価
は
，
秀
，
優
，
良
，
可
及
び
不
可
の

5
段
階
と
し
，

秀
，
優
，
良
及
び
可
を
合
格
，
不
可
を
不
合
格
と
す
る
。
 

(履
修
科
目
の
登
録
の
上
限
) 

第
20

条
 
学
生
が
各
年
次
に
わ
た
っ
て
適
切
に
授
業
科
目
を
履
修
す
る
た
め
，
卒
業
の
要
件

と
し
て
学
生
が
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
つ
い
て
，
学
生
が

1
年
間
又
は

1
学
期
に
履
修
科
目

と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
の
上
限
は
，
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

2 
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
所
定
の
単
位
を
優
れ
た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し

た
学
生
に
つ
い
て
は
，
次
学
期
に
単
位
数
の
上
限
を
超
え
て
履
修
科
目
の
登
録
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
) 

第
21

条
 
外
国
人
留
学
生
及
び
外
国
人
留
学
生
以
外
の
学
生
で
外
国
に
お
い
て
相
当
の
期
間

中
等
教
育
を
受
け
た
も
の
の
た
め
に
，
日
本
語
科
目
及
び
日
本
事
情
に
関
す
る
科
目
を
置

き
，
こ
れ
ら
に
関
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
授
業
科
目
は
，
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院
に
お
い
て
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
履
修
し
て
単
位
を
修
得
す
る
と
き
に
，
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す

べ
き
単
位
数
の
う
ち
，
当
該
授
業
科
目
の
単
位
で
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
科
目
及
び

単
位
数
等
に
つ
い
て
は
，
各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履
修
) 

第
22

条
 
学
生
が
，
職
業
を
有
し
て
い
る
等
の
事
情
に
よ
り
，
修
業
年
限
を
超
え
て
一
定
の

期
間
に
わ
た
り
計
画
的
に
教
育
課
程
を
履
修
し
卒
業
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申
し
出

た
と
き
は
，
当
該
学
部
に
お
い
て
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
そ
の
計
画
的
な
履
修
(以

下

「
長
期
履
修
」
と
い
う
。
)を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
長
期
履
修
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(教
育
課
程
の
修
了
) 

第
23

条
 
学
生
は
，
在
学
中
所
定
の
教
育
課
程
を
修
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
教
育
課
程
の
修
了
は
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
の
上
，
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
る
。
 

(教
員
の
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
の
取
得
) 

第
24

条
 
教
員
の
免
許
状
授
与
の
所
要
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
教
育
職
員
免
許

法
(昭

和
24

年
法
律
第

14
7
号
)及

び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
(昭

和
29

年
文
部
省
令

第
26

号
)に

定
め
る
所
要
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
本
学
に
お
い
て
当
該
所
要
資
格
を
取
得
で
き
る
教
員
の
免
許
状
の
種
類
等
に
つ
い
て
は
，

各
学
部
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(他
学
部
等
の
授
業
科
目
の
履
修
) 

第
25

条
 
学
生
は
，
第

23
条
第

2
項
の
所
定
の
授
業
科
目
(学

部
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)の

ほ
か
，
他
の
学
部
，
研
究
科
，
附
置
研
究

所
，
教
育
本
部
，
全
国
共
同
利
用
施
設
及
び
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
他
学
部
等
」
と
い
う
。
）
の
授
業
科
目
(学

部
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)を

履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
生
が
他
学
部
等
の
授
業
科
目
を
履
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
及
び
当
該
他

学
部
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
) 

第
26

条
 
学
生
が
，
本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
し
，
所
属
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る

と
き
は
，
学
生
が
進
学
を
志
望
す
る
研
究
科
の
長
の
許
可
を
得
て
，
当
該
研
究
科
の
授
業

科
目
(大

学
院
の
学
生
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)を

履

修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
生
が
，
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定

め
る
。
 

(教
育
内
容
等
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
研
修
等
) 

第
27

条
 
本
学
は
，
授
業
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織
的
な
研
修
及
び
研

究
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
4
章
 
他
の
大
学
等
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
 

(学
生
交
流
) 

第
28

条
 
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
前
項
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
，
当
該

学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
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3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
次
条
第

3
項

及
び
第

4
項
，
第

30
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得

し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え

な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
学
生
交
流
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(留
学
等
) 

第
29

条
 
学
生
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
で
学
修
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
学
長
の

許
可
を
得
て
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
留
学
の
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

3 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
第

1
項
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
，
当

該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
規
定
は
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す

る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ

っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を

我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

5 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
前
条
第

2

項
，
次
条
第

1
項
並
び
に
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と

み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と

す
る
。
 

6 
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を

有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設

で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本

学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

7 
留
学
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
) 

第
30

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
学
生
が
行
う
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門

学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
学
修
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
，
当
該
学

部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，
単
位
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
第

28
条
第

2
項
，
前
条
第

3
項

及
び
第

4
項
並
び
に
次
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，

又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3 
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
等
の
学
生
は
，
学
長
の
許
可
を
得
て
本
学
の
授

業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(第
1
年
次
に
入
学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
) 

第
31

条
 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入

学
前
に
大
学
又
は
短
期
大
学
(外

国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く

は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て

位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
含

む
。
)に

お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修

得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

，
本
学
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
学
部
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
，
本
学
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
が
入
学
前
に

行
っ
た
前
条
第

1
項
に
規
定
す
る
学
修
を
，
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
，

単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数

は
，
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)を

除
き
，
第

28
条
第

2
項
，
第

29
条
第

3
項
及
び
第

4
項
並
び
に
前
条
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
，
又
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て

60
単
位

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

4 
前

3
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
5
章
 
休
学
及
び
退
学
 

(休
学
) 

第
32

条
 
学
生
が
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
引
き
続
き

3
月
以
上
修
学
で
き

な
い
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
休
学
の
期
間
は
，
引
き
続
き

1
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

3 
前

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
医
学
部
医
学
科
の
学
生
で
あ
っ
て
，
広
島
大
学
大
学
院

規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

17
条
第

10
号
に
該
当
す
る
者
が
，
大
学
院

医
系
科
学
研
究
科
医
歯
薬
学
専
攻
の
博
士
課
程
に
入
学
す
る
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許

可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
引
き
続
き

4
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
，
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
は
，
更
に

1
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

5 
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
文
部
科
学
省
が
実
施
す
る
日
韓
共
同
理
工

系
学
部
留
学
生
事
業
に
よ
り
受
け
入
れ
た
韓
国
人
留
学
生
が
兵
役
に
服
す
る
と
き
は
，
当

該
学
部
長
の
許
可
を
得
て
，
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

6 
前
項
の
休
学
期
間
は
，
兵
役
に
服
す
る
期
間
と
す
る
。
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7 
休
学
期
間
内
で
あ
っ
て
も
，
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
得

て
，
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
33

条
 
休
学
期
間
(前

条
第

4
項
及
び
第

6
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
除
く
。
)は

，
通

算
し
て
所
属
学
部
の
修
業
年
限
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
34

条
 
休
学
期
間
は
，
在
学
期
間
に
算
入
し
な
い
。
 

(退
学
) 

第
35

条
 
学
生
が
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
学
長
に
願
い
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
6
章
 
転
学
部
，
転
学
科
及
び
転
学
 

(転
学
部
) 

第
36

条
 
学
生
が
他
の
学
部
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
及
び
志
望
学
部

の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(転
学
科
等
) 

第
37

条
 
学
生
が
所
属
学
部
内
の
他
の
学
科
又
は
類
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る
と
き
は
，
当

該
学
部
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
法
学
部
又
は
経
済
学
部
の
学
生
が
所
属
学
部
内
の
他
の
コ
ー
ス
に
移
る
こ
と
を
志
望
す
る

と
き
は
，
当
該
学
部
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(転
学
) 

第
38

条
 
他
の
大
学
か
ら
転
学
を
志
願
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を

経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。
こ
の
場
合
，
既
修
得
単
位
，
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限
の
認

定
は
，
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
部
長
が
行
う
。
 

2 
学
生
が
他
の
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
，
所
属
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，

学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
7
章
 
賞
罰
及
び
除
籍
 

(表
彰
) 

第
39

条
 
学
生
に
表
彰
に
値
す
る
行
為
が
あ
る
と
き
は
，
学
長
は
，
こ
れ
を
表
彰
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

2 
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(懲
戒
) 

第
40

条
 
学
生
が
本
学
の
諸
規
則
に
違
反
し
，
学
内
の
秩
序
を
乱
し
，
そ
の
他
学
生
の
本
分

に
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
，
学
長
は
，
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。
 

2 
懲
戒
の
種
類
は
，
訓
告
，
停
学
及
び
退
学
と
す
る
。
 

3 
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
41

条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
懲
戒
に
よ
り
退
学
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(2
) 

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(3
) 

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者
 

(4
) 

学
内
の
秩
序
を
著
し
く
乱
し
た
者
 

(5
) 

学
生
の
本
分
に
著
し
く
反
し
た
者
 

第
42

条
 
停
学
が

3
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
，
そ
の
期
間
は
，
修
業
年
限
に
算
入
し
な
い
。
 

(除
籍
) 

第
43

条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
学
長
は
，
当
該
学
部
の
教

授
会
の
議
を
経
て
こ
れ
を
除
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

入
学
料
の
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
，
半
額
免
除
若
し
く
は

徴
収
猶
予
を
許
可
さ
れ
た
者
又
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
不
採
用
と
な
っ
た
者
で
あ

っ
て
，
納
付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
い
も
の
 

(2
) 

所
定
の
在
学
年
限
に
達
し
て
，
な
お
卒
業
の
認
定
を
得
ら
れ
な
い
者
 

(3
) 

授
業
料
納
付
の
義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者
 

第
8
章
 
卒
業
及
び
学
位
の
授
与
 

(卒
業
の
要
件
) 

第
44

条
 
第

4
条
に
規
定
す
る
修
業
年
限
以
上
在
学
し
，
か
つ
，
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修

し
，
各
学
部
に
お
い
て
定
め
る
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
(1
24

単
位
以
上
。

医
学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部
歯
学
科
に
あ
っ
て
は

18
8
単
位
以
上
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ

て
は

18
6
単
位
以
上
(将

来
の
薬
剤
師
と
し
て
の
実
務
に
必
要
な
薬
学
に
関
す
る
臨
床
に
係

る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
大
学
の
附
属
病
院
そ
の
他
の
病
院
及
び
薬

局
で
行
う
実
習
に
係
る

20
単
位
以
上
を
含
む
。
))
を
修
得
し
た
者
に
は
，
当
該
学
部
の
教

授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒
業
を
認
定
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
の
う
ち
，
第

19
条
の

2
第

2
項
の
授
業
の
方
法
に
よ
り
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
が

12
4
単
位
(医

学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部

歯
学
科
に
あ
っ
て
は

18
8
単
位
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は

18
6
単
位
。
以
下
同

じ
。
)の

場
合
は
，
60

単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(2
) 

卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
が

12
4
単
位
を
超
え
る
場
合
は
，
第

19
条

の
2
第

1
項
の
授
業
の
方
法
に
よ
っ
て

64
単
位
(医

学
部
医
学
科
及
び
歯
学
部
歯
学
科
に

あ
っ
て
は

12
8
単
位
，
薬
学
部
薬
学
科
に
あ
っ
て
は

12
6
単
位
)以

上
の
修
得
が
な
さ
れ

て
い
れ
ば
，
60

単
位
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(早
期
卒
業
) 

第
45

条
 
本
学
の
学
生
(医

学
部
医
学
科
，
歯
学
部
歯
学
科
及
び
薬
学
部
薬
学
科
に
在
学
す
る

学
生
を
除
く
。
)で

当
該
学
部
に

3
年
以
上
在
学
し
た
も
の
(こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文

部
科
学
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
)が

，
卒
業
の
要
件
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
を
優

秀
な
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
，
か
つ
，
当
該
学
部
に
お
い
て
学
校
教
育
法

施
行
規
則
(昭

和
22

年
文
部
省
令
第

11
号
)第

14
7
条
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
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合
に
は
，
第

4
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
卒

業
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(卒
業
証
書
及
び
学
位
の
授
与
) 

第
46

条
 
卒
業
の
認
定
を
受
け
た
者
に
は
，
学
長
が
卒
業
証
書
及
び
学
士
の
学
位
を
授
与
す

る
。
 

2 
学
士
の
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
9
章
 
授
業
料
 

(授
業
料
) 

第
47

条
 
授
業
料
の
年
額
は
，
53
5,
80
0
円
(夜

間
主
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
は

26
7,
90
0
円
)と

す
る
。
た
だ
し
，
第

22
条
に
よ
り
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
，
長
期
履
修

を
認
め
ら
れ
た
時
点
に
お
け
る
残
り
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
に
授
業
料
の
年
額
を

乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
長
期
履
修
の
期
間
の
年
数
で
除
し
た
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
額
)と

す
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
授
業
料
は
，
前
期
及
び
後
期
に
区
分
し
，
各
期
ご
と
に
年
額
の

2
分
の

1

に
相
当
す
る
額
を
納
付
す
る
も
の
と
し
，
前
期
に
あ
っ
て
は

4
月
，
後
期
に
あ
っ
て
は

10

月
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
と
き
に
，
当
該
年
度
の

後
期
に
係
る
授
業
料
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
入
学
年
度
の
前
期
又
は
前
期
及
び
後
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
前

2
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
入
学
を
許
可
さ
れ
る
と
き
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

5 
第

2
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
，
当
該
各
号
に
掲

げ
る
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

特
別
の
事
情
に
よ
り
期
の
中
途
に
お
い
て
入
学
，
復
学
，
転
学
，
編
入
学
又
は
再
入

学
し
た
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
許
可
日
の
属
す
る
月
の
末

日
 

(2
) 

学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
者
 
月
割
計
算
に
よ
る
そ
の
期
の
額
を
，
第

2
項
に
定
め

る
各
期
の
納
付
期
日
 

(3
) 

月
割
分
納
を
許
可
さ
れ
た
者
 
そ
の
月
の
末
日
。
た
だ
し
，
末
日
が
休
業
期
間
中
に

あ
る
場
合
は
，
当
該
休
業
期
間
の
開
始
す
る
日
の
前
日
 

(4
) 

免
除
，
徴
収
猶
予
及
び
月
割
分
納
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の

者
 
許
可
の
取
消
し
，
又
は
猶
予
期
間
満
了
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
 

6 
前
項
各
号
に
定
め
る
月
割
の
計
算
に
よ
る
額
は
，
第

1
項
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
の

12

分
の

1
に
相
当
す
る
額
(そ

の
額
に

10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ

た
額
)と

す
る
。
 

7 
既
に
長
期
履
修
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
長
期
履
修
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
と
き
は
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
に
応
じ
て
第

1
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
の
年
数
(そ

の
期
間
に

1
年
に
満
た
な
い
端
数
が

あ
る
と
き
は
，
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
年
数
。
以
下
同
じ
。
)を

乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者

が
在
学
し
た
期
間
(学

年
の
中
途
に
あ
っ
て
は
，
当
該
学
年
の
終
了
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
)に

納
付
す
べ
き
授
業
料
の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
，
長
期
履
修
の
期
間
の
短

縮
を
認
め
ら
れ
た
時
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
短
縮
後
の
期
間
が
修
業

年
限
に
相
当
す
る
期
間
の
と
き
は
，
第

1
項
本
文
に
定
め
る
授
業
料
に
当
該
者
が
在
学
し

た
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
者
が
在
学
し
た
期
間
に
納
付
す
べ
き
授
業
料

の
総
額
を
控
除
し
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

8 
所
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等

に
督
促
す
る
。
 

(授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
) 

第
48

条
 
経
済
的
理
由
に
よ
り
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
学

生
又
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
生

に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
若
し
く
は
半
額
を
免
除
し
，
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
し
，

若
し
く
は
月
割
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
別
に
定
め
る
広
島
大
学
光
り
輝
く
奨
学
制
度
に
よ
る
奨

学
生
に
対
し
て
は
，
授
業
料
の
全
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前

3
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

(休
学
者
の
授
業
料
) 

第
49

条
 
休
学
中
は
，
授
業
料
を
免
除
す
る
。
 

(退
学
者
等
の
授
業
料
) 

第
50

条
 
退
学
又
は
懲
戒
退
学
の
者
も
そ
の
期
の
授
業
料
は
，
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
，
そ
の
期
間
中
も
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
の
返
還
) 

第
51

条
 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
を
納
付
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
，
納
付
し
た
者
の
申
出
に
よ
り
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
授
業
料
に
相
当
す

る
額
を
返
還
す
る
。
 

(1
) 

入
学
の
時
期
ま
で
に
入
学
を
辞
退
し
た
と
き
 
授
業
料
の
全
額
 

(2
) 

納
付
期
限
ま
で
に
休
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
そ
の
許
可
さ
れ
た
期
間
の
授
業
料
に

相
当
す
る
額
 

(3
) 

9
月

30
日
以
前
に
退
学
を
許
可
さ
れ
た
と
き
 
後
期
分
の
授
業
料
に
相
当
す
る
額
 

第
10

章
 
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
及
び
外
国
人
特
別
学
生
等
 

(研
究
生
) 

規則7―規則 7 ―



第
52

条
 
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
，
本
学
に
お
い
て
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ

と
を
志
願
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
，
教
育
研
究
に
支
障
の
な
い
場
合
に
限
り
，
選
考
の

上
，
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(科
目
等
履
修
生
) 

第
52

条
の

2 
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
，
本
学
に
お
い
て
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
を
履

修
す

る
こ

と
を

志
願

す
る

も
の

が
あ

る
と

き
は

，
教

育
研

究
に

支
障

の
な

い
場

合
に

限
り

，

選
考
の
上
，
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(外
国
人
特
別
学
生
) 

第
53

条
 
第

13
条
，
第

14
条
及
び
第

18
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
入
学
を
志
願
す
る
外
国

人
は
，
外
国
人
特
別
学
生
と
し
て
選
考
の
上
，
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
) 

第
53

条
の

2 
本
学
の
教
育
研
究
上
の
資
源
を
活
か
し
，
社
会
人
等
へ
の
学
習
の
機
会
を
積

極
的
に
提
供
す
る
た
め
，
本
学
に
学
校
教
育
法
第

10
5
条
に
規
定
す
る
特
別
の
課
程
と
し
て

履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(公
開
講
座
) 

第
54

条
 
本
学
の
教
育
研
究
を
広
く
社
会
に
開
放
し
，
地
域
住
民
へ
の
学
習
の
機
会
を
積
極

的
に
提
供
す
る
た
め
，
本
学
に
公
開
講
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
公
開
講
座
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

第
11

章
 
厚
生
施
設
等
 

(厚
生
施
設
) 

第
55

条
 
本
学
に
，
学
生
宿
舎
そ
の
他
の
厚
生
施
設
を
設
け
る
。
 

2 
前
項
の
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(雑
則
) 

第
56

条
 
学
部
長
は
，
学
部
細
則
を
改
正
し
た
と
き
は
，
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
こ
の
通
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
部
の
学
生
の
修
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に

定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
通
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
法
学
部
夜
間
主
コ
ー
ス
及
び
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

16
年
度
か
ら
平
成

18
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

平
成

16
年
度
 平

成
17

年
度
 平

成
18

年
度

法
学
部
 法

学
科
夜
間
主
コ
ー
ス
 

27
0 

24
0 

21
0 

計
 

85
0 

82
0 

79
0 

総
 
計
 

9,
84
0 

9,
79
0 

9,
76
0 

3 
経
済
学
部
夜
間
主
コ
ー
ス
及
び
学
部
の
収
容
定
員
，
生
物
生
産
学
部
の
収
容
定
員
並
び
に

全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

16
年
度
に
あ
っ
て
は
，
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
部
名
 

学
科
等
名
 

収
容
定
員
 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
夜
間
主
コ
ー
ス
 

27
0 

計
 

89
0 

生
物
生
産
学
部
 生

物
生
産
学
科
 

39
0 

計
 

39
0 

総
 
 
計
 

9,
84
0 

4 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
教
育
課
程
及
び
卒
業
要
件
等
に
つ
い
て
は
，
こ
の

通
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

5 
平
成

16
年

4
月

1
日
以
降
に
お
い
て
在
学
者
の
属
す
る
年
次
に
編
入
学
，
学
士
入
学
，
転

入
学
又
は
再
入
学
す
る
者
の
教
育
課
程
に
お
け
る
旧
広
島
大
学
通
則
(昭

和
26

年
10

月
1

日
制
定
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
，
こ
の
通
則
の
施
行
後
も
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
 

6 
こ
の
通
則
の
施
行
の
際
旧
規
程
附
則
に
よ
り
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
た
学
部
，
学
科
及
び

課
程
に
つ
い
て
は
，
な
お
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

7 
医
学
部
の
医
学
科
及
び
学
部
並
び
に
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
そ
の
収
容
定
員
は
，
別

表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
令
和

2
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。
 

年
度
 

入
学
定
員
 

収
容
定
員
 

医
学
科
 医

学
部
計
 総

計
 医

学
科
 医

学
部
計
 総

計
 

令
和

2
年
度
 

11
8 

23
8 
2,
33
6 

71
8 

1,
19
8 
9,
92
2 

令
和

3
年
度
 

11
8 

23
8 
2,
33
6 

71
6 

1,
19
6 
9,
93
0 

令
和

4
年
度
 

 
 

 
70
1 

1,
18
1 
9,
91
5 

令
和

5
年
度
 

 
 

 
68
6 

1,
16
6 
9,
90
0 

令
和

6
年
度
 

 
 

 
67
1 

1,
15
1 
9,
88
5 

令
和

7
年
度
 

 
 

 
65
6 

1,
13
6 
9,
87
0 

令
和

8
年
度
 

 
 

 
64
3 

1,
12
3 
9,
85
7 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

30
日
規
則
第

57
号
) 

規則8―規則 8 ―



1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
大
学
通
則
第

2
条
に
規
定
す
る
工
学
部
の
第
一
類
(機

械

シ
ス
テ
ム
工
学
系
)，

第
二
類
(電

気
・
電
子
・
シ
ス
テ
ム
・
情
報
系
)，

第
三
類
(化

学
・
バ

イ
オ
・
プ
ロ
セ
ス
系
)は

，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
通
則
(以

下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
)第

2
条
及
び
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

32
年

3
月

31
日
に
当
該
類

に
在
学
す
る
者
が
当
該
類
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
，
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
医
学
部
医
学
科
及
び
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
全
学
部
の
入
学
定
員
並
び
に
工
学
部
及
び

情
報
科
学
部
の
編
入
学
定
員
並
び
に
全
学
部
の
編
入
学
定
員
並
び
に
総
合
科
学
部
，
文
学

部
，
教
育
学
部
，
法
学
部
，
経
済
学
部
，
医
学
部
，
工
学
部
及
び
情
報
科
学
部
の
収
容
定

員
並
び
に
全
学
部
の
収
容
定
員
は
，
新
規
則
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
平
成

30
年
度

か
ら
平
成

36
年
度
ま
で
に
あ
っ
て
は
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

学
部

名
 

学
科
等
名
 

入
学
定
員
 
編
入
学
定

員
 

収
容
定
員
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

30
年

度
 

平
成

31
年

度
 

平
成

32
年

度
 

平
成

33
年

度
 

平
成

34
年

度
 

平
成

35
年

度
 

平
成

36
年

度
 

総
合

科
学

部
 

総
合
科
学
科
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
0 

50
0 

49
0
 
 

 
 

 
 

 
 

国
際
共
創
学
科
 
 
 

 
 

 
 

 
 

40
 

80
 
12
0
 
 

 
 

 
 

 
 

 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
0 

58
0 

61
0
 
 

 
 

 
 

 
 

文
学

部
 

人
文
学
科
 

 
 

 
 

 
 

 
 

57
0 

56
0 

55
0
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

57
0 

56
0 

55
0
 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

学
部
 第

一
類
(学

校
教

育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

65
7 

63
4 

63
1
 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
類
(科

学
文

化
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
6 

34
0 

33
4
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(言

語
文

化
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
5 

31
4 

30
3
 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
類
(生

涯
活

動
教
育
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
5 

33
8 

33
1
 
 

 
 

 
 

 
 

第
五
類
(人

間
形

成
基
礎
系
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
7 

21
4 

21
1
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
89 0 

1,
84 0 

1,
81 0

 
 

 
 

 
 

 
 

法
学

部
 

夜
間
主
コ
ー
ス
 
 
 

 
 

 
 

 
 

17
0 

16
0 

15
0
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
0 

74
0 

73
0
 
 

 
 

 
 

 
 

経
済

学
部
 昼

間
コ
ー
ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

61
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

夜
間
主
コ
ー
ス
 
 
 

 
 

 
 

 
 

24
0 

22
0 

20
5
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85
5 

83
0 

81
5
 
 

 
 

 
 

 
 

医
学

部
 

医
学
科
 

12
0 

12
0 
 
 

 
 

72
0 

72
0 

70
5 

69
0 

67
5 

66
0 

64
5 

計
 

24
0 

24
0 
 
 

 
 

1,
20 0 

1,
20 0 

1,
18 5 

1,
17 0 

1,
15 5 

1,
14 0 

1,
12 5 

工
学

部
 

第
一
類
(機

械
・

輸
送
・
材
料
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
系
) 

 
 

 
 

0 
0 

15
0 

30
0 

45
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
類
(電

気
電

子
・
シ
ス
テ
ム

情
報
系
) 

 
 

 
 

0 
0 

90
 
18
0 

27
3 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(応

用
化

学
・
生
物
工

学
・
化
学
工
学

系
) 

 
 

 
 

0 
0 

11
5 

23
0 

34
9 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
四
類
(建

設
・

環
境
系
) 

 
 

 
 

10
 

10
 

49
5 

45
0 

40
8 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
類
(機

械
シ

ス
テ
ム
工
学
系
) 
 
 

 
 

31
5 

21
0 

10
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
類
(電

気
・

電
子
・
シ
ス
テ

ム
・
情
報
系
) 

 
 

 
 

40
5 

27
0 

13
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
三
類
(化

学
・

バ
イ
オ
・
プ
ロ

セ
ス
系
) 

 
 

 
 

34
5 

23
0 

11
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

10
 

10
 1
,9
3 5 

1,
89 0 

1,
85 0 

 
 

 
 

 
 

 
 

情
報

科
学

部
 

情
報
科
学
科
 

 
 

 
 

0 
0 

80
 
16
0 

24
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

0 
0 

80
 
16
0 

24
5 
 
 

 
 

 
 

 
 

総
 
計
 

2,
33

8 

2,
33

8 
70
 

70
 9
,9
4 4 

9,
91 4 

9,
90 9 

9,
90 4 

9,
88 9 

9,
87 4 

9,
85 9 

 

(略
) 

 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
令
和

2
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

別
表
(第

3
条
関
係
) 

収
容
定
員
 

規則9―規則 9 ―



学
部
名
 

学
科
等
名
 

入
学
定

員
 

編
入
学
定

員
 

収
容
定

員
 

総
合
科
学
部
 
総
合
科
学
科
 

12
0
 
 

48
0 

国
際
共
創
学
科
 

40
 
 

16
0 

計
 

16
0
 
 

64
0 

文
学
部
 

人
文
学
科
 

13
0

10
54
0 

計
 

13
0

10
54
0 

教
育
学
部
 

第
一
類
(学

校
教
育
系
) 

15
7
 
 

62
8 

第
二
類
(科

学
文
化
教
育
系
) 

82
 
 

32
8 

第
三
類
(言

語
文
化
教
育
系
) 

73
 
 

29
2 

第
四
類
(生

涯
活
動
教
育
系
) 

81
 
 

32
4 

第
五
類
(人

間
形
成
基
礎
系
) 

52
 
 

20
8 

計
 

44
5
 
 

1,
78
0 

法
学
部
 

法
学
科
 

昼
間
コ
ー
ス
 

14
0

10
58
0 

夜
間
主
コ
ー
ス
 

30
10

14
0 

計
 

17
0

20
72
0 

経
済
学
部
 

経
済
学
科
 

昼
間
コ
ー
ス
 

15
0

5
61
0 

夜
間
主
コ
ー
ス
 

45
5

19
0 

計
 

19
5

10
80
0 

理
学
部
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

数
学
科
 

47
 
 

10
 

18
8 

物
理
学
科
 

66
26
4 

化
学
科
 

59
23
6 

生
物
科
学
科
 

34
13
6 

地
球
惑
星
シ
ス
テ
ム
学
科
 

24
96
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

計
 

23
0

10
94
0 

医
学
部
 

医
学
科
 

10
5
 
 

63
0 

保
健
学
科
 

12
0

48
0 

計
 

22
5

1,
11
0 

歯
学
部
 

歯
学
科
 

53
31
8 

口
腔
健
康
科
学
科
 

40
 
 

16
0 

計
 

93
47
8 

薬
学
部
 

薬
学
科
 

38
 
 

22
8 

薬
科
学
科
 

22
 
 

88
 

計
 

60
 
 

31
6 

工
学
部
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

第
一
類
(機

械
・
輸
送
・
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ

ー
系
) 

15
0 
 
 

5 
61
0 

第
二
類
(電

気
電
子
・
シ
ス
テ
ム
情
報
系
) 

90
  

 
3 

36
6 

第
三
類
(応

用
化
学
・
生
物
工
学
・
化
学
工

学
系
) 

11
5 
 
 

4 
46
8 

第
四
類
(建

設
・
環
境
系
) 

90
  

 
3 

36
6 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

計
 

44
5 

15
 

1,
81
0 

生
物
生
産
学

部
 

生
物
生
産
学
科
 

90
 

10
 

38
0 

計
 

90
 

10
 

38
0 

情
報
科
学
部
 
情
報
科
学
科
 

80
 

5 
33
0 

総
 
 
 
計
 

2,
32
3 

80
 

9,
84
4 
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○
広
島
大
学
学
生
交
流
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

7
号
) 

広
島
大
学
学
生
交
流
規
則
 

目
次
 

第
1
章
 
総
則
(第

1
条
・
第

2
条
) 

第
2
章
 
派
遣
学
生
(第

3
条
－
第

10
条
) 

第
3
章
 
特
別
聴
講
学
生
(第

11
条
－
第

18
条
) 

第
4
章
 
雑
則
(第

19
条
) 

附
則
 

 

第
1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

28
条
第

5

項
，
第

29
条
第

7
項
，
第

30
条
第

4
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

1

5
日
規
則
第

2
号
)第

35
条
第

4
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)に

お
け
る
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
派
遣
学
生
」
と
は
，
本
学
に
在
学
中
の
学
生
で
，
本
学
の
教

育
課
程
の
一
環
と
し
て
他
の
大
学
等
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
(外

国
の
大
学
又
は
短

期
大
学
(大

学
以
外
の
高
等
教
育
機
関
を
含
む
。
以
下
「
外
国
の
大
学
等
」
と
い
う
。
)へ

留

学
す
る
も
の
，
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外

国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
，
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修

す
る
も
の
及
び
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実

施
に
伴
う
特
別
措
置
法
(昭

和
51

年
法
律
第

72
号
)第

1
条
第

2
項
に
規
定
す
る

19
72

年

12
月

11
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
(以

下
「
国
際

連
合
大
学
」
と
い
う
。
)の

教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
を
含
む
。
)を

い
う
。
 

2 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
特
別
聴
講
学
生
」
と
は
，
他
の
大
学
等
に
在
学
中
の
学
生
で
，
そ

の
大
学
等
の
教
育
課
程
の
一
環
と
し
て
本
学
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
も
の
を
い
う
。
 

3 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
他
の
大
学
等
」
と
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

を
い
う
。
 

(1
) 

本
学
と
学
生
の
交
流
を
行
う
大
学
，
短
期
大
学
(専

攻
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)又

は
高
等
専
門
学
校
(専

攻
科
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
) 

(2
) 

外
国
の
大
学
等
又
は
外
国
の
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の

と
し

て
当

該
外

国
の

学
校

教
育

制
度

に
お

い
て

位
置

付
け

ら
れ

た
教

育
施

設
で

あ
っ

て
，

文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
 

(3
) 

国
際
連
合
大
学
 

4 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
大
学
間
協
議
」
と
は
，
学
生
を
交
流
す
る
に
当
た
っ
て
，
あ
ら
か

じ
め
本
学
と
他
の
大
学
等
と
の
間
で
，
履
修
で
き
る
授
業
科
目
の
範
囲
，
対
象
と
な
る
学

生
数
，
単
位
の
認
定
方
法
，
授
業
料
等
の
費
用
の
取
扱
い
方
法
，
そ
の
他
必
要
と
さ
れ
る

具
体
的
な
措
置
に
関
し
て
行
う
協
議
を
い
う
。
 

5 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
部
局
間
協
議
」
と
は
，
学
生
を
交
流
す
る
に
当
た
っ
て
，
あ
ら
か

じ
め
本
学
の
学
部
又
は
研
究
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)と

他
の
大
学
等
と
の
間
で
，

履
修
で
き
る
授
業
科
目
の
範
囲
，
対
象
と
な
る
学
生
数
，
単
位
の
認
定
方
法
，
授
業
料
等

の
費
用
の
取
扱
い
方
法
，
そ
の
他
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
な
措
置
に
関
し
て
行
う
協
議
を

い
う
。
 

第
2
章
 
派
遣
学
生
 

(取
扱
い
の
要
件
) 

第
3
条
 
派
遣
学
生
の
取
扱
い
は
，
原
則
と
し
て
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
が
成
立
し
た

も
の
に
つ
い
て
行
う
。
 

2 
前
項
の
大
学
間
協
議
は
，
学
部
に
あ
っ
て
は
学
部
の
教
授
会
，
研
究
科
に
あ
っ
て
は
研
究

科
の
教
授
会
(以

下
「
当
該
教
授
会
」
と
い
う
。
)の

議
を
経
て
，
学
長
が
行
う
。
 

3 
第

1
項
の
部
局
間
協
議
は
，
当
該
教
授
会
の
議
を
経
て
，
当
該
学
部
等
の
長
が
行
う
。
 

(出
願
手
続
) 

第
4
条
 
派
遣
学
生
を
志
願
す
る
者
は
，
所
定
の
願
書
に
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
に
よ

り
決
定
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
出
願
の
時
期
は
，
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(派
遣
の
許
可
) 

第
5
条
 
派
遣
学
生
の
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
教
授
会
の
議
を
経
て
，
学
長
が
派
遣

を
許
可
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
他
の
大
学
等
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
，
当
該
他
の
大

学
等
の
長
に
必
要
書
類
を
添
え
て
学
生
の
受
入
れ
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，

部
局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
等
の
長
が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
に

依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(履
修
期
間
) 

第
6
条
 
派
遣
学
生
の
履
修
期
間
は
，
1
学
期
又
は

1
学
年
間
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
長
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
他

の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
(部

局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
学
部
等
の
長

が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
)，

履
修
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
，
履
修
期
間
は
，
通
算
し
て

2
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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(在
学
期
間
へ
の
算
入
) 

第
7
条
 
前
条
に
規
定
す
る
履
修
期
間
は
，
本
学
の
在
学
期
間
に
算
入
す
る
。
 

(履
修
報
告
書
の
提
出
) 

第
8
条
 
派
遣
学
生
は
，
履
修
期
間
が
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
(外

国
の
大
学
等
へ
留
学

す
る
学
生
に
つ
い
て
は
，
帰
国
の
日
か
ら

1
月
以
内
に
)所

属
の
学
部
等
の
長
を
経
て
，
学

長
に
履
修
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(授
業
料
等
) 

第
9
条
 
派
遣
学
生
は
，
本
学
に
正
規
の
授
業
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
派
遣
学
生
の
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
の
取
扱
い
は
，
大
学
間
協
議
又
は

部
局
間
協
議
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
派
遣
学
生
が
受
入
大
学
等
に
お
け
る
授
業
料
等
の
費
用
を
負
担
す

る
場
合
は
，
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
当
該
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
ご
と

に
理
事
(国

際
・
平
和
・
基
金
担
当
)が

定
め
る
期
間
，
本
学
の
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

(派
遣
の
許
可
の
取
消
し
) 

第
10

条
 
学
長
は
，
派
遣
学
生
が
そ
の
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
そ

の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
又
は
授
業
料
等
の
納
付
の
義
務
を

怠
っ
た
と
き
は
，
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
(部

局
間
協
議
に
よ
る
も
の
に
つ
い

て
は
，
当
該
学
部
等
の
長
が
当
該
他
の
大
学
等
の
長
と
協
議
の
上
)，

派
遣
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

第
3
章
 
特
別
聴
講
学
生
 

(取
扱
い
の
要
件
等
の
準
用
) 

第
11

条
 
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
の
規
定
は
，
特
別
聴
講
学
生
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

3
条
，
第

5
条
第

1
項
，
第

6
条
及
び
第

10
条
中

「
派
遣
学
生
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
聴
講
学
生
」
と
，
第

5
条
中
「
派
遣
」
と
あ
る
の
は

「
受
入
れ
」
と
，
第

10
条
中
「
派
遣
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
受
入
れ
の
許
可
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
特
別
聴
講
学
生
が
歯
学
部
と
外
国
の
大
学
と
の
間
で
成
立
し
た

部
局
間
協
議
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
第

6
条
第

1
項
中
「
1
学
期
又
は

1
学
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
4
学
年
間
」
と
，
同
条
第

2
項
た
だ
し
書
中
「
2
年
」
と
あ
る

の
は
「
5
年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

(出
願
手
続
) 

第
12

条
 
特
別
聴
講
学
生
を
志
願
す
る
者
(広

島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
1
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
志
願
す
る
者
を
除
く
。
)は

，
次
の
各
号
(他

の
大
学
等
(外

国
の
大
学
等
及
び
国

際
連
合
大
学
を
除
く
。
)の

学
生
に
あ
っ
て
は
第

4
号
を
除
く
。
)に

掲
げ
る
書
類
を
，
履
修

を
希
望
す
る
学
期
の
始
ま
る

2
月
前
(外

国
の
大
学
等
の
学
生
の
場
合
は
，
原
則
と
し
て

6

月
前
。
た
だ
し
，
外
国
の
大
学
等
と
の
大
学
間
協
議
又
は
部
局
間
協
議
に
お
い
て
定
め
の

あ
る
場
合
は
，
そ
の
期
日
)ま

で
に
，
所
属
大
学
等
の
長
を
通
じ
て
学
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

本
学
所
定
の
特
別
聴
講
学
生
願
 

(2
) 

在
学
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書
 

(3
) 

所
属
大
学
等
の
長
の
推
薦
書
 

(4
) 

医
師
の
健
康
診
断
書
 

(受
入
れ
の
通
知
) 

第
13

条
 
学
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
受
入
れ
を
許
可
し
た
と
き
は
，
そ
の
所
属
大
学
等
の

長
を
経
て
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
14

条
 
削
除
 

(学
業
成
績
証
明
書
の
交
付
) 

第
15

条
 
学
部
等
の
長
は
，
特
別
聴
講
学
生
の
学
業
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
証
) 

第
16

条
 
特
別
聴
講
学
生
は
，
所
定
の
学
生
証
の
交
付
を
受
け
，
常
に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
) 

第
17

条
 
特
別
聴
講
学
生
に
係
る
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

2 
特
別
聴
講
学
生
が
国
立
の
大
学
，
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
学
生
で
あ
る
と
き
は
，

本
学
で
の
授
業
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

3 
特
別
聴
講
学
生
が
公
立
若
し
く
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
，

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
の
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学

期
(前

期
又
は
後
期
)ご

と
に

1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8
00

円
の
授
業
料
を

所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
，
授
業
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
 

(1
) 

公
立
又
は
私
立
の
大
学
，
短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学

間
相
互
単
位
互
換
協
定
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に
不
徴
収
と
さ
れ
て

い
る
と
き
。
 

(2
) 

外
国
の
大
学
等
又
は
国
際
連
合
大
学
と
の
間
で
締
結
し
た
大
学
間
交
流
協
定
，
部
局

間
交
流
協
定
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
，
当
該
学
生
の
授
業
料
が
相
互
に

不
徴
収
と
さ
れ
て
い
る
と
き
。
 

4 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
聴
講
学
生
が
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3

＋
１
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
大
学
間
交
流
協
定
に
基
づ
き
受
入
れ
る
学
生
で
あ
る
と
き
は
，
履
修

す
る
期
間
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
を
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

3
タ
ー
ム
 
39
9,
60
0
円
 

(2
) 

4
タ
ー
ム
 
53
2,
80
0
円
 

5 
既
納
の
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
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(費
用
の
負
担
) 

第
18

条
 
実
験
，
実
習
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
特
別
聴
講
学
生
の
負
担
と
す
る
。
 

第
4
章
 
雑
則
 

(雑
則
) 

第
19

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

学
部
等
が
定
め
る
。
 

2 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
１
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
特
別
聴
講
学
生
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
交
流
規
程
(昭

和
47

年
広
島
大
学
規
程
第

32
号
)に

基
づ
き
許
可
さ
れ
て
い
る
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
に
つ
い
て
は
，
こ
の
規

則
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
派
遣
学
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
と
み
な
す
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
規
則
第

12
5
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
位
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

8
号
) 

広
島
大
学
学
位
規
則
 

目
次
 

第
1
章
 
総
則
(第

1
条
) 

第
2
章
 
学
位
授
与
の
要
件
及
び
専
攻
分
野
(第

2
条
・
第

3
条
) 

第
3
章
 
博
士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
学
位
論
文
の
審
査
方
法
等
(第

4
条
－
第

10
条
) 

第
4
章
 
博
士
の
学
位
授
与
等
(第

11
条
－
第

14
条
) 

第
5
章
 
雑
則
(第

15
条
－
第

17
条
) 

附
則
 

 

第
1
章
 
総
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
学
位
規
則
(昭

和
28

年
文
部
省
令
第

9
号
)第

13
条
第

1
項
，
広
島

大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

46
条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規

則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

46
条
第

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)が

行
う
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 第

2
章
 
学
位
授
与
の
要
件
及
び
専
攻
分
野
 

(学
位
授
与
の
要
件
) 

第
2
条
 
本
学
を
卒
業
し
た
者
に
は
，
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。
 

2 
本
学
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
，
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学

位
を
授
与
す
る
。
 

3 
前

2
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
博
士
の
学
位
は
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
を
経
な
い

者
で
あ
っ
て
も
学
位
論
文
を
提
出
し
て
そ
の
審
査
に
合
格
し
，
か
つ
，
試
問
に
合
格
し
た

と
き
に
も
授
与
す
る
。
 

(専
攻
分
野
の
名
称
) 

第
3
条
 
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

1
に
掲
げ
る
専
攻
分
野
の
名
称

を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
修
士
及
び
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

2
に
掲
げ
る
専
攻
分
野
の

名
称
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
専
門
職
学
位
を
授
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
，
別
表
第

3
に
掲
げ
る
学
位
の
名
称
を
付
記
す

る
も
の
と
す
る
。
 

第
3
章
 
博
士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
学
位
論
文
の
審
査
方
法
等
 

(博
士
の
学
位
授
与
の
申
請
及
び
受
理
) 

第
4
条
 
博
士
の
学
位
の
授
与
の
申
請
に
要
す
る
学
位
論
文
は

1
編
と
し
，
2
通
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
別
に
参
考
論
文
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
学
位
論
文
の
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
，
論
文
の
訳
文
，
模
型
及
び
標
本

等
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
第

2
条
第

3
項
に
該
当
す
る
者
が
，
博
士
の
学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
場
合
は
，
学
位
申

請
書
に
学
位
論
文
，
論
文
目
録
，
論
文
の
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料

57
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円
を

添
え
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
を
指
定
し
，
当
該
研
究
科
の
長
を
経
て
学
長

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
所
定
の
修
業
年
限
以

上
在
学
し
，
所
定
の
単
位
を
修
得
し
(博

士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
単
位
の
修
得
の
定
め
が

な
い
場
合
は
，
単
位
の
修
得
を
要
し
な
い
。
)，

か
つ
，
学
位
論
文
の
作
成
等
に
対
す
る
指

導
を
受
け
た
後
退
学
し
た
者
(以

下
「
本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学

し
た
者
」
と
い
う
。
)が

，
再
入
学
し
な
い
で
，
退
学
し
た
と
き
か
ら

1
年
以
内
に
博
士
の

学
位
の
授
与
を
申
請
す
る
と
き
は
，
審
査
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
前
項
に
よ
り
学
位
論
文
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分

野
の
名
称
に
よ
り
，
適
当
と
認
め
る
研
究
科
の
教
授
会
(以

下
「
教
授
会
」
と
い
う
。
)に

審

査
を
付
託
す
る
。
 

5 
受
理
し
た
学
位
論
文
及
び
審
査
手
数
料
は
，
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
返
還
し

な
い
。
 

(審
査
委
員
会
・
試
問
委
員
会
) 

第
5
条
 
教
授
会
は
，
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
行
う
た
め
，
審
査
委
員

3
人
以

上
か
ら
な
る
審
査
委
員
会
を
設
け
る
。
 

2 
教
授
会
は
，
第

2
条
第

3
項
に
定
め
る
試
問
を
行
う
た
め
，
試
問
委
員

3
人
以
上
か
ら
な

る
試
問
委
員
会
を
設
け
る
。
 

3 
教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
審
査
委
員
又
は
試
問
委
員
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(試
験
及
び
試
問
の
方
法
) 

第
6
条
 
試
験
は
，
博
士
の
学
位
論
文
を
中
心
と
し
て
，
こ
れ
に
関
連
あ
る
科
目
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。
 

2 
試
問
は
，
筆
答
試
問
及
び
口
頭
試
問
に
よ
り
，
専
攻
分
野
に
関
し
本
学
大
学
院
に
お
い
て

博
士

課
程

を
修

了
し

た
者

と
同

等
以

上
の

学
力

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

行
う

。
 

3 
前
項
の
試
問
に
つ
い
て
は
，
外
国
語
は

2
種
類
を
課
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
，

教
授
会
が
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，
1
種
類
の
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

4 
本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学
し
た
者
か
ら
各
研
究
科
が
定
め
る
年

限
内
に
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き
は
，
第

2
条
第

3
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
試
問
に

代
え
て
試
験
と
す
る
。
 

(審
査
期
間
) 
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第
7
条
 
博
士
の
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
又
は
試
問
は
，
学
位
論
文
を
受
理
し
た
と
き
か

ら
1
年
以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
，
教
授

会
の
議
を
経
て
，
そ
の
期
間
を

1
年
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(審
査
委
員
会
・
試
問
委
員
会
の
報
告
) 

第
8
条
 
審
査
委
員
会
は
，
学
位
論
文
の
審
査
及
び
試
験
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
論
文

の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
要
旨
及
び
試
験
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
教
授

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
試
問
委
員
会
は
，
試
問
を
終
了
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も

っ
て
教
授
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(教
授
会
の
審
議
決
定
) 

第
9
条
 
教
授
会
は
，
前
条
の
報
告
に
基
づ
い
て
審
議
の
上
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き
か

ど
う
か
を
議
決
す
る
。
 

2 
前
項
の
議
決
を
す
る
に
は
，
教
授
会
の
構
成
員
(海

外
出
張
中
及
び
長
期
療
養
中
の
者
を
除

く
。
)の

3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
，
か
つ
，
出
席
者
の

3
分
の

2
以
上
の
賛
成

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
教
授
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
，
当
該
研
究
科
若
し
く
は
他
の
研
究
科
の
教
員

又
は
他
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
の
教
員
等
を
，
こ
の
審
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
，
そ
の
出
席
者
は
，
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

(教
授
会
の
報
告
) 

第
10

条
 
教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
る
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，

学
位
論
文
と
と
も
に
論
文
の
内
容
の
要
旨
，
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨
及
び
試
験
又
は
試

問
の
結
果
の
要
旨
を
，
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
教
授
会
が
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
，
研
究
科
の
長
は
，
そ
の

旨
を
文
書
を
も
っ
て
学
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
4
章
 
博
士
の
学
位
授
与
等
 

(博
士
の
学
位
授
与
) 

第
11

条
 
学
長
は
，
前
条
の
報
告
を
踏
ま
え
，
博
士
の
学
位
を
授
与
す
べ
き
者
に
は
，
学
位

記
を
授
与
し
，
博
士
の
学
位
を
授
与
で
き
な
い
者
に
は
，
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
 

(博
士
の
学
位
登
録
) 

第
12

条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
学
長
は
，
学
位
簿
に
登
録
し
，
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
位
論
文
要
旨
の
公
表
) 

第
13

条
 
本
学
が
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
と
き
は
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
日
か

ら
3
月
以
内
に
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
内
容
の
要
旨
及
び
論
文
審
査

の
結
果
の
要
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
位
論
文
の
公
表
) 

第
14

条
 
本
学
に
お
い
て
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ

れ
た
日
か
ら

1
年
以
内
に
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
全
文
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
前
に
既
に
公
表
し
た
と

き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
，
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
場
合
に
は
，
学
長
の
承
認
を
受
け
て
，
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の

全
文
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
，
学
長
は
，
そ
の
学
位
論
文
の
全
文
を
求
め
に
応
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。
 

3 
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
が
行
う
前

2
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
，
本
学
の
協
力
を

得
て
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

4 
前

3
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
を
公
表
す
る
と
き
は
，

「
広
島
大
学
審
査
学
位
論
文
」
と
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
5
章
 
雑
則
 

(修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
の
授
与
の
取
消
し
) 

第
15

条
 
本
学
に
お
い
て
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

が
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
学
長
は
，
教
育
研
究
評
議
会
(以

下

「
評
議
会
」
と
い
う
。
)の

議
を
経
て
，
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
の

授
与
を
取
り
消
し
，
学
位
記
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

不
正
の
方
法
に
よ
り
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
受
け
た
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
。
 

(2
) 

そ
の
名
誉
を
汚
辱
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。
 

2 
評
議
会
に
お
い
て
，
前
項
の
議
決
を
行
う
場
合
は
，
評
議
員
(海

外
出
張
中
及
び
長
期
療
養

中
の
者
を
除
く
。
)の

3
分
の

2
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
，
か
つ
，
出
席
者
の

4
分
の

3

以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
学
位
の
授
与
を
取
り
消
し
た
と
き
は
，
そ
の
旨
の
理
由
を
付
し
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
位
記
及
び
申
請
書
等
の
様
式
) 

第
16

条
 
学
位
記
及
び
第

4
条
第

3
項
の
申
請
書
等
の
様
式
は
，
別
記
様
式
第

1
号
か
ら
別

記
様
式
第

7
号
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(そ
の
他
) 

第
17

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
位
の
授
与
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
各
学

部
又
は
各
研
究
科
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
学
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
に
つ

い
て
は
，
別
表
第

1
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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3 
平
成

15
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
生
の
修
士
又
は
博
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の

名
称
に
つ
い
て
は
，
別
表
第

2
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

4 
第

2
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
る
博
士
の
学
位
の
授
与
は
，
本
学
大
学
院
の
博
士
課
程
を
経

た
者
に
同
種
類
の
学
位
を
授
与
し
た
後
に
お
い
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
令
和

2
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
令
和

2
年

3
月

31
日
以
前
に
総
合
科
学
研
究
科
，
文
学
研
究
科
，
教
育
学
研
究
科
，
社
会

科
学
研
究
科
，
理
学
研
究
科
，
先
端
物
質
科
学
研
究
科
，
工
学
研
究
科
，
国
際
協
力
研
究
科

又
は
法
務
研
究
科
に
入
学
し
た
学
生
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
は
，
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
学
位
規
則
別
表
第

2
及
び
別
表
第

3
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

別
表
第

1(
第

3
条
第

1
項
関
係
) 

学
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
 

学
部
名
 

専
攻
分
野
の
名
称
 

備
考
 

総
合
科
学
部
 

総
合
科
学
 

 
 

文
学
部
 

文
学
 

 
 

教
育
学
部
 

教
育
学
 

第
五
類
(心

理
学
系
コ
ー
ス
)を

除
く
 

心
理
学
 

第
五
類
(心

理
学
系
コ
ー
ス
) 

法
学
部
 

法
学
 

 
 

経
済
学
部
 

経
済
学
 

 
 

理
学
部
 

理
学
 

 
 

医
学
部
 

医
学
 

医
学
科
 

看
護
学
 

保
健
学
科
(看

護
学
専
攻
) 

保
健
学
 

保
健
学
科
(理

学
療
法
学
専
攻
及
び
作
業
療
法
学
専
攻
) 

歯
学
部
 

歯
学
 

歯
学
科
 

口
腔
健
康
科
学
 

口
腔
健
康
科
学
科
 

薬
学
部
 

薬
学
 

薬
学
科
 

薬
科
学
 

薬
科
学
科
 

工
学
部
 

工
学
 

 
 

生
物
生
産
学
部
 農

学
 

 
 

情
報
科
学
部
 

情
報
科
学
 

 
 

別
表
第

2(
第

3
条
第

2
項
関
係
) 

修
士
及
び
博
士
の
学
位
に
付
記
す
る
専
攻
分
野
の
名
称
 

研
究
科
名
 

専
攻
分
野
の
名
称
 

修
士
 

博
士
 

人
間
社
会
科
学
研
究
科
 

文
学
 

文
学
 

心
理
学
 

心
理
学
 

法
学
 

法
学
 

経
済
学
 

経
済
学
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
 

経
営
学
 

経
営
学
 

国
際
協
力
学
 

国
際
協
力
学
 

学
術
 

学
術
 

教
育
学
 

教
育
学
 

教
育
心
理
学
 

教
育
心
理
学
 

先
進
理
工
系
科
学
研
究
科
 理

学
 

理
学
 

工
学
 

工
学
 

情
報
科
学
 

情
報
科
学
 

国
際
協
力
学
 

国
際
協
力
学
 

学
術
 

学
術
 

統
合
生
命
科
学
研
究
科
 

理
学
 

理
学
 

工
学
 

工
学
 

農
学
 

農
学
 

学
術
 

学
術
 

医
系
科
学
研
究
科
 

医
科
学
 

医
学
 

歯
科
学
 

歯
学
 

公
衆
衛
生
学
 

薬
学
 

薬
科
学
 

学
術
 

看
護
学
 

医
科
学
 

保
健
学
 

歯
科
学
 

口
腔
健
康
科
学
 薬

科
学
 

学
術
 

看
護
学
 

 
 

保
健
学
 

 
 

口
腔
健
康
科
学
 

別
表
第

3(
第

3
条
第

3
項
関
係
) 

専
門
職
学
位
に
付
記
す
る
学
位
の
名
称
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研
究
科
名
 

学
位
の
名
称
 

人
間
社
会
科
学
研
究
科
 教

職
修
士
(専

門
職
) 

 
法
務
博
士
(専

門
職
) 

     
 

別
記
様
式
第
1号

(第
16
条
関
係
) 

第
2条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式
 

(大
学
を
卒
業
し
た
場
合
) 

 
 

割 印

第
 
 
 
号
 

 

卒
業
証
書
 
 
学
位
記
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

 本
学
○
○
学
部
○
○
学
科
所
定
の
課
程
(○

○
プ
ロ
グ
ラ
ム
)を

修
め
て
本
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を
認
め
学

士
(「

専
攻
分
野
」
)の

学
位
を
授
与
す
る
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
○
○
学
部
長
 
 
 
 
 
□印
  

広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
□印
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別
記
様
式
第
2号

(第
16
条
関
係
) 

第
2条

第
2項

の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式
 

(
大
学
院
の
課
程

(
博
士
課
程
リ
ー
ダ

ー
育
成
プ
ロ

グ
ラ
ム
及
び

専
門

職
学
位

課
程
を
除
く

。
)
を
修
了
し

た
場
合
) 

 

割 印

第
 
 
 
号
 

 

学
位
記
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
    

本
学
大
学

院
○

○
研
究

科
○

○
専
攻

の
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を
修

了
し
た
の
で

修
(
博
)
士

(「
専
攻
分

野
」
)の

学
位
を
授
与
す
る
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
 
 
□印
 

    
 

修
士
課
程
 

博
士
課
程
前
期
 

博
士
課
程
 

別
記
様
式
第
3号

(第
16
条
関
係
) 

第
2条

第
2項

の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式
 

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
了
し
た
場
合
) 

 
 

割 印

第
 
 
 
号
 

 

学
位
記
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
    

本
学
大
学

院
○

○
研
究

科
○

○
専
攻

の
博

士
課
程

(
○
○

プ
ロ
グ

ラ
ム

)
を

修
了
し
た

の
で
博
士

(
「

専
攻

分
野
」
)の

学
位
を
授
与
す
る
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
 
 
□印
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別
記
様
式
第
4号

(第
16
条
関
係
) 

第
2条

第
2項

の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式
 

(専
門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
場
合
) 

 
 

割 印

 

第
 
 
 
号
 

学
位
記
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

 

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職
学
位
課
程
を
修
了
し
た
の
で
○
○
修

(博
)士

(専
門
職
)の

学
位
を
授
与
す
る
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 

広
島

大
学
 
□印
 

    
 

別
記
様
式
第
5号

(第
16
条
関
係
) 

 
 

割 印
 

第
 
 
 
号
 

 

学
位
記
 

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

 本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
問
に
合
格
し
た
の
で
博
士
(「

専
攻
分
野
」
)の

学
位
を

授
与
す
る
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
 
 
□印
 

備
考
 
第
6条

第
4項

の
規
定
に
よ
り
各
研
究
科
が
定
め
る
年
限
内
に
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者
に
授
与
す

る
学
位
記
の
様
式
は
，
こ
の
様
式
中
「
試
問
」
を
「
試
験
」
に
代
え
た
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
第
6号

(第
16
条
関
係
) 

第
2条

第
3項

の
規
定
に
よ
り
授
与
す
る
学
位
記
の
様
式
 

(学
位
論
文
提
出
に
よ
る
場
合
) 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
殿
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 

学
位
申
請
書
 

 

貴
学
学
位
規
則
第
4条

第
3項

の
規
定
に
基
づ
き
学
位
論
文
，
論
文
要
旨
，
履
歴
書
及
び
審
査
手
数
料
○

○
○
円
を
添
え
て
博
士
(「

専
攻
分
野
」
)の

学
位
の
授
与
を
申
請
い
た
し
ま
す
。
 

    
 

別
記
様
式
第
7号

(第
16
条
関
係
) 

学
位
申
請
書
添
付
書
類
の
様
式
 

イ
 
論
文
目
録
の
様
式
 

(表
紙
) 

論
文
目
録
 

    

学
位
申
請
者
 

氏
名
 
 
印
 

備
考
 
用
紙
の
規
格
は
，
A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。
 

 
 

題
目
 
 
 
 
 
 
公
表
の
方
法
 
 
 
 
 
 
公
表
年
月
日
 
 
 
 
 
 
冊
数
 

学
位
論
文
 

 

 
 

  参
考
論
文
 

1 
 
 

 
 

2 
 
 

 
 

 
 

備
考
 

(1
) 

論
文
題
目
が
外
国
語
の
場
合
は
，
和
訳
を
つ
け
て
，
外
国
語
，
日
本
語
の
順
序
で
列
記
す
る
こ

と
。
 

(2
) 

参
考
論
文
が
2種

以
上
あ
る
場
合
は
，
列
記
す
る
こ
と
。
 

(
3
)
 

学
位

論
文

を
ま

だ
公

表
し

て
い

な
い

と
き

は
，

公
表

予
定

の
方

法
及

び
時

期
を

記
載

す
る

こ

と
。
 

(4
) 

論
文
の
要
旨
は
，
40
0字

詰
原
稿
用
紙
10
枚
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

(5
) 

用
紙
の
規
格
は
，
A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。
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ロ
 
第
4条

第
3項

の
規
定
に
よ
る
履
歴
書
の
様
式
 

履
歴
書
 

 

本
籍
(都

道
府
県
名
) 

現
住
所
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
  

学
歴
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

職
歴
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

研
究
歴
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

賞
罰
 

 

上
記
の
と
お
り
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
印
 

備
考
 

(1
) 

履
歴
事
項
は
，
高
等
学
校
卒
業
後
の
履
歴
に
つ
い
て
年
次
を
追
っ
て
記
載
す
る
。
 

(2
) 

本
学
大
学
院
博
士
課
程
の
教
育
課
程
を
終
え
て
退
学
し
た
者
は
，
単
位
修
得
証
明
書
を
添
付
す

る
こ
と
。
 

(3
) 

用
紙
の
規
格
は
，
A4
と
し
，
縦
に
し
て
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。
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○
広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

9
号
) 

広
島
大
学
授
業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

16
条
の

2

第
3
項
及
び
第

48
条
第

4
項
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2

号
)第

49
条
第

5
項
及
び
広
島
大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

2

0
日
規
則
第

44
号
)第

21
条
第

1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)並

び
に
広
島
大

学
大
学
院
規
則
第

22
条
第

4
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)の

学
部
，
研
究
科
及
び
専
攻
科
の
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶

予
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
の
免
除
等
) 

第
1
条
の

2 
本
学
の
学
部
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
に
対
す
る
入
学
料
の
免
除
及
び
学
部

の
学
生
に
対
す
る
授
業
料
の
免
除
は
，
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(令

和
元
年
法
律
第

8
号
)そ

の
他
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
1
条
の

3 
本
学
の
学
部
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
及
び
学
部
の
学
生
に
は
，
第

2
条
か

ら
第

9
条
ま
で
(第

3
条
の

2，
第

5
条
の

3
及
び
第

5
条
の

5
を
除
く
。
)の

規
定
は
，
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
，
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(令

和
元

年
文
部
科
学
省
令
第

6
号
)第

9
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
本
学
が
授
業
料
等
減
免
対
象
者

と
し
て
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(経
済
的
理
由
等
に
基
づ
く
入
学
料
の
免
除
，
徴
収
猶
予
等
) 

第
2
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
，
入
学
料
の
全
額
又
は
半
額
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

本
学
の
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に

よ
っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

(2
) 

本
学
の
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

学
生
と
し
て

入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
学
生
の
学
資
を
主
と
し
て
負
担

し
て
い
る
者
(以

下
「
学
資
負
担
者
」
と
い
う
。
)が

死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は

学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相

当
と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(3
) 

学
部
等
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
入
学
前
に
お
い
て
本
人
又
は
学
資

負
担
者
が
災
害
を
受
け
(前

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
)，

当
該
災
害
に
よ
り
居
住
す

る
地
域
が
災
害
救
助
法
(昭

和
22

年
法
律
第

11
8
号
)の

適
用
を
受
け
,か

つ
，
本
人
又
は

学
資
負
担
者
が
引
き
続
き
当
該
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合
(当

該
地
域
が
災
害
救
助
法

の
適
用
日
か
ら

5
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)で

納
付
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

2 
前
項
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
所
定
の
書
類
を
学

長
に
提
出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
条
 
本
学
の
学
部
等
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
で
あ
っ
て
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
は
，
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
が
優

秀
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(2
) 

入
学
前

1
年
以
内
に
お
い
て
，
学
資
負
担
者
が
死
亡
し
た
場
合
，
本
人
若
し
く
は
学

資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
学
長
が
相
当

と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
者
 

(3
) 

入
学
前
に
お
い
て
本
人
又
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
(前

号
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
)，

当
該
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
地
域
が
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
,か

つ
，
本

人
又
は
学
資
負
担
者
が
引
き
続
き
当
該
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合
(当

該
地
域
が
災
害

救
助
法
の
適
用
日
か
ら

5
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)で

納

付
期
限
ま
で
に
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 

2 
前
項
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
学
手
続
終
了
の
日
ま
で
に
所
定
の

書
類
を
学
長
に
提
出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
入
学
料
免

除
を
申
請
し
，
免
除
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
及
び
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
が
徴
収
猶

予
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
，
免
除
の
不
許
可
及
び
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た

日
か
ら
起
算
し
て

14
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
第

1
項
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
す
る
期
間
は
次
の
と
お
り
と
し
，
当
該
期
間
内
に
納
付
す
べ

き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

4
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

8
月
末
日
 

(2
) 

10
月
入
学
者
 
当
該
年
度
の

2
月
末
日
 

4 
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
許
可
又
は
不
許
可
と
す
る
ま
で
の
間
は
，
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を

申
請
し
た
者
に
係
る
入
学
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
。
 

5 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
(第

2

項
た
だ
し
書
に
よ
り
徴
収
猶
予
の
申
請
を
し
た
者
を
除
く
。
)は

，
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶

予
の
不
許
可
又
は
半
額
免
除
の
許
可
を
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

14
日
以
内
に
，
納

付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
に
係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
光
り
輝
く
奨
学
生

に
係
る
入
学
料
の
免
除
) 

第
3
条
の

2 
広
島
大
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除
及
び
徴
収
猶
予
並
び
に
広
島
大
学
光
り
輝
く

奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
(以

下
「
光
り
輝
く
奨
学
生
」
と
い
う
。
)に

係
る
入
学
料
の
免
除

に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
奨
学
制
度
に
関
す
る
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

6
号
)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(死
亡
等
に
よ
る
入
学
料
の
免
除
) 

規則22―規則22 ―



第
4
条
 
入
学
料
の
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

3
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

2 
入
学
料
の
免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
申
請
し
た
者
に
つ
い
て
，
第

3
条
第

4
項
の
規
定
に
よ

り
徴
収
を
猶
予
し
て
い
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

3
 

免
除
又
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
，

第
3
条
第

5
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
は
，
未
納
の
入
学
料
の
全
額

を
免
除
す
る
。
 

4 
免
除
若
し
く
は
徴
収
猶
予
を
不
許
可
と
さ
れ
た
者
又
は
半
額
免
除
を
許
可
さ
れ
た
者
で
あ

っ
て
，
納
付
す
べ
き
入
学
料
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
よ
り
学
籍
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る

場
合
は
，
そ
の
者
に
係
る
未
納
の
入
学
料
の
全
額
を
免
除
す
る
。
 

(経
済
的
理
由
に
基
づ
く
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
 
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
各
期
ご

と
の
授
業
料
に
つ
い
て
全
額
又
は
半
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
所
定
の
書
類
を
学
長
に
提
出

し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(成
績
優
秀
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

2 
成
績
優
秀
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ス
チ

ュ
ー
デ
ン
ト
ス
カ
ラ
シ
ッ
プ
規
則
(平

成
18

年
4
月

18
日
規
則
第

91
号
)の

定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
及
び
光
り
輝
く
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

3 
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
奨
学
生
及
び
光
り
輝
く
奨
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，

広
島
大
学
奨
学
制
度
に
関
す
る
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(入
学
前
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

4 
広
島
大
学
入
学
前
奨
学
制
度
に
よ
る
奨
学
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，
広

島
大
学
入
学
前
奨
学
制
度
規
則
(平

成
29

年
2
月

21
日
規
則
第

6
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

(給
付
奨
学
金
制
度
に
よ
る
給
付
奨
学
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

5 
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
給
付
奨
学
金
制
度
に
よ
る
給
付
奨
学
生

の
授
業
料
に
つ
い
て
は
，
全
額
免
除
と
す
る
。
 

(卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

6 
卓
越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
卓

越
大
学
院
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則
(平

成
31

年
3
月

29
日
規
則
第

30
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

(博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
に
対
す
る
授
業
料
免
除
) 

第
5
条
の

7 
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
の
授
業
料
免
除
に
つ
い
て
は
，

広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
則
(平

成
24

年
9
月

18
日
規

則
第

12
2
号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
授
業
料
免
除
) 

第
6
条
 
死
亡
，
行
方
不
明
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
次
の
と

お
り
授
業
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

死
亡
，
行
方
不
明
の
た
め
学
籍
を
除
い
た
場
合
は
，
未
納
の
授
業
料
の
全
額
 

(2
) 

授
業
料
の
各
期
ご
と
の
納
付
月
前

6
月
以
内
(入

学
し
た
日
の
属
す
る
期
分
の
免
除
に

係
る
場
合
は
，
入
学
前

1
年
以
内
)に

お
い
て
，
学
資
負
担
者
が
死
亡
し
た
場
合
，
学
生

若
し
く
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
あ
っ
て

学
長
が
相
当
と
認
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
で
納
付
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
，
当
該
事
由
の
発
生
し
た
日
の
属
す
る
期
の
翌
期
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
の

全
額
又
は
半
額
。
た
だ
し
，
当
該
事
由
発
生
の
時
期
が
当
該
期
の
授
業
料
の
納
付
期
限

以
前
で
あ
り
，
か
つ
，
当
該
学
生
が
当
該
期
分
の
授
業
料
を
納
付
し
て
い
な
い
場
合
に

お
い
て
は
，
翌
期
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
に
代
え
て
当
該
期
分
の
授
業
料
の
全
額
又
は

半
額
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(3
) 

学
生
又
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
(前

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
)，

当
該

災
害
に
よ
り
居
住
す
る
地
域
が
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
，
か
つ
，
学
生
又
は
学
資

負
担
者
が
引
き
続
き
当
該
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合
(当

該
地
域
が
災
害
救
助
法
の
適

用
日
か
ら

5
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)で

納
付
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
各
期
ご
と
の
授
業
料
の
全
額
又
は
半
額
 

(4
) 

授
業
料
又
は
入
学
料
未
納
の
た
め
除
籍
し
た
場
合
は
，
未
納
の
授
業
料
の
全
額
 

(5
) 

授
業
料
の
徴
収
猶
予
(月

割
分
納
に
よ
る
徴
収
猶
予
を
含
む
。
)を

許
可
し
て
い
る
者

に
対
し
，
そ
の
願
出
に
よ
り
退
学
を
許
可
し
た
場
合
は
，
月
割
計
算
に
よ
る
退
学
の
翌

月
以
降
に
納
付
す
べ
き
授
業
料
の
全
額
 

2 
休
学
を
許
可
し
た
場
合
は
，
休
学
当
月
の
翌
月
(休

学
開
始
日
が
月
の
初
日
の
場
合
は
休
学

当
月
)か

ら
復
学
当
月
の
前
月
ま
で
の
月
数
に
授
業
料
年
額
の

12
分
の

1
に
相
当
す
る
額
を

乗
じ
て
得
た
額
の
全
額
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
，
授
業
料
の
納
付
期
限
経
過
後
休
学
を
許

可
し
た
場
合
は
，
そ
の
期
の
授
業
料
は
免
除
し
な
い
。
 

3 
第

1
項
第

2
号
及
び
第

3
号
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
，
第

5
条
第

2
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
 

(経
済
的
理
由
等
に
基
づ
く
授
業
料
の
徴
収
猶
予
) 

第
7
条
 
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
各
期
ご
と
の
授
業
料
の
全
部

又
は
一
部
を
徴
収
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
納
付
期
限
ま
で
に
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
り
，
か
つ
，

学
業
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(2
) 

行
方
不
明
の
場
合
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(3
) 

授
業
料
の
各
期
ご
と
の
納
付
月
前

6
月
以
内
(入

学
し
た
月
の
属
す
る
期
分
は
入
学
前

1
年
以
内
)に

お
い
て
，
学
生
又
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
，
納
付
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(4
) 

学
生
又
は
学
資
負
担
者
が
災
害
を
受
け
(前

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
)，

当
該

災
害
に
よ
り
居
住
す
る
地
域
が
災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
，
か
つ
，
学
生
又
は
学
資

負
担
者
が
引
き
続
き
当
該
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合
(当

該
地
域
が
災
害
救
助
法
の
適

用
日
か
ら

5
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
)で

納
付
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(5
) 

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

2 
前
項
の
取
扱
手
続
に
つ
い
て
は
，
第

5
条
第

2
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

3 
第

1
項
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
す
る
期
間
は
次
の
と
お
り
と
し
，
当
該
期
間
内
に
納
付
す
べ

き
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

前
期
分
 
当
該
年
度
の

8
月
末
日
 

(2
) 

後
期
分
 
当
該
年
度
の

2
月
末
日
 

(授
業
料
の
月
割
分
納
) 

第
8
条
 
第

7
条
第

1
項
第

3
号
か
ら
第

5
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
，
授
業
料
の
月
割
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
の
月
割
分
納
額
は
，
年
額
の

12
分
の

1
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
月
割
分
納
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
所
定
の
書
類
を

学
長
に
提
出
し
，
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(許
可
さ
れ
た
者
の
義
務
等
) 

第
9
条
 
免
除
，
徴
収
猶
予
及
び
月
割
分
納
を
許
可
さ
れ
た
者
は
，
当
該
期
間
の
中
途
に
お
い

て
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
，
直
ち
に
そ
の
旨
を
学
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

2 
前
項
の
者
に
対
す
る
許
可
は
，
届
出
の
日
か
ら
そ
の
効
力
を
失
う
。
 

3
 

許
可
さ
れ
た
事
由
に
つ
い
て
虚
偽
の
事
実
が
判
明
し
た
と
き
は
，
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
。
 

(雑
則
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
の
入
学
料
及
び
授
業
料
の
免
除
及
び
徴

収
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
元
年

12
月

19
日
規
則
第

19
3
号
) 

こ
の
規
則
は
，
令
和
元
年

12
月

19
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
条
の

3
及
び
第

7

条
の

2
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第

5
条
の

6
の
次
に

1
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
，
令
和

2

年
4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
(令

和
2
年

3
月

10
日
規
則
第

18
号
) 

1 
こ
の
規
則
は
，
令
和

2
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
  

2 
令
和
元
年
度
以
前
に
入
学
し
た
学
部
の
学
生
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
授

業
料
等
免
除
及
び
猶
予
規
則
(以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
)第

1
条
の

2
の
高
等
教
育
の
修

学
支
援
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
免
除
(以

下
「
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
免
除
」
と
い
う
。
)の

申
請
を
行
う
場
合
又
は
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
免
除
の
対
象
者
と
し
て
認
定
を
受
け
て
い
る

場
合
は
，
新
規
則
第

5
条
及
び
第

6
条
か
ら
第

9
条
ま
で
の
規
定
を
当
該
学
生
に
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
，
新
規
則
第

5
条
又
は
第

6
条
に
よ
る
授
業
料
免
除
の
許
可
を
受
け
た

と
き
は
，
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
免
除
の
額
よ
り
も
，
新
規
則
第

5
条
又
は
第

6
条
に
よ
る

授
業
料
免
除
の
額
が
大
き
い
場
合
は
，
新
規
則
第

5
条
又
は
第

6
条
に
よ
る
授
業
料
免
除
の

額
か
ら
新
制
度
に
よ
る
授
業
料
免
除
の
額
を
差
し
引
い
た
額
を
新
規
則
第

5
条
又
は
第

6
条

の
規
定
に
基
づ
き
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
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○
広
島
大
学
長
期
履
修
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
長
期
履
修
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

22
条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

32
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)に

お
け
る
長
期
履
修
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

(対
象
と
な
る
学
生
) 

第
2
条
 
長
期
履
修
を
願
い
出
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
，
修

業
年
限
(研

究
科
に
あ
っ
て
は
標
準
修
業
年
限
)を

超
え
て
，
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
計
画
的

に
教
育
課
程
を
履
修
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

職
業
を
有
し
，
か
つ
，
就
業
し
て
い
る
者
(ア

ル
バ
イ
ト
と
し
て
就
業
す
る
者
を
含

む
。
)で

，
学
修
時
間
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
 

(2
) 

家
庭
に
お
い
て
家
事
，
育
児
及
び
介
護
を
行
う
者
で
，
学
修
時
間
の
確
保
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
も
の
 

(3
) 

本
学
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
入
学
制
度
に
よ
り
入
学
し
た
者
 

(長
期
履
修
の
期
間
) 

第
3
条
 
長
期
履
修
の
期
間
の
最
長
年
限
は
，
通
則
第

6
条
又
は
大
学
院
規
則
第

10
条
に
規

定
す

る
在

学
年

限
の

範
囲

内
で

，
各

学
部

又
は

各
研

究
科

に
お

い
て

定
め

る
年

数
と

す
る

。
 

(手
続
) 

第
4
条
 
長
期
履
修
を
希
望
す
る
者
は
，
前
期
は

4
月

1
日
か
ら

4
月

15
日
ま
で
に
，
後
期

は
10

月
1
日
か
ら

10
月

15
日
ま
で
に
，
所
定
の
長
期
履
修
願
を
所
属
す
る
学
部
又
は
研

究
科
(以

下
「
所
属
学
部
等
」
と
い
う
。
)を

経
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
学
部
又
は
当
該
研
究
科
の
教
授
会

の
議
を
経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。
 

3 
学
長
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
と
き
は
，
所
属
学
部
等
の
長
へ
通
知
す
る
と
と

も
に
，
本
人
へ
許
可
書
を
交
付
す
る
。
 

(履
修
形
態
の
変
更
) 

第
5
条
 
在
学
途
中
に
お
け
る
長
期
履
修
へ
の
変
更
は
，
所
属
学
部
等
の
在
学
者
数
(長

期
履

修
学
生
の
在
学
者
数
は
指
定
の
算
式
に
よ
る
。
)が

収
容
定
員
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
卒
業
又
は
修
了
予
定
年
次
の
者
の
変
更
は
認

め
な
い
も
の
と
す
る
。
 

2 
既
に
長
期
履
修
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
の
履
修
期
間
の
短
縮
(長

期
履
修
の
取
り
や
め
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
)は

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
履
修
期
間
の
延
長

は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3 
在
学
途
中
に
お
け
る
長
期
履
修
へ
の
変
更
及
び
既
に
長
期
履
修
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
の

履
修
期
間
の
短
縮
(以

下
「
履
修
形
態
の
変
更
」
と
い
う
。
)は

1
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
履
修
形
態
の
変
更
に
係
る
手
続
は
，
前
条
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
26

年
2
月

28
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
平
成

26
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

21
年

3
月

31
日
理
事
(教

育
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

26
条
第

2
項
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
生
が
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履

修
す
る
こ
と
(以

下
「
早
期
履
修
」
と
い
う
。
)に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(目
的
) 

第
2
条
 
早
期
履
修
は
，
本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
す
る
学
業
優
秀
な
学
部
生
に
対
し
て
本
学
大
学

院
教
育
課
程
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
，
大
学
院
教
育
と
の
連
携
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

(実
施
研
究
科
及
び
授
業
科
目
等
) 

第
3
条
 
早
期
履
修
を
実
施
す
る
研
究
科
，
授
業
科
目
等
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(履
修
資
格
) 

第
4
条
 
早
期
履
修
が
で
き
る
者
は
，
次
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

履
修
時
に
本
学
の
学
部
の
卒
業
予
定
年
次
に
在
籍
す
る
者
 

(2
) 

本
学
大
学
院
に
進
学
を
志
望
す
る
者
 

(3
) 

進
学
を
志
望
す
る
研
究
科
が
定
め
る

GP
A
の
値
を
上
回
る
者
 

(申
請
手
続
) 

第
5
条
 
早
期
履
修
を
希
望
す
る
者
は
，
履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
大
学
院

授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書
(別

記
様
式
第

1
号
)に

よ
り
，
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目
を
記
載

の
上
，
所
属
学
部
の
長
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
に
よ
り
申
請
で
き
る
研
究
科
は
，
一
の
研
究
科
に
限
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
部
長
の
推
薦
) 

第
6
条
 
所
属
学
部
の
長
は
，
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る

と
き
は
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書
に
履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
成

績
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
，
当
該
授
業
科
目
を
開
設
す
る
研
究
科
の
長
に
推
薦
す
る
も
の
と

す
る
。
 

(履
修
の
許
可
) 

第
7
条
 
研
究
科
の
長
は
，
前
条
の
推
薦
に
基
づ
き
審
査
の
上
，
当
該
研
究
科
の
授
業
科
目
の
履
修
を

許
可
す
る
も
の
と
し
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書
(別

記
様
式
第

2
号
)に

よ
り
，
所
属
学

部
の
長
を
通
じ
て
本
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(履
修
科
目
の
上
限
) 

第
8
条
 
履
修
科
目
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
，
10

単
位
の
範
囲
内
で
各
研
究
科

が
定
め
る
。
 

(履
修
科
目
の
取
消
し
・
変
更
) 

第
9
条
 
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
の
取
消
し
又
は
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
履
修
手

続
期
間
内
に
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
取
消
・
変
更
届
(別

記
様
式
第

3
号
)に

よ
り
，
当
該
授

業
科
目
を
開
設
す
る
研
究
科
の
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
の
取
消
し
は
，
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業

科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
，
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
 

3 
第

1
項
に
規
定
す
る
授
業
科
目
の
変
更
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
科
目
の
取
消
し
を
行
う
場

合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
，
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
 

(授
業
科
目
の
成
績
評
価
及
び
単
位
の
授
与
) 

第
10

条
 
授
業
科
目
の
成
績
評
価
及
び
単
位
の
授
与
に
つ
い
て
は
，
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

29
条
及
び
第

30
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

(修
得
し
た
単
位
の
取
扱
い
) 

第
11

条
 
第

6
条
の
規
定
に
よ
り
履
修
を
許
可
さ
れ
た
者
（
以
下
「
早
期
履
修
者
」
と
い
う
。
）
が

修
得
し
た
単
位
に
つ
い
て
は
，
早
期
履
修
者
が
卒
業
後
当
該
研
究
科
に
入
学
し
た
場
合
に
限
り
，
10

単
位
の
範
囲
内
で
当
該
研
究
科
が
定
め
る
単
位
数
を
限
度
と
し
て
当
該
研
究
科
の
修
了
要
件
単
位

に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
研
究
科
が
定
め
る
単
位
数
を
，
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細

則
(平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
)第

2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
認
定
単

位
数
等
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
，
各
研
究
科
が
定
め
る
。
 

3 
早
期
履
修
者
が
修
得
し
た
単
位
は
，
所
属
学
部
の
卒
業
要
件
単
位
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

(授
業
料
) 

第
12

条
 
早
期
履
修
者
が
履
修
す
る
本
学
大
学
院
の
授
業
科
目
に
係
る
授
業
料
は
，
徴
収
し
な
い
も

の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
細
則
は
，
平
成

21
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
2
年

2
月

27
日
 
一
部
改
正
) 

1 
こ
の
細
則
は
,令

和
2
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大
学
学
部
生
の
大
学
院
授
業
科
目
の
履
修
に
関
す
る
細
則
の
規

定
は
，
平
成

29
年
度
入
学
生
か
ら
適
用
す
る
。
 

 別
表
(第

3
条
関
係
) 

(略
) 
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別
記
様
式
第

1号
(第

5条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
申
請
書

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

(履
修
を
希
望
す
る
研
究
科
の
長

) 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
殿

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(申
請
者

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
学
部
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
  
貴
研
究
科
の
下
記
授
業
科
目
を
履
修
し
た
い
の
で
，
御
許
可
願
い
ま
す
。

 
記

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
開
講
区
分

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 申

請
者
の
履
修
計
画
・
目
的
等

 
    所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
・
指
導
教
員
・
学
科
長
等
の
所
見

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教
員
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

本
学
部
所
属
の
上
記
申
請
者
が
，
貴
研
究
科
の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
教
育
上
有
益
と
認
め
，
推

薦
い
た
し
ま
す
。

 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(所
属
学
部
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 

 
 ※
「
氏
名
」
は
，
必
ず
申
請
者
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

 
※

 履
修
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
成
績
を
記
載
し
た
書
類

(G
PA

含
む
。

)を
，
所
属
学
部
の
学
生
支
援
室

で
添
付
し
ま
す
。

 
※

 記
入
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
履
修
管
理
に
関
す
る
業
務
に
の
み
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
目
的
以
外
で
利
用
又

は
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 

別
記
様
式
第

2号
(第

7条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書

 
 (申

請
者

) 
所
属
学
部

 
学
生
番
号

 
氏
 
 
名

 
  
上
記
申
請
者
の
○
○
研
究
科
に
お
け
る
早
期
履
修
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
審
査
結
果
を
通
知
す
る
。

 
記

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
開
講
区
分

 
許
可
・
不
許
可
の
別

 
備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(研

究
科
の
長

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
広
島
大
学
 

    
 
 
 
 

   長
   

印
 

 (注
)  

1．
履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
，
本
研
究
科
で
履
修
登
録
を
行
い
ま
す
。

 
 
 
 

2．
履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の
事
情
に
よ

り
履
修
で
き
な
い
授
業
科
目
が
あ
る
場
合
は
，
必
ず
履
修
手
続
期
間
中
に
本
研
究
科
の
学
生
支
援
グ
ル
ー
プ

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 
3．

2
に
基
づ
き
履
修
科
目
の
取
消
し
を
行
っ
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範
囲
内
に
お

い
て
，
本
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目

(後
期
の
履
修
手
続
期
間
中
の
届
出
に
あ
っ
て
は
，
前
期
及
び
通

年
開
講
の
授
業
科
目
を
除
く
。

)の
中
か
ら
履
修
科
目
の
変
更
が
可
能
で
す
。
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別
記
様
式
第

3号
(第

9条
関
係

) 
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
取
消
・
変
更
届

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
(研

究
科
の
長

) 
広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
殿

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(届
出
者

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
属
学
部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 

 
 
貴
研
究
科
で
早
期
履
修
を
許
可
さ
れ
て
い
る
下
記
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
，
履
修
科
目
の
取
消
し
・
変
更
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

 
記

 
 
履
修
科
目
の
取
消
し
を
す
る
授
業
科
目

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
開
講
区
分

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 取
消
理
由

 

 
 

履
修
科
目
の
変
更
を
す
る
授
業
科
目
 
※
履
修
科
目
の
取
消
し
の
み
の
場
合
は
，
記
載
不
要

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
名

 
授
業
科
目
名

 
単
位
数

 
開
講
区
分

 
承
諾
印

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (注

)  
1．

履
修
手
続
期
間
中
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
届
出
の
際
は
，
大
学
院
授
業
科
目
早
期
履
修
通
知
書

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

 
2．

履
修
が
許
可
さ
れ
た
授
業
科
目
と
学
部
の
授
業
科
目
の
曜
日
・
時
限
が
重
複
す
る
等
，
特
別
の
事
情
に
よ

り
履
修
で
き
な
い
授
業
科
目
が
あ
る
場
合
に
限
り
，
履
修
科
目
の
取
消
し
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3．

2に
基
づ
き
履
修
科
目
の
取
消
し
を
行
う
場
合
に
限
り
，
そ
の
取
消
し
を
行
う
単
位
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
，

履
修
を
許
可
さ
れ
た
研
究
科
が
指
定
す
る
授
業
科
目

(後
期
の
履
修
手
続
期
間
中
の
届
出
に
あ
っ
て
は
，
前
期

及
び
通
年
開
講
の
授
業
科
目
を
除
く
。

)の
中
か
ら
履
修
科
目
の
変
更
が
可
能
で
す
。
な
お
，
そ
の
場
合
は
，

履
修
を
希
望
す
る
授
業
科
目
の
担
当
教
員
に
予
め
押
印

(サ
イ
ン
可

)に
よ
り
承
諾
を
得
て
く
だ
さ
い
。

 
4．

記
入
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
履
修
管
理
に
関
す
る
業
務
に
の
み
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
，
こ
の
目
的
以
外

で
利
用
又
は
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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○
広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

31
条
第

4
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

36
条
第

3
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
新
た
に
広

島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
の
第

1
年
次
に
入
学
し
た
者
又
は
大
学
院
に
入

学
し
た
者
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(認
定
単
位
数
等
) 

第
2
条
 
通
則
第

31
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数

等
に
つ
い
て
は
，
通
則
第

31
条
第

3
項
又
は
大
学
院
規
則
第

36
条
第

2
項
に
規
定
す
る
範

囲
内
で
，
学
部
又
は
研
究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。
 

2 
本
学
に
お
け
る
既
修
得
単
位
(科

目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)の

認
定

単
位
数
等
に
つ
い
て
は
，
学
部
又
は
研
究
科
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。
 

3 
副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
既
修
得
単
位
等
の
認
定
単
位
数
等
に

つ
い
て
は
，
広
島
大
学
副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則
(平

成
18

年
3
月

14
日
副
学
長
(教

育
・
研
究
担
当
)決

裁
)又

は
広
島
大
学
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
細
則
(平

成
18

年
3
月

14

日
副
学
長
(教

育
・
研
究
担
当
)決

裁
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(手
続
) 

第
3
条
 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
4
月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学

し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，
10

月
入
学
者
に
あ
っ
て
は
入
学
し
た
年
度
の

12
月

28

日
ま
で
に
，
副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
特
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
登
録
し
た
者
に
あ
っ
て
は
登

録
し
た
年
度
の

6
月

30
日
ま
で
に
，
別
記
様
式
第

1
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
願
に
成
績

証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
，
所
属
す
る
学
部
又
は
研
究
科
(以

下
「
所
属
学
部

等
」
と
い
う
。
)の

長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
4
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
，
所
属
学
部
等

の
教
授
会
の
審
査
を
経
て
，
第

2
条
第

1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
た
単
位
数

等
を
超
え
な
い
よ
う
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
認
定
を
希
望
す
る
本
学
の
授
業
科
目
(教

養
教
育
科
目
を
除

く
。
)の

う
ち
，
所
属
学
部
等
以
外
が
開
設
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
関
係
す

る
学
部
又
は
研
究
科
等
(研

究
科
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教

育
研
究
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)と

事
前
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
5
条
 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
前
条
第

1
項
の
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
，
既
修
得
単
位
等
の

認
定
を
行
っ
た
と
き
は
別
記
様
式
第

2
号
又
は
別
記
様
式
第

3
号
の
既
修
得
単
位
等
認
定
通

知
書
に
よ
り
，
認
定
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
は
適
宜
な
方
法
に
よ
り
，
速
や
か
に
申
請
し

た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
所
属
学
部
等
の
長
は
，
所
属
学
部
等
以
外
が
開
設
す
る
授
業
科
目
(教

養
教
育
科
目
を
除

く
。
)の

既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
，
そ
の
旨
を
関
係
す
る
学
部
又
は
研
究

科
等
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(履
修
の
指
導
) 

第
6
条
 
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
，
認
定
し
た
単
位
に
代
え
て
他
の
選
択
科

目
等
の
履
修
を
行
わ
せ
る
な
ど
，
所
属
学
部
等
に
お
い
て
適
切
な
指
導
を
行
う
も
の
と
す

る
。
 附

 
則
 

こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
元
年

5
月

1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
令
和
元
年

5
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

     
 

規則29―規則29 ―



別
記
様
式
第
1号

(第
3条

関
係
) 

既
修
得
単
位
等
認
定
願
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

(所
属
す
る
学
部
又
は
研
究
科
の
長
) 

広
島
大
学
 
 
 
 
長
 
殿
 

所
属
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

 

の
規
定
に
よ
り
既
修
得
単
位
等
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
，
  

成
績
証
明
書
を
添
付
の
上
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
既
修
得
単
位
等
 

認
定

を
希

望
す

る
広

島
大

学
の

授
業

科

目
名
等
 

既
修

得
授

業
科

目
名

等
 

修
得

単

位
数
等
 

単
位

を
修

得
し

た
大

学
(
短

期
大

学
)
・

学
部

名
又

は
研

究
科

名
，

学

修
し
た
講
習
名
等
 

区
分
 

授
業
科
目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(注
)1
 
「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。
 

2 
区
分
欄
に
は
，
広
島
大
学
の
各
学
部
又
は
各
研
究
科
で
定
め
る
授
業
科
目
の
区
分
を
記
入
す
る

こ
と
。
 

3 
成
績
証
明
書
の
ほ
か
，
認
定
証
明
書
，
授
業
内
容
，
学
修
内
容
を
記
載
し
た
シ
ラ
バ
ス
等
必
要

な
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

      
 

広
島
大
学
通
則
第

31
条
 

 広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

36
条
 

別
記
様
式
第
2号

(第
5条

第
1項

関
係
) 

 

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書
(学

部
学
生
用
) 

学
生
番
号
 

氏
名
 

広
島
大
学
通
則
第
31
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
し
て

単
位
を
認
定
す
る
。
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

(所
属
す
る
学
部
の
長
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印
 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等
 

認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等
 

区
分
 

授
業
科
目
 

認
定

単

位
数
 

評
価

等
 

既
修
得
授
業
科
目
名
等
 

修
得
単

位
数
等
 

評
価
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

単
位
を
修
得
し
た
大
学
(短

期
大
学
)・

学
部
名
，
学
修
し
た
講
習
名
等
 

備
考
 

※
評
価
を
含
め
て
単
位
認
定
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
評
価
を
評
価
等
欄
に
「
秀
」
，
「
優
」
，
「
良
」
，
「
可
」

の
4
段
階
で

表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
 

    
 

規則30

―規則30 ―



別
記
様
式
第
3号

(第
5条

第
1項

関
係
) 

  

既
修
得
単
位
等
認
定
通
知
書
(大

学
院
学
生
用
) 

 

学
生
番
号
 

氏
名
 

 

広
島
大
学
大
学
院
規
則
第
36
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
広
島
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の

と
し
て
単
位
を
認
定
す
る
。
 

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

(所
属
す
る
研
究
科
の
長
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
印
 

認
定
す
る
授
業
科
目
及
び
単
位
数
等
 

認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
既
修
得
単
位
等
 

区
分
 

授
業
科
目
 

認
定
単

位
数
 

評
価
等
 

既
修
得
授
業
科
目
名
等
 
修
得
単

位
数
等
 

評
価
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

単
位
を
修
得
し
た
大
学
院
・
研
究
科
名
 

備
考
 

 ※
評
価
を
含
め
て
単
位
認
定
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
評
価
を
評
価
等
欄
に
「
秀
」
，
「
優
」
，
「
良
」
，
「
可
」
の
4段

階
で

表
記
し
，
単
位
の
み
認
定
さ
れ
た
場
合
は
「
単
位
認
定
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
 

   

規則31

―規則31 ―



○
広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
転
学
部
の
取
扱
い
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

36
条
第

2

項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)に

お
け
る
転
学
部
の
取
扱
い

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(資
格
) 

第
2
条
 
転
学
部
は
，
本
学
に
在
学
す
る
学
生
で
，
所
属
学
部
及
び
志
望
学
部
の
教
授
会
が
学

生
の
適
性
上
転
学
部
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
能
力
を
伸
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
に
，
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

(公
示
) 

第
3
条
 
各
学
部
長
は
，
転
学
部
を
志
望
す
る
者
に
対
す
る
当
該
年
度
の
選
考
方
法
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
決
定
し
，
12

月
15

日
ま
で
に
学
長
へ
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
1
月

10
日
ま
で
に
各
学
部
の
選
考
方
法
等
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(手
続
) 

第
4
条
 
転
学
部
を
志
望
す
る
者
は
，
転
学
部
願
(別

記
様
式
第

1
号
)を

2
月

1
日
か
ら

2
月

10
日
ま
で
に
所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
を
経
て
所
属
学
部
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

2 
前
項
に
よ
り
出
願
で
き
る
学
部
は
，
一
の
学
部
に
限
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
所
属
学
部
の
チ
ュ
ー
タ
ー
は
，
転
学
部
を
志
望
す
る
者
か
ら
志
望
理
由
を
聴
取
の
上
，
調

査
書
(別

記
様
式
第

2
号
)を

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
転
学
部
の
志
望
を
認
め
た
所
属
学
部
の
長
は
，
2
月
末
日
ま
で
に
志
望
学
部
の
長
に
転
学

部
願
及
び
調
査
書
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(選
考
方
法
) 

第
5
条
 
転
学
部
願
を
受
理
し
た
志
望
学
部
は
，
志
望
の
動
機
，
入
学
試
験
の
成
績
，
学
業
成

績
，
面
接
，
小
論
文
，
筆
記
試
験
，
実
技
検
査
等
を
組
み
合
わ
せ
て
総
合
的
に
判
定
し
，

受
入
れ
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
志
望
学
部
の
長
は
，
学
長
へ
転
学
部
許
可
の
申
請
を

3
月

31
日
ま
で
に
終
え
る
も
の
と
す

る
。
 

(許
可
の
時
期
) 

第
6
条
 
転
学
部
の
許
可
の
時
期
は
，
4
月

1
日
と
す
る
。
 

(配
属
年
次
) 

第
7
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
配
属
年
次
は
，
原
則
と
し
て

2
年

次
と
す
る
。
 

(在
学
年
限
) 

第
8
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
の
残
り
の
在
学
年
限
は
，
転
学
部
先
の
学
部
に
お
け
る
所

定
の
在
学
年
限
か
ら
当
該
者
が
既
に
在
学
し
た
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
と
す
る
。
 

(転
学
部
の
制
限
) 

第
9
条
 
転
学
部
を
許
可
さ
れ
た
者
は
，
原
則
と
し
て
再
び
転
学
部
を
願
い
出
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

附
 
則
 

こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
元
年

5
月

1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
令
和
元
年

5
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

   
 

規則32―規則32 ―



別
記
様
式
第
１
号
(第

4
条
第

1
項
関
係
) 

   
 

別
記
様
式
第
2号

(第
4条

第
3項

関
係
) 

 

調
査

書
 

 学
生

番
号

 
 
 

ふ
り

が
な

 
 
 

氏
名

 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

男 女

 

所
属

 

学
部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
 

志
望

 

学
部
 

学
科
・
類
 
 
 
 
専
攻
・
コ
ー
ス
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
 

入
学

前
の

学
歴

 

 
 
 
 
 
 
 
高
等
学
校
 

 
 
年
 
 
月
卒
業
 

所
在
地
 

 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市
 

 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡
 

 
 

所
在
地
 

 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市
 

 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡
 

 
 

所
在
地
 

 
 
 
 
都
道
 
 
 
 
市
 

 
 
 
 
府
県
 
 
 
 
郡
 

在
学

中
の

異
動

(
休

学
・

改
姓

等
) 

事
項
 

期
間
 
事

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

父
母

等
 

氏
名
 

 
 

続
柄
 

 
 

住
所
 

(〒
 
 
 
) 

 

TE
L 

 
( 

 
 
) 

 
 
 
 

趣
味

特
技
 

 
 

総
合

所
見
 

チ
ュ
ー
タ
ー
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

規則33―規則33 ―



入
学

試
験

成
績

 

選
抜
の
種
類
 

成
績
順
位
 

受
験
番
号
 

 一
般
選
抜
(前

期
日
程
・
後
期
日
程
) 

 広
島
大
学
AO
選
抜
 

(
総

合
評

価
方

式
―

Ⅰ
型

，
Ⅱ

型
，
Ⅲ
型
) 

(フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
方
式
) 

(対
象
別
評
価
方
式
) 

人
中
 
 
 
位
 

 
 

試
験
 
国

語
 
地

歴
 
公

民
数

学
 
理

科
 
外
国
語
 
実

技
 

小
論

文
総

合
問

題
面

接
 

合
計
点
 

調
査
書

評
定
平

均
値
 

大
学
入
試

セ
ン
タ
ー

試
験
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
般
選
抜
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島

大

学
AO

選

抜
 

第
1
次

選
考

 
第

2
次

選
考

 

(注
) 

1 
広
島
大
学
AO
選
抜
の
第
1次

選
考
及
び
第
2次

選
考
の
欄
に
つ
い
て
は
，
審
査
内
容
，
評
価
等

を
記
入
す
る
こ
と
。
 

2 
こ
の
調
査
書
に
は
，
本
学
で
の
学
業
成
績
表
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

  

規則34―規則34 ―



別
記

様
式

第
１

号
（
第

４
条

第
１

項
関

係
）

広
 島

 大
 学

 長
　

　
　

　
　

　
殿

To
 th

e 
Pr

es
id

en
t o

f H
iro

sh
im

a 
U

ni
ve

rs
ity

I r
eq

ue
st 

pe
rm

iss
io

n 
to

 tr
an

sf
er

 sc
ho

ol
 a

s f
ol

lo
w

s.

記

転
学

部
希

望
日

/
Pr

ef
er

re
d 

da
te

 o
f t

ra
ns

fe
r

   
   

   
   

   
年

　
４

月
　

１
日

希
望

学
部

/P
re

fe
rre

d 
Sc

ho
ol

理
由

（
詳

細
）
/

D
et

ai
le

d 
re

as
on

s

住
所

/
A

dd
re

ss

〒 １
．

Th
e 

gu
ar

di
an

 m
us

t b
e 

in
 Ja

pa
n,

 a
nd

 sh
ou

ld
 b

e 
a 

pa
re

nt
 o

r s
om

eo
ne

 c
lo

se
ly

 re
la

te
d 

to
 th

e 
stu

de
nt

 in
 d

ai
ly

 li
fe

.

２
．

「
氏

名
」
欄

及
び

「
本

人
氏

名
」
欄

は
，

必
ず

学
生

本
人

が
自

署
し

，
「
父

母
等

氏
名

」
欄

は
，

必
ず

父
母

等
本

人
が

自
署

す
る

こ
と

。

Th
e 

do
cu

m
en

t m
us

t b
e 

sig
ne

d 
by

 b
ot

h 
th

e 
stu

de
nt

 a
nd

 th
e 

gu
ar

di
an

.

A
pp

en
de

d 
Fo

rm
 N

o.
 1

 (r
el

at
ed

 to
 A

rti
cl

e 
4,

 P
ar

ag
ra

ph
 1

)
チ

 ュ
 ー

 タ
 ー

 印
Su

pe
rv

iso
r’s

 se
al

転
学

部
願

Re
qu

es
t f

or
 T

ra
ns

fe
rri

ng
 S

ch
oo

l

学
　

部
/

Sc
ho

ol

学
科

・
課

程
・
類

・
専

攻
/

D
ep

ar
tm

en
t・

Pr
og

ra
m

・
Cl

us
te

r・
M

aj
or

学
生

番
号

/
St

ud
en

t N
um

be
r

氏
　

　
　

名
/

N
am

e

生
年

月
日

/
D

at
e 

of
 B

irt
h

私
こ

と
，

下
記

の
と

お
り

転
学

部
し

た
い

の
で

，
御

許
可

く
だ

さ
る

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

学
部

名
/

N
am

e 
of

 S
ch

oo
l

学
科

・
課

程
・
類

・
専

攻
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

/
D

ep
ar

tm
en

t・
Pr

og
ra

m
・

Cl
us

te
r・

M
aj

or

※
記

載
さ

れ
た

個
人

情
報

は
，

転
学

部
手

続
業

務
及

び
調

査
・
統

計
を

行
う

目
的

で
利

用
す

る
も

の
で

あ
り

，
こ

の
目

的
以

外
で

利
用

又
は

提
供

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
P

e
rs

o
n
al

 i
n
fo

rm
at

io
n
 a

bo
ve

 w
ill

 b
e
 u

se
d 

e
xc

lu
si

ve
ly

 f
o
r 

tr
an

sf
er

ri
n
g 

sc
h
o
o
l 
an

d 
fo

r 
st

at
is

ti
c
al

 p
u
rp

o
se

s.

提
出

年
月

日
/

D
at

e 
of

 S
ub

m
iss

io
n

本
人

氏
名

/
Si

gn
at

ur
e 

of
 S

tu
de

nt
父

母
等

氏
名

/
Si

gn
at

ur
e 

of
 G

ua
rd

ia
n

T
E
L

（
注

/
N

ot
e）

「
父

母
等

氏
名

」
は

，
父

母
又

は
こ

れ
に

代
わ

る
者

と
す

る
こ

と
。

外
国

人
留

学
生

は
，

日
本

国
内

に
在

住
す

る
者

と
す

る
こ

と
。

規則35
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○
広
島
大
学
科
目
等
履
修
生
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

12
号
) 

広
島
大
学
科
目
等
履
修
生
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

52
条
の

2
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則

第
2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

54
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(履
修
期
間
) 

第
2
条
 
科
目
等
履
修
生
の
履
修
の
期
間
は
，
1
学
年
又
は

1
学
期
(前

期
又
は
後
期
)と

す
る
。
 

(入
学
資
格
) 

第
3
条
 
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
，
学
部
に
あ
っ
て
は
通
則
第

1

1
条
各
号
に
規
定
す
る
者
，
大
学
院
に
あ
っ
て
は
大
学
院
規
則
第

15
条
各
号
に
規
定
す
る
者

で
，
本
学
に
お
い
て
科
目
等
履
修
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
科
目
等
履
修
生
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
留
資
格
を

得
よ
う
と
す
る
者
は
入
学
を
認
め
な
い
。
 

第
3
条
の

2 
前
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
，
学
部
生
を
対
象
に
開
設
す
る
授
業
科
目
の
履
修
を
希

望
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
後
期
課
程
(以

下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
)の

生
徒

で
，
本
学
が
適
当
と
認
め
た
も
の
は
，
科
目
等
履
修
生
と
し
て
学
部
に
入
学
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

2 
高
等
学
校
等
の
生
徒
の
履
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(出
願
手
続
) 

第
4
条
 
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
志
願
す
る
者
(以

下
「
入
学
志
願
者
」
と
い
う
。
)は

，

学
年
又
は
学
期
の
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定
料

9,
80
0
円
を
添
え
，
履

修
を
希
望
す
る
学
部
又
は
研
究
科
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

科
目
等
履
修
生
許
可
願
(別

記
様
式
) 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
 

(4
) 

官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
諾
書
 

(5
) 

外
国
人
で
，
既
に
日
本
に
在
住
し
て
い
る
者
(永

住
者
及
び
特
別
永
住
者
は
除
く
。
)は

，

在
留
カ
ー
ド
の
写
し
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
入
学
志
願
者
が
現
職
教
育
職
員
で
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
に
よ

る
者
(以

下
「
現
職
教
育
職
員
」
と
い
う
。
)で

あ
る
と
き
は
，
前
項
第

1
号
及
び
第

2
号
の
書

類
に
当
該
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
委
託
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(入
学
志
願
者
の
選
考
及
び
入
学
の
許
可
) 

第
5
条
 
前
条
の
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
，
当
該
学
部
又
は
当
該
研
究
科
の
教
授
会
が
そ
の
定

め
る
方
法
に
よ
り
，
選
考
を
行
う
。
 

2 
前
項
の
選
考
の
結
果
に
基
づ
き
合
格
の
通
知
を
受
け
た
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
誓
約
書

を
提
出
す
る
と
と
も
に
，
入
学
料

28
,2
00

円
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

3 
学
長
は
，
前
項
の
手
続
を
完
了
し
た
者
に
入
学
を
許
可
す
る
。
 

(履
修
期
間
の
更
新
) 

第
6
条
 
前
期
の
履
修
期
間
で
入
学
を
許
可
さ
れ
た
科
目
等
履
修
生
が
引
き
続
き
後
期
に
お
い
て

履
修
す
る
こ
と
を
志
願
す
る
と
き
は
，
第

2
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
そ
の
期
間
を
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
前
項
の
更
新
手
続
は
，
前

2
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
入
学
料
は
，

納
付
を
要
し
な
い
。
 

(授
業
料
) 

第
7
条
 
科
目
等
履
修
生
は
，
履
修
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
期
(前

期
又
は
後
期
)ご

と
に
，
指
定
の

期
日
ま
で
に

1
単
位
に
相
当
す
る
授
業
に
つ
い
て

14
,8
00

円
の
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

2 
指
定
の
期
日
ま
で
に
授
業
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に

督
促
す
る
。
 

3 
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
科
目
等
履
修
生
が
，
広
島
大
学
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
規

則
(平

成
20

年
12

月
16

日
規
則
第

17
2
号
)に

定
め
る
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
で
あ

り
，
当
該
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
授
業
科
目
の
単
位
を
修
得
す
る
場
合

は
，
当
該
授
業
科
目
に
係
る
授
業
料
は
納
付
を
要
し
な
い
。
 

(現
職
教
育
職
員
の
検
定
料
等
) 

第
8
条
 
現
職
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
，
第

4
条
第

1
項
及
び
第

5
条
第

2
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
，
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
納
付
を
要
し
な
い
。
 

2 
現
職
教
育
職
員
で
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
，
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
授
業
料
は
，
納
付
を
要

し
な
い
。
 

(既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
の
返
還
) 

第
9
条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
授
業
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

(実
験
，
実
習
等
の
費
用
) 

第
10

条
 
実
験
，
実
習
等
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
科
目
等
履
修
生
の
負
担
と
す
る
。
 

(単
位
の
授
与
) 

第
11

条
 
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
単
位
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
当
該
授
業

科
目
の
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
前
項
の
試
験
及
び
出
席
状
況
に
よ
り
，
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。
 

(証
明
書
の
交
付
) 

第
12

条
 
前
条
に
よ
り
授
与
さ
れ
た
単
位
に
つ
い
て
は
，
本
人
の
請
求
に
よ
り
，
単
位
を
修
得

し
た
旨
の
証
明
書
を
交
付
す
る
。
 

(大
学
の
命
ず
る
退
学
) 

第
13

条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
，

退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(履
修
許
可
の
取
消
し
) 

第
14

条
 
学
長
は
，
科
目
等
履
修
生
が
履
修
の
実
が
上
が
ら
な
い
と
認
め
た
と
き
，
又
は
授
業

料
納
付
の
義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
と
き
は
，
当
該
授
業
科
目
の
履

修
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
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(雑
則
) 

第
15

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則

又
は
大
学
院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
2
年

3
月

10
日
規
則
第

20
号
) 

こ
の
規
則
は
，
令
和

2
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

     
 

別
記
様
式
(第

4条
第
1項

関
係
) 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

広
島
大
学
長
 
 
殿
 

ふ
り
が
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

生
年
月
日
 
 
年
 
 
月
 
 
日
生
 

 

科
目

等
履

修
生

許
可

願
 

 

貴
学
科
目
等
履
修
生
と
し
て
下
記
の
と
お
り
履
修
し
た
い
の
で
，
御
許
可
願
い
ま
す
。
 

 

記
 

 最
終

卒
業

学
校
 
 
 

現
職
 
 
 

履
修

希
望

学
部

名

又
は

研
究

科
名
 

 
 

履
修

期
間
 
 
 
自
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
至
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

履
修

理
由
 
 
 

授
業

科
目

単
位

数
 

前
・

後

通
年

の

別
 

単
位

認

定
の

要
・

不

要
 

承
諾
印
 

履
修

証
明

プ
ロ

グ
ラ

ム
履

修
生

と
し

て
の

履
修

の
有
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

有
・
無
 

同
一
年
度
に
お
け
る
他
の
学
部
又
は
研
究
科
で
の
履
修
の
有
無
 

 
 
 
 
 
□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無
 

有
の
場
合
は
学
部
名
又
は
研
究
科
名
〔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕
 

同
一
年
度
に
お
け
る
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
履
修
生
と
し
て
の
履
修
の
有
無
 

□
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
無
 

 
 
有
の
場
合
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
名
〔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〕
 

(注
) 

1 
「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。
 

2 
「
承
諾
印
」
欄
は
，
事
前
に
受
講
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
授
業
担
当
教
員
に
確
認
の
上
，
押
印

を
依
頼
す
る
こ
と
。
 

3 
許
可
願
は
，
学
部
又
は
研
究
科
ご
と
に
別
葉
と
す
る
こ
と
。
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○
広
島
大
学
学
生
表
彰
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

14
号
) 

広
島
大
学
学
生
表
彰
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

39
条
第

2

項
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

40
条
及
び
広
島
大
学

特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号
)第

16
条
第

1
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)の

規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い

う
。
)の

学
生
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(表
彰
の
基
準
) 

第
2
条
 
表
彰
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
本
学
の
学
生
又
は
学
生
を
構
成
員
と

す
る
団
体
に
つ
い
て
行
う
。
 

(1
) 

学
術
研
究
活
動
に
お
い
て
，
特
に
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(2
) 

課
外
活
動
に
お
い
て
，
特
に
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
，
課
外
活
動
の
振
興
に
功
績
が

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(3
) 

社
会
活
動
に
お
い
て
，
特
に
顕
著
な
功
績
を
残
し
，
社
会
的
に
高
い
評
価
を
受
け
た

と
認
め
ら
れ
る
者
 

(4
) 

そ
の
他
前

3
号
と
同
等
以
上
の
表
彰
に
値
す
る
行
為
等
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
 

(表
彰
対
象
者
の
推
薦
) 

第
3
条
 
理
事
(教

育
担
当
)，

副
学
長
(学

生
支
援
担
当
)，

学
部
長
及
び
研
究
科
長
は
，
前
条

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
，
学
長
に
推
薦
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(表
彰
の
審
議
) 

第
4
条
 
学
長
は
，
前
条
の
推
薦
が
あ
っ
た
と
き
は
，
審
査
会
を
設
置
す
る
。
 

2 
審
査
会
の
構
成
員
は
，
別
に
定
め
る
。
 

3 
表
彰
は
，
審
査
会
の
意
見
を
聴
き
，
教
育
研
究
評
議
会
の
議
を
経
て
行
う
。
 

(表
彰
の
方
法
) 

第
5
条
 
表
彰
は
，
学
長
が
表
彰
状
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
 

(表
彰
の
時
期
) 

第
6
条
 
表
彰
は
，
原
則
と
し
て
次
の
日
に
行
う
。
 

 
入
学
式
の
日
 

 
学
位
記
授
与
式
の
日
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
表
彰
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
，
そ
の
都

度
行
う
。
 

(公
表
) 

第
7
条
 
被
表
彰
者
は
，
学
内
に
公
表
す
る
。
 

(事
務
) 

第
8
条
 
学
生
の
表
彰
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
9
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
学
生
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定

め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
31

年
4
月

1
日
規
則
第

67
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

31
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準
 (平

成
16

年
4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
学
生
表
彰
基
準
 

1 
表
彰
の
対
象
者
に
つ
い
て
 

表
彰

の
時

点
に

お
い

て
，

死
亡

，
卒

業
等

に
よ

り
学

籍
を

離
れ

て
い

る
者

に
つ

い
て

も
，

そ
の
者
の
在
学
中
に
行
っ
た
行
為
が
死
亡
，
卒
業
等
の
後
に
高
く
評
価
さ
れ
た
と
き
は
，

広
島
大
学
学
生
表
彰
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

14
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
)第

1
条
及
び
第

2
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
表
彰
候
補
者
の
推
薦
方
法
に
つ
い
て
 

規
則
第

3
条
に
規
定
す
る
表
彰
候
補
者
の
推
薦
は
，
所
定
の
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と

し
，
当
該
学
生
の
行
為
が
表
彰
に
値
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と

す
る
。
 

3 
審
査
会
に
つ
い
て
 

規
則
第

4
条
に
規
定
す
る
審
査
会
は
，
教
育
研
究
評
議
会
の
構
成
員
を
中
心
に
，
学
長

が
指
名
す
る
者
若
干
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
重
複
表
彰
に
つ
い
て
 

重
複
表
彰
の
制
限
は
し
な
い
も
の
と
し
，
一
度
表
彰
さ
れ
た
学
生
に
再
度
表
彰
に
値
す

る
行
為
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
，
再
度
の
表
彰
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

5 
表
彰
の
方
法
に
つ
い
て
 

(1
) 

規
則
第

5
条
の
規
定
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
表
彰
状
の
様
式
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(2
) 

サ
ー
ク
ル
等
の
学
生
団
体
の
活
動
が
表
彰
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
，
そ

の
団
体
を
表
彰
す
る
も
の
と
す
る
が
，
表
彰
状
は
，
そ
の
活
動
に
従
事
し
た
構
成
員

個
々
に
授
与
で
き
る
も
の
と
す
る
(例

え
ば
，
団
体
競
技
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
た
こ
と

を
理
由
に
表
彰
す
る
場
合
は
，
そ
の
競
技
会
に
つ
い
て
出
場
選
手
登
録
が
な
さ
れ
て
い

た
学
生
個
々
に
表
彰
状
を
授
与
す
る
。
)。

 

6 
表
彰
の
公
表
に
つ
い
て
 

規
則
第

7
条
の
規
定
に
よ
り
表
彰
を
受
け
た
者
の
公
表
は
，
学
報
等
に
掲
載
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

7 
表
彰
の
基
準
に
つ
い
て
 

(1
) 

学
術
研
究
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て
 

ア
 
学
部
生
 

 
  ①

  
「
成
績
優
秀
者
」
 

 
  

  
各
学
部
は
，
各
年
度
に
お
い
て
卒
業
す
る
学
生
の
中
か
ら
，
原
則
と
し
て

1
人
の

「
成
績
優
秀
者
」
を
選
定
し
，
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
  

 
そ
の
他
 

②
 

 
  

  
上
記
の
「
成
績
優
秀
者
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
，
所
属
学
部
の
専
門
領
域
に
お

い
て
国
内
外
の
学
界
で
高
く
評
価
さ
れ
る
研
究
実
績
を
あ
げ
た
者
に
つ
い
て
は
，
別

途
表
彰
の
対
象
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
大
学
院
生
等
 

各
研
究
科
等
は
，
研
究
論
文
，
研
究
業
績
等
が
国
内
外
の
学
界
に
お
い
て
特
に
高

い
評
価
(学

会
賞
の
受
賞
又
は
評
価
の
高
い
学
術
誌
へ
の
発
表
等
)を

受
け
，
本
学
の

名
誉
を
高
め
た
者
が
い
る
場
合
に
表
彰
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
し
，
推
薦

は
原
則
と
し
て

1
人
と
す
る
。
 

(2
) 

課
外
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て
 

ア
 
体
育
系
 

体
育
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
競
技
会
で
の
入

賞
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
成
績
」
以
上
の
成
績
を
収
め
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考

慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
文
化
系
 

文
化
系
の
課
外
活
動
に
お
け
る
成
績
と
し
て
は
，
「
全
国
規
模
の
コ
ン
ク
ー
ル
等

で
の
高
い
評
価
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
評
価
」
以
上
の
評
価
を
得
た
者
を
表
彰
候
補
者

と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(3
) 

社
会
活
動
に
関
す
る
表
彰
に
つ
い
て
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会
活
動
で
特
に

顕
著
な
功
績
が
あ
っ
た
者
を
表
彰
候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
，
国
内
外
の
公
的
機
関
等
に
よ
る
表
彰
の
有
無
，
新
聞
等
に
よ
る
報
道
の
有
無

は
，
あ
く
ま
で
も
参
考
に
と
ど
め
，
表
彰
の
絶
対
的
基
準
と
は
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(4
) 

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
表
彰
に
つ
い
て
 

そ
の
行
為
が
社
会
的
に
高
く
評
価
さ
れ
，
本
学
学
生
の
模
範
と
な
り
う
る
者
を
表
彰

候
補
者
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
基
準
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

14
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
基
準
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則
 

(平
成

28
年

3
月

7
日
規
則
第

20
号
) 

広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

40
条
第

3

項
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

41
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
)の

規
定
に
基
づ
き
，
学
生
の
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

(懲
戒
の
種
類
) 

第
2
条
 
懲
戒
の
内
容
は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
懲
戒
の
種
類
に
応
じ
，
当
該
各
号
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

訓
告
 
文
書
に
よ
り
注
意
を
与
え
，
将
来
を
戒
め
る
こ
と
。
 

(2
) 

停
学
 
一
定
の
期
間
又
は
期
間
を
定
め
ず
に
登
校
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
。
 

イ
 
有
期
の
停
学
 
3
月
未
満
の
停
学
で
，
確
定
期
限
を
付
す
も
の
 

ロ
 
無
期
の
停
学
 
3
月
以
上
の
停
学
で
，
確
定
期
限
を
付
さ
ず
，
指
導
に
よ
る
効
果
等

の
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
そ
の
解
除
の
時
期
を
決
定
す
る
も
の
 

(3
) 

退
学
 
学
生
と
し
て
の
身
分
を
失
わ
せ
る
こ
と
。
 

(懲
戒
の
要
否
等
の
決
定
) 

第
3
条
 
懲
戒
に
相
当
す
る
行
為
の
存
否
及
び
懲
戒
の
処
分
量
定
は
，
学
生
に
よ
る
事
件
事
故

に
係
る
原
因
行
為
の
悪
質
性
，
結
果
の
重
大
性
等
を
踏
ま
え
て
，
総
合
的
に
勘
案
し
て
決

定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
原
因
行
為
の
悪
質
性
の
認
否
に
当
た
っ
て
は
，
学
生
の
主
観
的
態
様
，
行
為
の
性
質
，
当

該
行
為
に
至
る
動
機
及
び
事
後
の
対
応
等
を
勘
案
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
，
過
去
に
懲
戒
を
受
け
た
者
又
は
次
条
に
規
定
す
る
学
部
等
の
長
の
指
導
を

受
け
た
者
に
よ
る
事
件
事
故
で
あ
る
場
合
は
，
よ
り
悪
質
性
が
高
い
も
の
と
み
な
す
。
 

3 
結
果
の
重
大
性
の
認
否
に
当
た
っ
て
は
，
精
神
的
損
害
を
含
め
た
人
身
損
害
の
有
無
及
び

そ
の
程
度
，
物
的
損
害
の
有
無
及
び
そ
の
程
度
，
当
該
行
為
が
社
会
に
与
え
た
影
響
等
を

勘
案
し
て
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
部
等
の
長
の
指
導
) 

第
4
条
 
学
生
に
よ
る
事
件
事
故
が
懲
戒
に
至
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
，
学
部
又

は
研
究
科
 (
以
下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)の

長
は
，
学
生
に
対
し
，
厳
重
注
意
そ
の
他
の

指
導
(以

下
「
学
部
等
の
長
の
指
導
」
と
い
う
。
)を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(懲
戒
の
処
分
量
定
の
標
準
例
) 

第
5
条
 
懲
戒
の
処
分
量
定
の
標
準
例
は
，
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(事
件
事
故
の
報
告
) 

第
6
条
 
学
生
に
よ
る
事
件
事
故
(ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
不
正
受
験
を
除
く
。
)が

発
生
し
た
場

合
は

，
当

該
学

生
が

所
属

す
る

学
部

等
の

長
は

，
速

や
か

に
学

長
に

通
報

す
る

と
と

も
に

，

事
実
関
係
の
調
査
を
行
い
，
そ
の
調
査
の
結
果
を
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(事
実
関
係
の
調
査
) 

第
7
条
 
学
部
等
の
長
は
，
事
実
関
係
の
調
査
並
び
に
事
件
事
故
に
係
る
事
実
の
存
否
及
び
周

辺
事
情
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
，
原
則
と
し
て
，
学
生
か
ら
事
情
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

2 
学
生
が
刑
事
法
上
の
身
柄
拘
束
等
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
，
事
情
聴
取
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
で
，
か
つ
，
学
部
等
の
長
が
事
情
聴
取
の
必
要
性
を
認
め
る
と
き
は
，

事
情
聴
取
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
間
，
前
条
の
調
査
結
果
の
報
告
を
留
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
証
拠
が
伝
聞
で
あ
り
，
か
つ
，
学
生
が
異
議
を
述
べ
て
い
る
場

合
は
，
当
該
学
生
の
供
述
よ
り
も
信
用
す
る
に
足
る
べ
き
他
者
の
供
述
が
得
ら
れ
た
場
合

な
ど
，
特
別
な
情
況
が
あ
る
と
き
に
限
り
，
当
該
事
実
が
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
も
の
と

す
る
。
 

(審
査
会
) 

第
8
条
 
学
長
は
，
第

6
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
事
件
事
故
に
つ
い
て
，
懲
戒
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
(ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
，
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

11
1
号
)第

6
条
第

2
項
の

規
定
に
基
づ
き
教
育
研
究
評
議
会
(以

下
「
評
議
会
」
と
い
う
。
)に

付
議
し
た
事
案
に
お
い

て
，
評
議
会
が
学
生
の
懲
戒
が
相
当
と
判
断
し
た
と
き
)は

，
学
生
懲
戒
審
査
会
(以

下
「
審

査
会
」
と
い
う
。
)を

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
審
査
会
は
，
副
学
長
(学

生
支
援
担
当
)，

当
該
学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
の
長
及
び
他
の

学
部
等
の
長
若
干
人
で
組
織
す
る
も
の
と
し
，
事
件
事
故
の
内
容
に
応
じ
て
学
長
が
必
要

と
認
め
る
者
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

3 
審
査
会
は
，
第

6
条
の
報
告
(次

項
の
規
定
に
よ
り
追
加
の
調
査
を
行
っ
た
場
合
は
，
当
該

調
査
の
結
果
の
報
告
を
含
む
。
)に

基
づ
き
，
学
生
へ
の
懲
戒
の
要
否
，
懲
戒
の
種
類
及
び

懲
戒
の
内
容
に
つ
い
て
審
査
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
審
査
会
は
，
当
該
学
生
に
対

し
て
，
口
頭
又
は
文
書
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
審
査
会
は
，
必
要
に
応
じ
て
，
学
部
等
の
長
に
対
し
て
，
当
該
学
部
等
が
行
っ
た
事
実
関

係
の
調
査
及
び
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
，
又
は
追
加
の
調
査
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

5 
審
査
会
は
，
審
査
の
結
果
を
文
書
で
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(審
査
の
結
果
の
通
知
) 

第
9
条
 
学
長
は
，
前
条
第

5
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
，
審
査
会
の
審
査
の
結
果
を
当
該

学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
の
長
に
通
知
す
る
。
 

(学
部
等
に
お
け
る
審
議
) 
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第
10

条
 
学
部
等
の
長
は
，
前
条
の
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
教
授

会
の
審
議
に
付
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
教
授
会
は
，
当
該
学
生
の
懲
戒

に
つ
い
て
学
長
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。
 

(評
議
会
へ
の
諮
問
) 

第
11

条
 
学
長
は
，
審
査
会
の
審
査
の
結
果
及
び
学
部
等
の
教
授
会
の
意
見
の
双
方
又
は
い

ず
れ
か
一
方
が
学
生
の
懲
戒
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て

評
議
会
に
諮
問
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
評
議
会
は
，
当
該
学
生
に
対
し
て
，
口
頭

又
は
文
書
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

(懲
戒
の
決
定
) 

第
12

条
 
学
長
は
，
評
議
会
の
審
議
を
踏
ま
え
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

(不
正
受
験
の
取
扱
い
) 

第
13

条
 
学
部
等
の
長
は
，
学
生
に
よ
る
不
正
受
験
が
発
覚
し
た
場
合
は
，
学
長
に
通
報
す

る
と
と
も
に
，
当
該
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
教
授
会
の
審
議
に
付
す
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
，
教
授
会
は
，
当
該
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
学
長
に
意
見
を
述
べ
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
前
項
の
教
授
会
の
意
見
が
学
生
の
懲
戒
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
，
学

生
の
懲
戒
に
つ
い
て
評
議
会
に
諮
問
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
評
議
会
は
，
当
該
学

生
に
対
し
て
，
口
頭
又
は
文
書
に
よ
る
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
学
長
は
，
評
議
会
の
審
議
を
踏
ま
え
，
学
生
の
懲
戒
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

(懲
戒
の
手
続
) 

第
14

条
 
懲
戒
処
分
は
，
学
生
に
処
分
通
知
書
(別

記
様
式
第

1
号
)を

交
付
し
，
又
は
口
頭

に
よ
り
通
知
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
処
分
通
知
書
の
交
付
を
行
う
際
に
，
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
学
生
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
，
当
該
学
生
の
最
後
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
簡
易
裁
判
所
に
対
し
民
法
(明

治
29

年
法
律
第

89
号
)に

定
め
る
公
示
の
手
続
を
行
い
，
公
示
さ
れ
た
日
か
ら

2
週
間
を

経
過
し
た
と
き
に
処
分
通
知
書
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(懲
戒
処
分
の
効
力
) 

第
15

条
 
懲
戒
処
分
の
効
力
は
，
処
分
通
知
書
を
学
生
に
交
付
し
た
と
き
，
又
は
口
頭
に
よ

り
通
知
し
た
時
点
で
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(停
学
期
間
) 

第
16

条
 
停
学
の
期
間
の
計
算
は
，
暦
に
従
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
し
，
懲
戒
処
分
の
効
力

発
生
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。
 

(無
期
の
停
学
の
解
除
) 

第
17

条
 
無
期
の
停
学
の
解
除
は
，
学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
の
長
か
ら
の
申
出
に
よ
り
，

学
長
が
評
議
会
に
諮
問
し
て
行
う
。
 

(停
学
中
の
学
生
指
導
) 

第
18

条
 
停
学
中
の
学
生
に
対
す
る
指
導
は
，
学
生
が
所
属
す
る
学
部
等
が
行
う
も
の
と
す

る
。
 

(停
学
中
の
期
末
試
験
及
び
履
修
登
録
) 

第
19

条
 
停
学
の
期
間
中
に
お
け
る
期
末
試
験
の
受
験
及
び
履
修
手
続
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
，
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

停
学
を
開
始
し
た
タ
ー
ム
又
は
学
期
の
期
末
試
験
の
受
験
を
認
め
る
。
た
だ
し
，
受

験
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(2
) 

停
学
の
期
間
中
の
全
て
の
履
修
登
録
を
認
め
る
。
 

(告
示
) 

第
20

条
 
学
長
は
，
学
生
の
懲
戒
を
行
っ
た
と
き
は
，
当
該
学
生
及
び
被
害
者
が
特
定
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
内
容
を
除
き
，
原
則
と
し
て
，
事
案
の
概
要
，
懲
戒
の
種
類
，
処
分
年

月
日
を
懲
戒
告
示
(別

記
様
式
第

2
号
)に

よ
り
学
内
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(証
明
書
類
等
へ
の
記
載
の
禁
止
) 

第
21

条
 
本
学
が
作
成
す
る
成
績
証
明
書
そ
の
他
の
証
明
書
類
に
，
懲
戒
の
有
無
及
び
学
部

等
の
長
の
指
導
の
有
無
並
び
に
そ
の
内
容
等
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

2 
学
生
の
就
職
又
は
進
学
に
際
し
て
指
導
教
員
そ
の
他
本
学
関
係
者
が
作
成
す
る
推
薦
書
類

そ
の
他
の
書
類
に
，
懲
戒
の
有
無
及
び
学
部
等
の
長
の
指
導
の
有
無
並
び
に
そ
の
内
容
等

を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(守
秘
義
務
) 

第
22

条
 
学
生
の
懲
戒
に
関
す
る
事
項
に
関
わ
っ
た
職
員
は
，
学
生
の
懲
戒
に
関
し
て
知
り

得
た
情
報
を
正
当
な
理
由
な
く
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(雑
則
) 

第
23

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
広
島
大
学
学
生
懲
戒
指
針
(平

成
16

年
4
月

1
日
学
長
決
裁
)及

び
広
島
大
学
学
生
懲
戒
指

針
の
運
用
に
つ
い
て
(申

合
せ
)(
平
成

22
年

9
月

21
日
学
長
決
裁
)は

，
廃
止
す
る
。
 

3 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
発
生
し
た
学
生
に
よ
る
事
件
事
故
に
対
す
る
懲
戒
の
適
用
に
つ
い

て
は
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(令

和
元
年

5
月

1
日
規
則
第

10
0
号
) 

こ
の
規
則
は
，
令
和
元
年

5
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
(第

5
条
関
係
) 

懲
戒
の
処
分
量
定
の
標
準
例
 

種
類
 

事
件
事
故
 

処
分
量
定
 

犯
罪
行
為

等
 

 
殺
人
，
強
盗
，
強
制
性
交
等
，
誘
拐
，
放
火
等
の
凶
悪
な
犯
罪
行

為
 

退
学
 

 
暴
行
，
傷
害
，
万
引
き
そ
の
他
の
窃
盗
，
横
領
，
恐
喝
又
は
詐
欺

行
為
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
麻
薬
，
覚
せ
い
剤
等
の
薬
物
犯
罪
行
為
(栽

培
，
売
買
，
不
正
所

持
又
は
使
用
) 

退
学
又
は

停
学
(無

期
) 

 
賭
博
行
為
 

停
学
又
は

訓
告
 

 
性
的
な
迷
惑
行
為
(痴

漢
行
為
，
の
ぞ
き
見
，
盗
撮
行
為
等
)，

わ

い
せ
つ
行
為
(公

然
わ
い
せ
つ
，
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
)，

性
暴
力
行

為
(強

制
わ
い
せ
つ
等
)又

は
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
不
正
利
用
に
よ
る
犯
罪
行

為
 

退
学
又
は

停
学
 

交
通
事
故

等
 

 
飲
酒
運
転
若
し
く
は
暴
走
運
転
に
よ
り
相
手
を
死
亡
さ
せ
，
又
は

高
度
後
遺
障
害
等
を
負
わ
せ
る
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
 

退
学
 

 
飲
酒
運
転
又
は
暴
走
運
転
に
よ
り
人
身
事
故
(高

度
後
遺
障
害
等

を
負
わ
せ
る
人
身
事
故
を
除
く
。
)を

起
こ
し
た
場
合
 

退
学
又
は

停
学
(無

期
) 

 
無
免
許
運
転
等
悪
質
な
交
通
法
規
違
反
に
よ
り
相
手
を
死
亡
さ

せ
，
又
は
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
 

退
学
又
は

停
学
(無

期
) 

 
飲
酒
運
転
，
暴
走
運
転
又
は
無
免
許
運
転
 

停
学
 

不
正
受
験

 
替
え
玉
受
験
等
の
悪
質
な
不
正
行
為
 

退
学
又
は

停
学
 

 
カ
ン
ニ
ン
グ
等
の
不
正
行
為
 

停
学
又
は

訓
告
 

 
監
督
者
の
注
意
又
は
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
 

訓
告
 

研
究
活
動

上
の
不
正

行
為
 

 
研
究
活
動
に
お
け
る
ね
つ
造
，
改
ざ
ん
又
は
盗
用
 

退
学
又
は

停
学
 

 
研
究
費
等
の
不
正
使
用
 

停
学
又
は

訓
告
 

ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
 

 
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
，
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
行
為
，
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
又
は
モ
ラ
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

非
違
行
為

等
 

 
本
学
の
知
的
財
産
を
故
意
に
喪
失
さ
せ
る
行
為
 

退
学
又
は

停
学
 

 
本
学
が
管
理
す
る
建
造
物
へ
の
不
法
侵
入
又
は
そ
の
不
正
使
用
若

し
く
は
占
拠
若
し
く
は
損
壊
若
し
く
は
失
火
(結

果
が
重
大
な
も
の

に
限
る
。
) 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
本
学
の
構
成
員
に
対
す
る
暴
力
行
為
，
威
嚇
，
拘
禁
又
は
拘
束
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
本
学
の
教
育
研
究
又
は
管
理
運
営
を
著
し
く
妨
げ
る
暴
力
的
行
為
 退

学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
本
学
が
管
理
す
る
器
物
の
損
壊
，
汚
損
又
は
失
火
(結

果
が
重
大

な
も
の
に
限
る
。
) 

停
学
又
は

訓
告
 

 
飲
酒
を
強
要
し
，
死
に
至
ら
し
め
る
等
重
大
な
事
態
を
生
じ
さ
せ

た
場
合
 

退
学
又
は

停
学
 

 
飲
酒
を
強
要
し
，
急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
等
の
被
害
を
生
じ
さ
せ

た
場
合
 

停
学
又
は

訓
告
 

 
未
成
年
者
に
対
す
る
飲
酒
若
し
く
は
喫
煙
を
強
要
又
は
助
長
す
る

行
為
 

停
学
又
は

訓
告
 

 
授
業
，
実
習
，
研
修
等
で
知
り
得
た
個
人
情
報
の
漏
え
い
，
紛
失

等
の
不
適
切
な
取
扱
い
 

停
学
又
は

訓
告
 

 
人
を
教
唆
し
て
事
件
事
故
を
実
行
さ
せ
た
場
合
又
は
人
の
事
件
事

故
を
幇
助
し
た
場
合
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
 

 
そ
の
他
，
本
学
の
信
用
を
著
し
く
失
墜
さ
せ
る
行
為
 

退
学
，
停

学
又
は
訓

告
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別
記
様
式
第

1
号

(第
14

条
第

1
項
関
係

) 
  

処
 
分
 
通
 
知
 
書

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
入
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
部
・
学
科

(研
究
科
・
専
攻

) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
 

   
広
島
大
学
通
則
第

40
条

(広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

41
条
に
お
い
て
準
用
す
る
広
島
大

学
通
則
第

40
条

)の
規
定
に
基
づ
き
，
 
 
 
に
処
す
る
。

 
  

処
 
分
 
理
 
由

 
  

 
     

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
長
 
 

 
  

 

 別
記
様
式
第

2
号

(第
20

条
関
係

) 
   

 

懲
戒
告
示

 
 こ
の
た
び
，
本
学
学
生
が
学
生
の
本
分
に
反
す
る
行
為
を
行
っ

た
た
め
，
広
島
大
学
通
則
第

40
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と

お
り
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
の
で
，
告
示
す
る
。

 

今
後
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
再
発
し
な
い
よ
う
，
学
生
諸
君
の

一
層
の
自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

 

 
記
 

  事
案
の
概
要

 

懲
戒
の
種
類

 

処
分
年
月
日
 
 
令
和
 
年
 
月
 
日

 

  令
和
 
年
 
月
 
日

  

 

広
 島

 大
 学

 長
  

 

規則43

別
記
様
式
第

1
号

(第
14

条
第

1
項
関
係

) 
  

処
 
分
 
通
 
知
 
書

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
入
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
部
・
学
科

(研
究
科
・
専
攻

) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
 

   
広
島
大
学
通
則
第

40
条

(広
島
大
学
大
学
院
規
則
第

41
条
に
お
い
て
準
用
す
る
広
島
大

学
通
則
第

40
条

)の
規
定
に
基
づ
き
，
 
 
 
に
処
す
る
。

 
  

処
 
分
 
理
 
由

 
  

 
     

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
長
 
 

 
  

 

 別
記
様
式
第

2
号

(第
20

条
関
係

) 
   

 

懲
戒
告
示

 
 こ
の
た
び
，
本
学
学
生
が
学
生
の
本
分
に
反
す
る
行
為
を
行
っ

た
た
め
，
広
島
大
学
通
則
第

40
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
下
記
の
と

お
り
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
の
で
，
告
示
す
る
。

 

今
後
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
再
発
し
な
い
よ
う
，
学
生
諸
君
の

一
層
の
自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

 

 
記
 

  事
案
の
概
要

 

懲
戒
の
種
類

 

処
分
年
月
日
 
 
令
和
 
年
 
月
 
日

 

  令
和
 
年
 
月
 
日

  

 

広
 島

 大
 学

 長
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○
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

15
号
) 

広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則

2
号
)第

56
条
第

2
項

の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
生
(以

下
「
学
生
」
と
い

う
。
)が

学
生
生
活
上
守
る
べ
き
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
証
) 

第
2
条
 
学
生
は
，
学
生
証
の
交
付
を
受
け
，
常
に
携
帯
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
学
生
証
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(住
所
届
) 

第
3
条
 
学
生
は
，
入
学
後
速
や
か
に
，
本
人
の
住
所
並
び
に
帰
省
先
住
所
及
び
連
絡
先
(以

下
「
住
所
等
」
と
い
う
。
)を

所
定
の
様
式
で
所
属
学
部
の
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
は
，
速
や
か
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

(健
康
診
断
) 

第
4
条
 
学
生
は
，
本
学
が
行
う
健
康
診
断
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
や
む
を
得
な

い
理
由
の
た
め
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
，
所
属
学
部
の
長
に
届
け
出
て
そ
の

指
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

(学
生
団
体
の
届
出
) 

第
5
条
 
学
生
が
，
単
一
の
学
部
の
学
生
を
も
っ
て
団
体
を
結
成
す
る
と
き
は
，
代
表
責
任
者

は
，
そ
の
所
属
学
部
の
長
に
所
定
の
学
生
団
体
結
成
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
団
体
の
構
成
員
が

2
学
部
以
上
に
わ
た
る
団
体
で
あ
る
と
き
は
，
代
表
責
任
者
は
，
学
長

に
所
定
の
学
生
団
体
結
成
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
結
成
さ
れ
た
団
体
の
活
動
が
継
続
す
る
場
合
は
，
毎
年

5
月
末
日
ま
で
に
，
第

1
項
に
基

づ
く
学
生
団
体
の
代
表
責
任
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
所
属
学
部
の
長
に
，
前
項
に
基
づ
く
学

生
団

体
の

代
表

責
任

者
に

あ
っ

て
は

学
長

に
，

所
定

の
更

新
届

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

4 
前

3
項
に
規
定
す
る
届
に
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

団
体
の
名
称
 

(2
) 

団
体
の
目
的
 

(3
) 

連
絡
先
 

(4
) 

代
表
責
任
者
の
氏
名
 

(5
) 

所
属
学
部
別
の
構
成
員
数
 

(6
) 

団
体
の
構
成
員
の
氏
名
及
び
連
絡
先
 

(学
生
又
は
学
生
団
体
の
施
設
使
用
) 

第
6
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
が
学
内
施
設
(運

動
場
及
び
道
路
等
を
含
む
。
)を

使
用
す
る
と

き
(ち

ら
し
・
ビ
ラ
等
の
文
書
を
配
付
す
る
場
合
を
含
む
。
)は

，
責
任
者
は
，
原
則
と
し
て

3
日
前
ま
で
に
，
学
部
の
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
学
部
の
長
に
，
そ
の
他
の
施
設
の

場
合
に
あ
っ
て
は
学
長
に
，
所
定
の
施
設
使
用
願
を
提
出
し
，
そ
の
承
認
を
受
け
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
施
設
使
用
願
に
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

使
用
目
的
 

(2
) 

日
時
及
び
場
所
 

(3
) 

責
任
者
の
氏
名
 

(4
) 

参
加
人
員
(学

外
者
の
人
員
を
含
む
。
) 

(掲
示
及
び
立
看
板
) 

第
7
条
 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
学
生
又
は
学
生
団
体
に
よ
る
学
内
で
の
掲
示
物
の
掲

示
又
は
立
看
板
の
掲
出
に
つ
い
て
は
，
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

掲
示
物
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
板
に
掲
示
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

立
看
板
は
，
所
定
の
学
生
用
掲
示
場
に
掲
出
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

掲
示
板
の
掲
示
物
の
大
き
さ
は

1
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
，
立
看
板
の
大
き
さ
は

2
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

掲
示
及
び
掲
出
の
期
間
は

3
週
間
以
内
と
し
，
こ
の
期
間
を
経
過
し
た
掲
示
物
及
び

立
看
板
は
，
撤
去
す
る
こ
と
。
 

(行
事
及
び
集
会
) 

第
8
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
学
内
に
お
い
て
行
事
又
は
集
会
を
行
う
場
合
は
，
授
業
，

研
究
，
診
療
，
試
験
実
施
等
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
9
条
 
学
生
又
は
学
生
団
体
は
，
法
令
及
び
本
学
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
も
の
と
し
，
本
学

の
秩
序
又
は
風
紀
を
乱
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

(準
用
) 

第
10

条
 
こ
の
規
則
の
規
定
は
，
大
学
院
及
び
専
攻
科
の
学
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

2 
第

2
条
か
ら
第

4
条
ま
で
の
規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含
む
。
)及

び
科
目
等

履
修
生
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
11

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
程
(平

成
7
年
広
島
大
学

規
程
第

4
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
学
生
証
は
，
こ
の

規
則
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
学
生
証
と
み
な
す
。
 

規則44―規則44 ―



3 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
て
い
る
住
所
届
及
び
学
生
団
体

は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
た
住
所
届
及
び
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

4 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
程
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
て
い
る
学
生
又
は
学
生

団
体
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
学
生
又
は
学
生
団
体
と
み
な
す
。
 

附
 
則
(平

成
30

年
9
月

14
日
規
則
第

11
7
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

9
月

14
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(教

育
・
学
生
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

15
号
)第

2
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
学
生
証
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。
 

(交
付
) 

第
2
条
 
学
生
は
，
入
学
，
転
学
部
若
し
く
は
転
学
科
を
し
た
と
き
，
又
は
そ
の
有
効
期
間
が

経
過
し
た
と
き
に
は
，
所
属
の
学
部
又
は
研
究
科
で
，
所
定
の
学
生
証
(別

記
様
式
)の

交
付

を
受
け
，
常
に
こ
れ
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
3
条
 
学
生
証
に
は
，
本
学
指
定
の
形
式
に
よ
る
本
人
の
写
真
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
有
効
と

認
め
な
い
。
 

(有
効
期
間
) 

第
4
条
 
学
生
証
の
有
効
期
間
は
，
発
行
の
日
か
ら
学
部
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
通
則
(平

成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い
う
。
)第

4
条
に
定
め
ら
れ
た
修
業
年

限
，
研
究
科
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。

以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

6
条
か
ら
第

9
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
標
準
修
業
年

限
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
 

2 
修
業
年
限
又
は
標
準
修
業
年
限
を
超
え
て
在
学
し
，
前
項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
が
経
過

し
た
後
に
交
付
す
る
学
生
証
の
有
効
期
間
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

通
則
第

22
条
第

1
項
又
は
大
学
院
規
則
第

32
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
長
期
に

わ
た
る
教
育
課
程
の
履
修
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
は
，
発
行
の
日
か
ら
当
該
履
修
を
認

め
ら
れ
た
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
 

(2
) 

前
号
以
外
の
者
は
，
発
行
の
日
か
ら

1
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
，
発
行
時
に
お
い
て

休
学
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
，
発
行
の
日
か
ら
当
該
許
可
さ
れ
た
休
学
期

間
の
終
了
後

1
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。
 

(提
示
) 

第
5
条
 
学
生
証
は
，
本
学
職
員
の
要
求
が
あ
れ
ば
，
い
つ
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(取
扱
い
) 

第
6
条
 
学
生
証
は
，
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
7
条
 
学
生
証
は
，
学
生
が
学
籍
を
離
れ
た
と
き
，
又
は
有
効
期
間
を
経
過
し
た
と
き
，
速

や
か
に
発
行
者
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(再
交
付
) 

第
8
条
 
学
生
は
，
学
生
証
を
紛
失
し
た
と
き
，
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
た
と
き
，
若
し
く

は
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
学
生
証
の
有
効
期
間
を
超
え
て
在
学
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
，
速
や
か
に
再
交
付
を
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(準
用
) 

第
9
条
 
こ
の
細
則
(第

4
条
第

2
項
を
除
く
。
)の

規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
)，

科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
及
び
日
本
語
等

予
備
教
育
生
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
第

2
条
中
「
入
学
，
転
学
部
転
学
科

を
し

た
と

き
」

と
あ

る
の

は
特

別
研

究
学

生
に

あ
っ

て
は

「
受

入
れ

を
認

め
ら

れ
た

と
き

」

と
，
特
別
聴
講
学
生
及
び
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
た

と
き
」
と
，
「
所
属
の
学
部
又
は
研
究
科
」
と
あ
る
の
は
研
究
生
に
あ
っ
て
は
「
所
属
の

学
部
，
研
究
科
，
原
爆
放
射
線
医
科
学
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教

育
研
究
施
設
」
と
，
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院
」

と
，
第

4
条
第

1
項
中
「
学
部
に
あ
っ
て
は
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」
と
い
う
。
)第

4
条
に
定
め
ら
れ
た
修
業
年
限
，
研
究
科
に
あ
っ
て

は
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」

と
い
う
。
)第

6
条
か
ら
第

9
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
た
標
準
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
研
究

生
に
あ
っ
て
は
「
許
可
さ
れ
た
研
究
期
間
」
と
，
科
目
等
履
修
生
及
び
特
別
聴
講
学
生
に

あ
っ

て
は

「
許

可
さ

れ
た

履
修

期
間

」
と

，
特

別
研

究
学

生
に

あ
っ

て
は

「
受

入
れ

期
間

」

と
，
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
あ
っ
て
は
「
許
可
さ
れ
た
研
修
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
り
，
研
究
生
，
科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
及

び
日
本
語
等
予
備
教
育
生
に
対
し
て
学
生
証
を
交
付
す
る
と
き
は
，
そ
れ
ぞ
れ
研
究
生
，

科
目
等
履
修
生
，
特
別
研
究
学
生
，
特
別
聴
講
学
生
又
は
日
本
語
等
予
備
教
育
生
の
表
示

を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
10

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
細
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，

別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
学
生
証
取
扱
細
則
(昭

和
31

年
9
月

14
日
制

定
)に

基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
学
生
証
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
第

4
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 

(略
) 
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附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

     
 

別
記
様
式
(第

2条
関
係
) 

(表
) 

 

(学
章
) 

 
 
 
 
広

島
大

学
学

生
証

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
生
番
号
 

入
学
年
度
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

所
 
 
属
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(写

真
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有
効
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
記
の
者
は
，
本
学
の
学
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

広
島
大
学
長
 
印
 

 

(裏
) 

 

注
 
意
 
事
 
項
 

1 
次
の
場
合
に
お
い
て
，
必
要
に
応
じ
本
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
本
学
の
施
設
等
を
利
用
す
る
と
き
 

 
 (
2)
本
学
の
学
内
外
で
本
学
の
学
生
又
は
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
き
 

2 
本
証
は
，
他
人
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

3 
本
証
を
紛
失
し
，
若
し
く
は
著
し
く
損
傷
し
，
又
は
本
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
，

遅
滞
な
く
届
け
出
て
，
再
発
行
を
受
け
る
こ
と
。
な
お
，
紛
失
(盗

難
)も

し
く
は
著
し
い
損
傷
に
お

い
て
，
そ
の
事
由
が
天
災
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
ら
な
い
場
合
の
再
発
行
費
用
は
有
償
と
す
る
。
 

4 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
遅
滞
な
く
本
証
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 (
1)
学
生
又
は
職
員
が
そ
の
身
分
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
2)
(1
)に

掲
げ
る
以
外
の
も
の
が
本
学
の
施
設
等
の
利
用
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
 

 
 (
3)
本
証
の
有
効
期
限
が
満
了
し
た
と
き
 

5 
本
証
は
，
認
証
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
を
IC
チ
ッ
プ
に
記
録
し
て
い
る
の
で
，
取
り
扱
い
に
留

意
す
る
こ
と
。
 

6
 
こ
の
注
意
事
項
に
定
め
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
，
身
分
証
毎
に
定
め
ら
れ
た
取
扱
規
則
等
(
広
島

大
学
学
生
証
取
扱
細
則
，
広
島
大
学
職
員
証
取
扱
要
項
，
広
島
大
学
利
用
登
録
証
取
扱
規
則
)及

び

そ
の
他
本
学
の
諸
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
【
連
絡
先
】
国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
 
 

 
 
 
〒
73
9-
85
11
 
広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
1-
3-
2 

℡
 
08
2-
42
2-
71
11
(代

表
) 

 

       

5.
4 

cm
  

  

 
 

 
 

8.
5c
m 
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○
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

12
9
号
) 

広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
(広

島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
及
び
広
島
大
学
特
別

支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号
)第

24
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
)の

規
定
及
び
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)が

身
体
等
に

障
害
の
あ
る
者
を
受
け
入
れ
，
修
学
等
の
支
援
(以

下
「
支
援
」
と
い
う
。
)を

積
極
的
に
行

う
と
い
う
理
念
に
基
づ
き
，
本
学
に
お
い
て
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
学
生
を
入
学
前
か
ら

卒
業
に
至
る
ま
で
支
援
す
る
体
制
を
整
備
し
，
そ
の
支
援
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
障
害
学
生
」
と
は
，
身
体
障
害
，
知
的
障
害
，
精
神
障
害

(発
達
障
害
を
含
む
。
)そ

の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害
(以

下
「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
)が

あ
り
，
障
害
者
手
帳
を
有
す
る
者
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
障
害
が
あ
る
こ
と
を
示
す
診
断
書

を
有
す
る
者
で
，
本
人
が
修
学
上
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
，
か
つ
，
そ
の
必
要

性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
 

(支
援
の
申
出
) 

第
3
条
 
支
援
は
，
入
学
前
，
入
学
後
の
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
，
障
害
学
生
本
人
か
ら

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2 
支
援
の
必
要
性
の
有
無
及
び
支
援
の
範
囲
に
つ
い
て
は
，
そ
の
都
度
協
議
す
る
も
の
と
す

る
。
 

(支
援
体
制
) 

第
4
条
 
支
援
は
，
障
害
学
生
が
志
望
又
は
所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
(以

下

「
所
属
学
部
等
」
と
い
う
。
)が

主
た
る
責
任
を
持
つ
も
の
と
す
る
。
 

2 
所
属
学
部
等
は
，
教
養
教
育
に
関
し
て
は
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
等
と
緊
密
な
協
力
関

係
を
持
つ
な
ど
，
相
互
に
積
極
的
に
連
携
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
 

3 
前

2
項
の
支
援
を
円
滑
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
，
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

会
議
は
，
関
係
部
局
間
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(入
学
試
験
等
に
関
す
る
相
談
体
制
) 

第
5
条
 
学
長
は
，
本
学
の
入
学
試
験
の
受
験
を
希
望
す
る
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
し
，

入
学
試
験
の
特
別
措
置
等
の
相
談
及
び
入
学
後
の
修
学
等
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
た
め

の
指
針
を
設
け
る
。
 

2 
前
項
の
指
針
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(試
験
等
に
関
す
る
特
別
措
置
) 

第
6
条
 
学
長
は
，
障
害
学
生
に
対
し
，
試
験
等
に
お
い
て
他
の
学
生
と
同
じ
基
準
で
評
価
を

受
け
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
，
試
験
等
に
関
し
て
特
別
措
置
を
講
ず
る
。
 

2 
前
項
の
特
別
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

(事
務
) 

第
7
条
 
支
援
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
所
属
学
部
等
を
支
援
す

る
東
広
島
地
区
運
営
支
援
部
の
支
援
室
及
び
霞
地
区
運
営
支
援
部
学
生
支
援
グ
ル
ー
プ
に

お
い
て
処
理
す
る
。
 

(雑
則
) 

第
8
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別

に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
28

年
6
月

21
日
規
則
第

16
0
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

28
年

6
月

21
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大

学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
適
用

す
る
。
 

規則48―規則48 ―



○
身
体
等
に
障
害
の
あ
る
学
生
に
対
す
る
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
(申

合
せ
) 

(平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁
) 

A
 
理
念
 

 
  

こ
の
特
別
措
置
は
，
広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
（
平
成

1

6
年

4
月

1
日
規
則
第

12
9
号
）
第

6
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
障
害
の
あ
る
学
生

に
対
し
て
，
試
験
等
の
評
価
基
準
は
変
更
し
な
い
が
，
そ
の
伝
達
方
法
及
び
回
答
方
法

等
に
つ
い
て
，
当
該
学
生
の
障
害
に
応
じ
て
変
更
を
加
え
，
そ
の
学
生
の
不
利
益
に
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
定
め
る
。
 

B
 
特
別
措
置
の
対
象
者
 

 
  

広
島
大
学
障
害
学
生
の
修
学
等
の
支
援
に
関
す
る
規
則
（
平
成

16
年

4
月

1
日
規
則

第
12
9
号
）
第

3
条
に
定
め
る
支
援
の
申
し
出
を
行
い
，
当
該
学
生
が
志
望
す
る
，
若

し
く
は
所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
が
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
の
必
要

性
を
認
め
た
者
 

C
 
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
等
 

1 
 
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
は
，
障
害
の
有
無
に
関
係
な
く
公
平
な

評
価
を
可
能
と
す
る
た
め
に
入
学
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
等
を
基
準
と
し

て
，
試
験
の
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
学
生
及
び
教

職
員
に
公
開
す
る
。
 

2 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
は
，
前
項
に
定
め
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
基
準
と
し
て
，
当
該
学
生
と
志
望
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
（
以
下

「
志
望
学
部
等
」
と
い
う
．
）
が
協
議
し
て
決
め
る
。
 

3 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て

は
，
第

1
項
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
準
と
し
て
，
当
該
学
生
及
び
チ
ュ
ー
タ
ー

（
指
導
教
員
）
又
は
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
委
員
と
授
業
担
当
教
員
が
協

議
し
て
決
め
る
。
 

D
 
特
別
措
置
の
申
請
 

1 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
を
希
望
す
る
者
は
，
原
則
と
し
て
，
出
願
受
付
開
始

日
の
１
週
間
前
ま
で
に
，
点
字
受
験
等
，
準
備
に
時
間
を
要
す
る
特
別
措
置
を
希
望
す

る
者
は
，
出
願
受
付
開
始
日
の
４
週
間
前
ま
で
に
，
志
望
学
部
等
に
対
し
て
特
別
措
置

を
申
請
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

2 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
を
希
望
す
る
者
は
，
特
別

措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
科
目
の
開
設
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
（
以
下
，

「
開
設
学
部
等
」
と
い
う
．
）
に
，
原
則
と
し
て
履
修
登
録
確
定
後
か
ら
２
週
間
以
内

に
特
別
措
置
を
申
請
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
  

な
お
，
不
測
の
事
態
に
よ
り
特
別
措
置
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
，
上
述
の
期
間

に
か
か
わ
ら
ず
速
や
か
に
申
請
す
る
．
 

3 
 
入
学
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
志
望
学
部
等
は
，
速
や
か
に
当
該

入
試
担
当
者
に
連
絡
す
る
。
 

4 
 
授
業
の
成
績
・
評
価
に
関
わ
る
試
験
に
お
け
る
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
開
設
学

部
等
は
，
速
や
か
に
当
該
授
業
の
担
当
教
員
に
連
絡
す
る
。
 

5 
 
特
別
措
置
の
申
請
を
受
け
た
志
望
学
部
等
又
は
開
設
学
部
等
は
，
必
要
に
応
じ
て
，

特
別
措
置
の
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
教
育
室
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
会
議
に
助

言
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
．
 

E 
 
特
別
措
置
の
措
置
状
況
報
告
 

 
  

特
別
措
置
の
申
請
が
あ
っ
た
授
業
科
目
を
開
設
す
る
学
部
等
の
長
は
，
特
別
措
置
の

意
義
・
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
，
各
学
期
ご
と
に
特
別
措
置
の
措
置
状
況
を
と

り
ま
と
め
，
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
に
文
書
で
報
告
す
る
。
 

附
 
則
(平

成
17

年
11

月
1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
申
合
せ
は
，
平
成

17
年

11
月

1
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
申
合
せ
に
よ
る
改
正
後
の

身
体
等
に
障
害
の
あ
る
学
生
に
対
す
る
試
験
等
に
お
け
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
(申

合
せ
)は

，

平
成

17
年

7
月

15
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
28

年
3
月

31
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
申
合
せ
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁
) 

改
正

平
成

19
年

3
月

20
日
 
一
部
改
正

平
成

20
年

1
月

15
日
 
一
部
改
正
 

平
成

30
年

3
月

19
日
 
一
部
改
正

 

社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項
 

(趣
旨
) 

第
1 

こ
の
要
項
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
(広

島

大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
及
び
広
島
大
学
特
別
支

援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号
)第

24
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
)の

規
定
に
基
づ
き
，
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
た
広
島
大
学
の
学
生
(以

下
「
学
生
」
と
い
う
。
)に

対
す
る
証
明
書
発
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

(目
的
) 

第
2 

こ
の
要
項
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
，
人
命
救
助
，
犯
罪
防
止
，
災
害
防
止
等
の
社
会

貢
献
活
動
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
，
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
生
が
行
う
自
由

な
社
会
貢
献
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

(証
明
で
き
る
活
動
) 

第
3 

本
学
の
学
部
，
大
学
院
又
は
専
攻
科
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

在
籍
す
る
学
生

が
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
活
動
を
行
っ
た
場
合
は
，
所
属
す
る
学
部
等
の
長

(以
下
「
所
属
長
」
と
い
う
。
)に

別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 

身
体
に
障
害
の
あ
る
学
生
へ
の
勉
学
等
支
援
活
動
 

(2
) 

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
学
生
相
談
支
援
活
動
 

(3
) 

学
生
個
人
又
は
学
生
を
構
成
員
と
す
る
団
体
が
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(平

成

10
年
法
律
第

7
号
)別

表
に
掲
げ
る
活
動
 

(4
) 

そ
の
他
前

3
号
に
掲
げ
る
活
動
に
準
ず
る
活
動
 

(所
属
長
の
推
薦
) 

第
4 

所
属
長
は
，
第

3
に
よ
り
証
明
書
の
発
行
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
内
容
を

検
討
の
上
，
別
記
様
式
第

1
号
に
よ
り
，
学
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(証
明
書
の
発
行
) 

第
5 

学
長
は
，
所
属
長
の
推
薦
に
よ
り
，
別
記
様
式
第

2
号
に
よ
り
証
明
書
を
発
行
す
る
も

の
と
す
る
。
 

(取
消
し
) 

第
6 

学
生
が
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
又
は
虚
偽
の
記
載
が
明
ら
か
な
場
合
は
，
学
長
は
，

発
行
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
 

(事
務
) 

第
7 

証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

(準
用
) 

第
8 

こ
の
要
項
の
規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含
む
。
)及

び
科
目
等
履
修
生
に
準

用
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
要
項
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

19
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
要
項
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
1号

(第
3，

第
4関

係
) 

(用
紙
 
日
本
工
業
規
格
A4
) 

  

証
明

願
 

 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿
 

 

学
部
(研

究
科
)等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
ま
し
た
の
で
，
証
明
願
い
ま
す
。
 

 

記
 

 

1 
従
事
し
た
社
会
貢
献
活
動
 
 
 
(具

体
的
に
) 

 

2 
従
事
し
た
期
間
 

 

3 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

   

上
記
の
と
お
り
推
薦
し
ま
す
の
で
，
証
明
書
の
発
行
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

(所
属
す
る
学
部
，
研
究
科
又
は
専
攻
科
の
長
) 

 

広
島
大
学
 
 
 
 
 
長
 
 
 
 
 
 
 

□印
 

  

備
考
 
証
明
願
の
提
出
に
当
た
っ
て
は
，
可
能
な
限
り
社
会
貢
献
活
動
を
証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

    
 

別
記
様
式
第
2号

(第
5関

係
) 

(用
紙
 
日
本
工
業
規
格
A4
) 

 

学
章
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

  

証
明

書
 

   
 

大
学
印
 

学
部
(研

究
科
)等

 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年

月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上
記
学
生
は
，
次
の
と
お
り
社
会
貢
献
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

  
 

従
事

し
た

社
会

貢
献

活
動
 
 
 

 
 

従
事

し
た

期
間
 
 
 

そ
の

他
特

記
事

項
 
 
 

   
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
 
 
 
□印
 

    

規則51―規則51 ―



○
課
外
活
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項
 

(平
成

28
年

3
月

2
日
学
長
決
裁
) 

課
外
活
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
す
る
証
明
書
発
行
要
項
 

(趣
旨
) 

第
1 

こ
の
要
項
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
第

2
項

(広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
)第

56
条
第

2
項
及
び
広
島

大
学
特
別
支
援
教
育
特
別
専
攻
科
規
則
(平

成
19

年
3
月

20
日
規
則
第

44
号
)第

24
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)の

規
定
に
基
づ
き
，
課
外
活
動
を
行
っ
た
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
生
に
対
す
る
証
明
書
発
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。
 

(目
的
) 

第
2 

こ
の
要
項
は
，
体
育
活
動
，
芸
術
・
文
化
活
動
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
課
外
活
動

を
行
っ
た
者
に
対
し
て
，
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
，
学
生
が
行
う
課
外
活
動
を
支

援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

(証
明
書
の
発
行
の
願
い
出
) 

第
3 

本
学
の
学
部
，
大
学
院
又
は
専
攻
科
に
在
籍
す
る
学
生
で
あ
っ
て
，
本
学
の
学
生
団
体

に
所
属
し
，
課
外
活
動
を
行
っ
た
も
の
は
，
証
明
書
発
行
願
(課

外
活
動
)(
別
記
様
式
第

1

号
。
以
下
「
発
行
願
」
と
い
う
。
)に

よ
り
学
長
に
証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

2 
前
項
に
規
定
す
る
学
生
団
体
は
，
広
島
大
学
学
生
生
活
に
関
す
る
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

15
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
)第

5
条
の
規
定
に
基
づ
く
学
生
団
体
の
届

出
が
な
さ
れ
，
か
つ
，
証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
た
学
生
が
課
外
活
動
を
行
っ
た
時
期
又
は

証
明
書
の
発
行
を
願
い
出
た
日
に
お
い
て
，
本
学
の
職
員
が
部
長
又
は
顧
問
で
あ
る
学
生
団

体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(証
明
書
の
発
行
) 

第
4 

学
長
は
，
第

3
第

1
項
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
内
容
を
検
討
の
上
，
規
則

第
5
条
第

1
項
か
ら
第

3
項
ま
で
に
規
定
す
る
学
生
団
体
結
成
届
若
し
く
は
更
新
届
又
は
他

の
書
類
等
に
よ
り
当
該
学
生
が
学
生
団
体
に
所
属
し
て
い
た
事
実
を
確
認
で
き
る
場
合
は
，

証
明
書
(別

記
様
式
第

2
号
)を

発
行
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(取
消
し
) 

第
5 

学
生
が
発
行
願
に
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
場
合
又
は
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
な
場
合
は
，
学
長
は
，
発
行
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
証
明
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
 

(事
務
) 

第
6 

証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
事
務
は
，
学
生
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

(準
用
) 

第
7 

こ
の
要
項
の
規
定
は
，
研
究
生
(外

国
人
研
究
生
を
含
む
。
)及

び
科
目
等
履
修
生
に
準

用
す
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
要
項
は
，
平
成

28
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

附
 
則
(令

和
元
年

5
月

1
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
要
項
は
，
令
和
元
年

5
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第

1
号

(第
3
関
係

) 

証
明
書
発
行
願

(課
外
活
動

) 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

 
広
島
大
学
長
 
殿

 

（
申
込
者
）
入

学
年

度
 

学
生

番
号

 

学
部
学
科

名
等

 

生
年

月
日

 

氏
名

 

連
絡

先
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
－

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
下
記
の
と
お
り
証
明
書
を
発
行
願
い
ま
す
。

 
 

記
 

 

所
属

学
生

団
体

 
 

在
籍

期
間

 
 

団
体

の
目

的
 

 

役
職
名
及
び
期
間

 
 

必
要

理
由

 
 

 

※
 部

長
・
顧
問
確
認
欄

 
(署

名
) 

 

※
 
広
島
大
学
職
員
で
あ
る
部
長
又
は
顧
問
が
署
名
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 
ご
記
入
い
た
だ
い
た
情
報
は
、
証
明
書
発
行
の
た
め
に
利
用
す
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
 

別
記
様
式
第

2
号

(第
4
関
係

) 

第
 
 
 
号

  

証
 
明
 
書

 
 

学
部

 

学
科

・
コ

ー
ス

等
 

氏
名

 

生
 

年
 

月
 

日
  

  
上
記
学
生
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
証
明
し
ま
す
。

 
  

記
 

   
課
外
活
動
歴

 
 

所
属
学
生
団
体
名
：

 
在

籍
期

間
：
令
和
 
 
年
 
 
月
 
～
 
令
和
 
 
年
 
 
月

 
 
 
 
特
 
記
 
事
 
項
：

 
  
団
体
の
目
的

 
   

 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
大
学
長
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○
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
学
長
決
裁
) 

1 
期
末
試
験
等
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
の
当
該
期
の
履
修
科
目
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 

教
養
教
育
科
目
の
試
験
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
す
べ
て
の
教
養
教
育

科
目
の
評
価
を
「
不
可
」
と
す
る
。
た
だ
し
，
教
養
ゼ
ミ
を
除
く
。
 

(2
) 

専
門
教
育
科
目
の
試
験
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
す
べ
て
の
専
門
教
育

科
目
の
評
価
を
「
不
可
」
と
す
る
。
 

2 
期
末
試
験
等
に
お
い
て
不
正
行
為
を
行
っ
た
者
は
，
広
島
大
学
学
生
懲
戒
規
則
(平

成
28

年
3
月

7
日
規
則
第

20
号
)に

よ
り
懲
戒
処
分
を
行
う
。
 

3 
大
学
院
及
び
専
攻
科
の
期
末
試
験
等
に
つ
い
て
は
，
1
及
び

2
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。
 

(注
)(
平
成

18
年

3
月

14
日
 
一
部
改
正
) 

1 
こ
の
改
正
は
，
平
成

18
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

2 
教
養
的
教
育
科
目
及
び
専
門
的
教
育
科
目
の
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
，
こ
の
改
正
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
試
験
等
に
お
け
る
不
正
行
為
の
取
扱
い

に
つ
い
て
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
，
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
3
月

9
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
改
正
は
，
平
成

30
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
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○
広
島
大
学
研
究
生
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

10
号
) 

広
島
大
学
研
究
生
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

52
条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

53
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
，
大
学
院
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

お
い
て

1
学
期
又
は

1
学
年
間

特
定
の
事
項
を
研
究
す
る
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(研
究
の
願
い
出
及
び
検
定
料
) 

第
2
条
 
研
究
生
と
し
て
学
部
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
教
育
研

究
施
設
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
。
 

(1
) 

大
学
を
卒
業
し
た
者
 

(2
) 

短
期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
 

(3
) 

本
学
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者
 

2 
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

大
学
を
卒
業
し
た
者
 

(2
) 

本
学
大
学
院
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者
 

第
3
条
 
研
究
生
を
志
願
す
る
者
は
，
学
期
始
め
の

1
月
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定

料
9,
80
0
円
を
添
え
，
研
究
を
希
望
す
る
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(1
) 

研
究
生
許
可
願
(別

記
様
式
) 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
 

(4
) 

官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
認
書
 

2 
現
職
教
育
職
員
で
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
に
よ
る
者
は
，
前
項
第

1
号
及
び
第

2
号
の
書
類

に
当
該
所
轄
庁
の
推
薦
派
遣
委
託
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
検
定
料
は
，

徴
収
し
な
い
。
 

(受
入
れ
の
許
可
) 

第
4
条
 
研
究
生
の
受
入
れ
は
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会
(全

国
共
同
利
用
施
設
及
び
学
内
共

同
教
育
研
究
施
設
に
あ
っ
て
は
運
営
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
)の

議
を
経
て
，
学
長
が
許
可

す
る
。
 

(研
究
期
間
及
び
願
い
出
期
限
の
特
例
) 

第
5
条
 
学
長
は
，
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
，
第

1
条
及
び
第

3
条
第

1
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
研
究
期
間
及
び
願
い
出
期
限
の
特
例
を
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会

の
議
を
経
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(研
究
継
続
) 

第
6
条
 
研
究
生
が
研
究
期
間
終
了
後
な
お
引
き
続
き
研
究
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研
究
終
了

日
の

15
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
当
該
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願
い
出
て

そ
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

，
研

究
期

間
に

つ
い

て
は

，

第
1
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

(1
) 

研
究
生
研
究
継
続
許
可
願
 

(2
) 

官
公
署
又
は
会
社
等
に
在
職
し
て
い
る
者
は
，
そ
の
所
属
長
の
承
認
書
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
継
続
を
す
る
者
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

(入
学
料
) 

第
7
条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料

84
,6
00

円

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，

徴
収
し
な
い
。
 

(研
究
料
) 

第
8
条
 
研
究
生
は
，
1
月
に
つ
き

29
,7
00

円
の
研
究
料
を
，
研
究
期
間
に
応
じ

6
月
分
ず

つ
(研

究
期
間
が

6
月
未
満
の
と
き
は
そ
の
期
間
分
)指

定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
る
者
に
つ
い
て
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

2 
指
定
の
期
日
ま
で
に
研
究
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等

に
督
促
す
る
。
 

(指
導
教
員
) 

第
9
条
 
当
該
学
部
等
の
長
は
，
研
究
生
に
対
す
る
指
導
教
員
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(費
用
の
負
担
) 

第
10

条
 
研
究
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
研
究
生
の
負
担
と
す
る
。
 

(研
究
許
可
の
取
消
し
) 

第
11

条
 
学
長
は
，
研
究
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
研
究
の
許
可

を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

(1
) 

研
究
の
実
が
あ
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(2
) 

そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(3
) 

研
究
料
の
納
付
の
義
務
を
怠
っ
た
と
き
。
 

(既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
の
返
還
) 

第
12

条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

(雑
則
) 

第
13

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通
則
又
は

大
学
院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
研
究
生
規
程
(昭

和
51

年
広
島
大
学
規
程
第

1

号
)に

よ
り
引
き
続
き
研
究
生
と
し
て
研
究
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り

引
き
続
き
研
究
生
と
し
て
研
究
を
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
 

3 
本
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
が
，
履
修

を
開
始
す
る
ま
で
の
間
研
究
生
と
し
て
学
部
等
に
入
学
を
希
望
し
，
当
該
者
の
受
入
れ
を

許
可
す
る
場
合
は
，
第

3
条
第

1
項
，
第

7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
24

年
5
月

15
日
規
則
第

10
3
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

24
年

5
月

15
日
か
ら
施
行
し
，
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
大

学
研
究
生
規
則
附
則
第

3
項
の
規
定
は
，
平
成

24
年

4
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

     
 

別
記
様
式
(第

3条
第
1項

関
係
) 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

広
島
大
学
長
 
 
 
 
殿
 

ふ
り
が
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

研
究
生
許
可
願
 

貴
学
研
究
生
と
し
て
，
下
記
の
と
お
り
研
究
し
た
い
の
で
御
許
可
願
い
ま
す
。
 

記
 

最
終

卒
業

学
校
 
 
 

現
職
 
 
 

現
在

ま
で

の
研

究
歴
 
 
 

研
究

場
所
 
 
 

研
究

期
間
 

年
 
 
月
 
 
日
～
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
( 

 
か
月
) 

指
導

教
員
 
職

名
 

 
 

氏
名
 
 
 

研
究

題
目
 
 
 

備
考
 
 
 

(注
) 

「
氏
名
」
欄
は
，
記
名
押
印
又
は
署
名
と
し
，
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。
 

 

規則56―規則56 ―



○
広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

11
号
) 

広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
通
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
通
則
」

と
い
う
。
)第

52
条
第

2
項
及
び
広
島
大
学
大
学
院
規
則
(平

成
20

年
1
月

15
日
規
則
第

2
号
。
以
下
「
大
学
院
規
則
」
と
い
う
。
)第

53
条
第

2
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学

(以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

学
部
，
大
学
院
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
(以

下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
)に

お
い
て
特
定
の
事
項
を
研
究
す

る
外
国
人
の
研
究
生
(国

費
外
国
人
留
学
生
制
度
実
施
要
項
(昭

和
29

年
3
月

31
日
文
部
大

臣
裁
定
)に

基
づ
く
研
究
留
学
生
(以

下
「
研
究
留
学
生
」
と
い
う
。
)を

含
む
。
以
下
「
外

国
人
研
究
生
」
と
い
う
。
)に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(研
究
の
願
い
出
及
び
検
定
料
) 

第
2
条
 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
学
部
，
附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同

教
育
研
究
施
設
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。
 

(1
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

14
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(2
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

12
年
の
課
程
を
修
了
し
，
日
本
の
大
学
又
は

短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
 

(3
) 

本
学
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
外
国
人
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め
た
者
 

2 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 

外
国
に
お
い
て
，
学
校
教
育
に
お
け
る

16
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(2
) 

本
学
大
学
院
に
お
い
て
，
相
当
の
学
力
を
有
し
外
国
人
研
究
生
と
し
て
適
当
と
認
め

た
者
 

第
3
条
 
外
国
人
研
究
生
を
志
願
す
る
者
で
，
日
本
に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
は
研
究
開
始
日

の
30

日
前
ま
で
に
，
外
国
に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
は
研
究
開
始
日
の
原
則
と
し
て

4
月

前
ま
で
に
，
次
に
掲
げ
る
書
類
に
検
定
料

9,
80
0
円
を
添
え
て
，
研
究
を
希
望
す
る
学
部
等

を
経
て
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
許
可
願
 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

最
終
学
校
の
卒
業
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書
 

(4
) 

住
民
票
の
写
し
又
は
在
留
資
格
を
記
載
し
た
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
(日

本
に
居
住

し
て
い
る
者
の
場
合
に
限
る
。
) 

(5
) 

出
身
学
校
の
所
属
学
科
長
以
上
の
長
又
は
指
導
教
員
の
発
行
す
る
推
薦
書
 

(6
) 

医
師
の
健
康
診
断
書
 

2 
外
国
人
研
究
生
と
し
て
志
願
す
る
者
が
，
志
願
す
る
学
部
若
し
く
は
研
究
科
に
特
別
聴
講

学
生
と
し
て
在
学
中
の
場
合
又
は
広
島
大
学
森
戸
国
際
高
等
教
育
学
院

3＋
1
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
在
学
中
の
場
合
は
，
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
に
掲
げ

る
書
類
に
よ
り
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
許
可
願
 

(2
) 

履
歴
書
 

(3
) 

在
留
カ
ー
ド
の
写
し
 

(受
入
れ
の
許
可
) 

第
4
条
 
外
国
人
研
究
生
の
受
入
れ
は
，
当
該
学
部
等
の
教
授
会
(全

国
共
同
利
用
施
設
及
び

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
に
あ
っ
て
は
運
営
委
員
会
)の

議
を
経
て
，
学
長
が
許
可
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
す
る
者
の
う
ち
外
国
に
居
住
す
る
者
に
は
，
あ
ら
か

じ
め
承
諾
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(研
究
期
間
) 

第
5
条
 
外
国
人
研
究
生
の
研
究
期
間
は
，
原
則
と
し
て

1
学
期
又
は

1
学
年
間
と
す
る
。
た

だ
し
，
学
長
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(研
究
継
続
) 

第
6
条
 
外
国
人
研
究
生
が
研
究
期
間
終
了
後
な
お
引
き
続
き
研
究
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研

究
終
了
日
の

30
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
当
該
学
部
等
を
経
て
，
学
長
に
願

い
出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
研
究
期
間
に
つ

い
て
は
，
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

(1
) 

外
国
人
研
究
生
研
究
継
続
許
可
願
 

(2
) 

自
国
政
府
若
し
く
は
在
日
公
館
又
は
所
属
長
の
発
行
す
る
承
認
書
 

2 
前
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
継
続
を
す
る
者
の
検
定
料
及
び
入
学
料
は
，
徴
収
し
な
い
。
 

(入
学
料
) 

第
7
条
 
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料

84
,6
00

円

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(研
究
料
) 

第
8
条
 
外
国
人
研
究
生
は
，
1
月
に
つ
き

29
,7
00

円
の
研
究
料
を
研
究
期
間
に
応
じ

6
月

分
ず
つ
(研

究
期
間
が

6
月
未
満
の
と
き
は
そ
の
期
間
分
)指

定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
指
定
の
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
き
は
，
掲
示
等
に
よ
り
本
人
及
び
父
母
等
に
督
促
す

る
。
 

(指
導
教
員
) 

第
9
条
 
当
該
学
部
等
の
長
は
，
外
国
人
研
究
生
に
対
す
る
指
導
教
員
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(費
用
の
負
担
) 
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第
10

条
 
研
究
，
実
験
及
び
実
習
に
要
す
る
費
用
は
，
必
要
に
応
じ
外
国
人
研
究
生
の
負
担

と
す
る
。
 

(研
究
許
可
の
取
消
し
) 

第
11

条
 
学
長
は
，
外
国
人
研
究
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
研
究

の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

(1
) 

研
究
の
実
が
あ
が
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(2
) 

そ
の
本
分
に
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

2 
学
長
は
，
研
究
料
納
付
の
義
務
を
怠
り
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
外
国
人
研
究

生
に
つ
い
て
，
本
学
が
当
該
外
国
人
研
究
生
に
対
し
研
究
料
の
請
求
を
行
っ
た
日
(郵

送
で

請
求
を
行
っ
た
場
合
は
請
求
書
が
到
達
し
た
日
)か

ら
起
算
し
て

3
月
以
内
に
納
付
し
な
い

と
き
は
，
研
究
の
許
可
を
取
り
消
す
。
 

第
12

条
 
削
除
 

(既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
の
返
還
) 

第
13

条
 
既
納
の
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
返
還
し
な
い
。
 

(研
究
留
学
生
等
に
対
す
る
特
例
) 

第
14

条
 
研
究
留
学
生
に
つ
い
て
は
，
第

3
条
及
び
第

6
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

検
定
料
の
納
付
並
び
に
第

3
条
第

3
号
及
び
第

5
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第

6
条
第

1
項
第

2
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。
 

2 
本
学
と
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
(大

学
以
外
の
高
等
教
育
機
関
を
含
む
。
)と

の
間
で

締
結

し
た

大
学

間
交

流
協

定
，

部
局

間
交

流
協

定
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

で
検

定
料

，

入
学
料
及
び
研
究
料
を
不
徴
収
と
す
る
外
国
人
研
究
生
(以

下
「
協
定
に
基
づ
き
授
業
料
等

が
不
徴
収
と
な
る
外
国
人
研
究
生
」
と
い
う
。
)に

つ
い
て
は
，
第

3
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
，
検
定
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
 

3 
研
究
留
学
生
及
び
協
定
に
基
づ
き
授
業
料
等
が
不
徴
収
と
な
る
外
国
人
研
究
生
に
つ
い
て

は
，
第

7
条
及
び
第

8
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
 

第
14

条
の

2 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
別
聴
講
学
生
(広

島
大
学
学
生
交
流
規

則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

7
号
)第

2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
特
別
聴
講
学
生
を
い

う
。
)が

，
履
修
期
間
終
了
後
か
ら
当
該
学
期
末
ま
で
，
外
国
人
の
研
究
生
と
し
て
学
部
，

附
置
研
究
所
，
全
国
共
同
利
用
施
設
又
は
学
内
共
同
利
用
施
設
に
入
学
を
希
望
し
，
受
入

れ
を
許
可
さ
れ
た
場
合
は
，
当
該
者
に
係
る
検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
第

3
条
，

第
7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
徴
収
し
な
い
。
 

(1
) 

履
修
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
に
本
学
大
学
院
に
入
学
す
る
た
め
に
入
学
試
験
を
受
験

し
，
学
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者
又
は
試
験
の
結
果
が
出
て
い

な
い
者
 

(2
) 

履
修
期
間
終
了
後
か
ら
当
該
学
期
末
ま
で
に
学
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学
す
る

た
め
に
入
学
試
験
を
受
験
す
る
者
 

(3
) 

履
修
期
間
を
終
了
し
た
次
学
期
か
ら
外
国
人
の
研
究
生
と
し
て
本
学
大
学
院
に
入
学

す
る
者
(研

究
期
間
終
了
後
，
本
学
大
学
院
に
学
生
と
し
て
入
学
を
希
望
す
る
者
に
限

る
。
) 

2 
前
項
の
外
国
人
の
研
究
生
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
，
研
究
の
許

可
を
取
り
消
す
。
 

(1
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
出
願
手
続
又
は
研
究
の
願
い
出
を
期
日
ま
で
に
行
わ
な
か
っ
た

と
き
。
 

(2
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
試
験
を
受
験
し
な
か
っ
た
と
き
。
 

(3
) 

本
学
大
学
院
の
入
学
試
験
の
結
果
が
不
合
格
と
な
っ
た
と
き
。
 

(4
) 

本
学
大
学
院
へ
の
入
学
手
続
を
期
日
ま
で
に
行
わ
な
か
っ
た
と
き
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
同
項
第

3
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
が
次
学
期
か
ら
外

国
人
の
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
入
学
を
希
望
す
る
と
き
は
，
研
究
許
可
の
取
消
し
は
行

わ
な
い
。
 

(雑
則
) 

第
15

条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
外
国
人
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
通

則
又
は
大
学
院
規
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
外
国
人
研
究
生
規
程
(昭

和
47

年
広
島
大
学
規

程
第

5
号
)に

よ
り
外
国
人
研
究
生
と
し
て
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
規
則

に
よ
り
外
国
人
研
究
生
と
し
て
受
入
れ
を
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
 

3 
本
学
大
学
院
博
士
課
程
リ
ー
ダ
ー
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
履
修
を
認
め
ら
れ
た
者
が
，
履
修

を
開
始
す
る
ま
で
の
間
外
国
人
研
究
生
と
し
て
学
部
等
に
入
学
を
希
望
し
，
当
該
者
の
受

入
れ
を
許
可
す
る
場
合
は
，
第

3
条
，
第

7
条
及
び
第

8
条
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，

検
定
料
，
入
学
料
及
び
研
究
料
は
，
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
30

年
10

月
1
日
規
則
第

12
6
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

30
年

10
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

11
1
号
) 

広
島
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
学
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1
号
)第

28
条
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
大
学
」
と
い
う
。
)に

お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
職
員
，

学
生
，
生
徒
，
児
童
及
び
園
児
並
び
に
そ
の
関
係
者
(以

下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
)の

人
権

を
侵
害
し
，
又
は
就
学
，
就
労
，
教
育
若
し
く
は
研
究
(以

下
「
就
学
・
就
労
」
と
い
う
。
)

の
権
利
等
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
た
ち
，
大
学
に
お
い
て
そ
の
発
生
を

防
止
す
る
と
と
も
に
，
事
後
，
適
切
に
対
応
す
る
た
め
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
等
) 

第
2
条
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

及
び
そ
の
ほ
か
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
い
う
。
 

2 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
一
定
の
就
学
・
就
労

上
の
関
係
に
あ
る
大
学
の
構
成
員
が
，
相
手
の
意
に
反
す
る
性
的
な
性
質
の
不
適
切
な
言

動
を
行
い
，
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
が
，
精
神
的
な
面
を
含
め
て
，
学
業
や
職
務
遂
行
に
関

連
し
て
一
定
の
不
利
益
・
損
害
を
被
る
か
，
若
し
く
は
学
業
や
職
務
に
関
連
し
て
一
定
の

支
障
が
生
じ
る
こ
と
，
又
は
就
学
・
就
労
の
た
め
の
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
 

3 
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
そ
の
ほ
か
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
，
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
あ

た
ら

な
い

が
，

一
定

の
就

学
・

就
労

上
の

関
係

に
あ

る
大

学
の

構
成

員
が

，

相
手
の
意
に
反
す
る
不
適
切
な
言
動
を
行
い
，
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
が
，
精
神
的
な
面
を

含
め
て
，
学
業
や
職
務
遂
行
に
関
連
し
て
一
定
の
不
利
益
・
損
害
を
被
る
か
，
若
し
く
は

学
業
や
職
務
に
関
連
し
て
一
定
の
支
障
が
生
じ
る
こ
と
，
又
は
そ
の
よ
う
な
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
い
う
。
 

4 
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
行
為
者
と
さ
れ
た
者
(以

下
「
行
為
者
と
さ
れ
た
者
」
と
い
う
。
)の

言

動
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
る
と
認
め
る
も

の
と
す
る
。
 

(1
) 

行
為
者
と
さ
れ
た
者
が
第

2
項
又
は
前
項
の
行
為
を
行
う
と
の
意
図
を
有
し
て
い
た

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(2
) 

当
該
言
動
が
明
ら
か
に
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

(防
止
及
び
啓
発
) 

第
3
条
 
大
学
は
，
職
員
及
び
学
生
等
に
対
し
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の

啓
発
に
努
め
る
。
 

(相
談
体
制
) 

第
4
条
 
大
学
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
へ
の
対
応
は
，
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
相
談
室
(以

下
「
相
談
室
」
と
い
う
。
)が

行
う
。
 

2 
相
談
室
は
，
前
項
の
相
談
に
際
し
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
(以

下

「
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
」
と
い
う
。
)の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
，
人
権
を
侵
害
し

な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(調
査
体
制
) 

第
5
条
 
学
長
は
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
実
関
係
を
調
査
す
る
た
め
，
及
び
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
た
め
，
当
該
の
事
案
ご
と
に
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会
(以

下
「
調
査
会
」
と

い
う
。
)を

設
置
す
る
。
 

2 
前
項
の
調
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

3 
調
査
会
は
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
，
行
為
者
と
さ
れ
た
者
及
び
そ
の
ほ
か
の
関
係
者

か
ら
公
正
な
事
情
聴
取
を
行
い
，
調
査
結
果
を
速
や
か
に
学
長
に
報
告
す
る
。
 

4 
前
項
の
事
情
聴
取
に
お
い
て
は
，
事
情
聴
取
対
象
者
の
人
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

は
十
分
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

5 
調
査
会
は
，
調
査
の
過
程
で
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の
緊
急
避
難
措
置
，
被
害
を
受

け
た
と
す
る
者
と
行
為
者
と
さ
れ
た
者
と
の
間
の
調
整
又
は
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
若

し
く
は
行
為
者
と
さ
れ
た
者
の
配
属
又
は
所
属
す
る
部
局
等
で
の
調
査
や
調
整
等
の
勧
告

等
の
必
要
を
認
め
た
と
き
は
，
こ
れ
を
行
う
。
 

6 
前
項
の
勧
告
に
基
づ
き
，
部
局
等
に
調
査
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

(調
査
結
果
の
告
知
及
び
不
服
申
立
て
) 

第
6
条
 
学
長
は
，
調
査
会
か
ら
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
及

び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対
し
て
，
速
や
か
に
書
面
に
よ
り
調
査
結
果
を
告
知
す
る
も
の

と
す
る
。
 

2 
前
項
の
告
知
を
受
け
た
者
は
，
当
該
告
知
内
容
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
告
知
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら

2
週
間
以
内
に
，
書
面
に
よ
り
学
長
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
事
案
に
関
し
て
，
広
島
大
学
職
員
懲
戒
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

97
号
)に

基
づ
く
懲
戒
に
係
る
審
査
を
受
け
る
者
は
，
不
服
を

申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

3 
学
長
は
，
前
項
本
文
の
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
は
，
不
服
を
申
し
立
て
た
者
に
対
し

て
，
申
立
て
内
容
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

4 
前
項
の
通
知
内
容
に
対
す
る
不
服
申
立
て
は
，
認
め
な
い
。
 

(措
置
の
決
定
及
び
実
施
) 

第
7
条
 
学
長
は
，
調
査
会
か
ら
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
，
被
害
を
受
け
た
と
す
る
者
の

不
利
益
の
回
復
，
環
境
の
改
善
及
び
行
為
者
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
指
導
等
の
必
要
な
措

置
を
決
定
し
，
実
施
す
る
。
 

2 
学
長
は
，
前
項
の
決
定
に
当
た
り
，
さ
ら
に
審
議
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て

は
，
教
育
研
究
評
議
会
に
付
議
す
る
。
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(雑
則
) 

第
8
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
及
び
事
後
の
対
応
に
関

し
必
要
な
事
項
は
，
別
に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
旧
広
島
大
学
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
(平

成
11

年
広
島
大
学
規
程
第

12

号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
)に

よ
り
置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び
同
専
門

相
談
員
が
行
っ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
業
務
等
の
行
為
は
，
こ
の
規
則
に
よ
り

置
か
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
及
び
同
専
門
相
談
員
が
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

3 
旧
規
程
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
会
に
つ
い
て
は
，
こ
の
規
則
に
基
づ
き

設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

 

(略
) 

 

附
 
則
(平

成
31

年
3
月

27
日
規
則
第

46
号
) 

こ
の
規
則
は
，
平
成

31
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
規
則
第

11
5
号
) 

広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
規
則
は
，
広
島
大
学
学
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1
号
)第

28
条
の
規

定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)の

駐
車
場
の
適
正
な
利
用
及
び
駐
車

場
の
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(管
理
者
) 

第
2
条
 
駐
車
場
の
管
理
者
は
，
学
長
と
す
る
。
 

(利
用
の
方
法
) 

第
3
条
 
本
学
の
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
者
は
，
本
学
の
職
員
及
び
学
生
並
び
に
本
学
に
用
務

等
で
来
学
す
る
者
(以

下
「
職
員
等
」
と
い
う
。
)と

す
る
。
 

2 
本
学
の
駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
職
員
等
は
，
本
学
が
定
め
る
所
定
の
手
続
に
よ
り

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
4
条
 
構
内
に
お
い
て
は
，
本
学
が
定
め
る
構
内
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
安
全
運
行
に
心
が

け
る
も
の
と
す
る
。
 

(禁
止
行
為
) 

第
5
条
 
職
員
等
は
，
駐
車
場
内
で
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

駐
車
場
内
を
汚
損
し
，
又
は
き
損
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

他
の
自
動
車
の
駐
車
を
妨
げ
る
こ
と
。
 

(3
) 

駐
車
場
の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
す
る
こ
と
。
 

(臨
時
の
規
制
) 

第
6
条
 
緊
急
事
態
又
は
本
学
の
行
事
等
の
た
め
に
必
要
な
場
合
は
，
臨
時
の
規
制
措
置
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(事
故
の
処
理
責
任
等
) 

第
7
条
 
構
内
駐
車
場
等
に
お
い
て
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
，
す
べ
て
運
転
者
の
責
任

に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
，
職
員
等
は
，
損
害
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
速
や
か
に
関
係
部
署

等
に
事
故
の
概
要
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
 

(本
学
の
免
責
) 

第
8
条
 
本
学
は
，
駐
車
中
に
生
じ
た
車
輌
の
盗
難
，
損
傷
等
に
つ
い
て
一
切
の
責
任
を
負
わ

な
い
。
 

(雑
則
) 

第
9
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
，
別

に
定
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(平
成

16
年

4
月

1
日
副
学
長
(財

務
担
当
)決

裁
) 

広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
 

(趣
旨
) 

第
1
条
 
こ
の
細
則
は
，
広
島
大
学
構
内
駐
車
場
利
用
規
則
(平

成
16

年
4
月

1
日
規
則
第

1

15
号
)第

9
条
の
規
定
に
基
づ
き
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
(以

下
「
構
内
」

と
い
う
。
)に

お
け
る
自
動
車
及
び
二
輪
車
(以

下
「
車
両
」
と
い
う
。
)の

交
通
規
制
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(定
義
) 

第
2
条
 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
，
道
路
交
通
法
(昭

和
35

年
法
律
第

10
5

号
)に

規
定
す
る
自
動
車
(自

動
二
輪
車
を
除
く
。
)を

い
い
，
「
二
輪
車
」
と
は
，
同
法
に

規
定
す
る
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
 

2 
こ
の
細
則
に
お
い
て
「
部
局
等
」
と
は
，
構
内
に
所
在
す
る
学
部
，
研
究
科
，
図
書
館
，

教
育
本
部
，
全
国
共
同
利
用
施
設
，
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
，
学
内
共
同
利
用
施
設
，

附
属
学
校
，
総
合
戦
略
室
，
グ
ロ
ー
バ
ル
化
推
進
室
，
基
金
室
，
監
査
室
，
理
事
室
及
び

東
広
島
地
区
運
営
支
援
部
を
い
う
。
 

(入
構
制
限
) 

第
3
条
 
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
者
は
，
入
構
の
許
可
を
受
け
，
広
島
大

学
(以

下
「
本
学
」
と
い
う
。
)が

発
行
す
る
職
員
証
，
学
生
証
，
利
用
登
録
証
又
は
構
内
駐

車
証
(以

下
「
構
内
駐
車
証
等
」
と
い
う
。
)を

所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2 
前
項
に
定
め
る
入
構
の
許
可
は
，
部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
当
該
部

局
等
の
長
，
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
関
係
の
部
局
等
の
長
が
行
う
。
 

3 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
の
公
用
車
，
消
防
車
等
の
緊
急
自
動
車
，
構
内
を
警

備
す
る
自
動
車
そ
の
他
本
学
の
業
務
上
及
び
安
全
管
理
上
，
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

自
動
車
に
対
し
て
は
，
理
事
(財

務
・
総
務
担
当
)(
以
下
「
理
事
」
と
い
う
。
)が

入
構
の
許

可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
) 

第
4
条
 
前
条
第

1
項
に
定
め
る
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
申
請
資
格
者
は
，
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。
 

(1
) 

部
局
等
に
配
属
又
は
所
属
す
る
職
員
(障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
。
)で

自
動
車
に
よ
る
通
勤
届
出
が
あ
り
，
か
つ
，
自
動
車
任
意
保
険
の
う
ち
「
対
人

賠
償
保
険
」
(以

下
「
任
意
保
険
」
と
い
う
。
)の

契
約
を
締
結
を
し
て
い
る
者
又
は
そ

の
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
。
た
だ
し
，
次
に
該
当
す
る
者
は
除
く
。
 

イ
 
下
見
職
員
宿
舎
又
は
が
が
ら
職
員
宿
舎
に
居
住
し
て
い
る
者
 

ロ
 
県
道
馬
木
八
本
松
線
，
県
道
吉
川
西
条
線
，
市
道
下
見
御
薗
宇
線
及
び
構
内
境
界

線
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
 

(2
) 

部
局
等
に
所
属
す
る
学
生
(研

究
生
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
，
こ
の
号
に
お

い
て
，
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
)で

任
意
保
険
の
契
約
を
締
結

し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
で
，
副
学
長
(学

生
支
援
担

当
)が

定
め
る
安
全
教
育
(以

下
「
安
全
教
育
」
と
い
う
。
)を

受
講
し
て
い
る
も
の
(構

内

駐
車
証
等
の
交
付
ま
で
に
受
講
す
る
者
を
含
む
。
)。

た
だ
し
，
次
に
該
当
す
る
者
は
除

く
。
 

イ
 
学
部
学
生
の

1
年
次
生
及
び

2
年
次
生
 

ロ
 
池
の
上
学
生
宿
舎
又
は
国
際
交
流
会
館
に
居
住
し
て
い
る
者
 

ハ
 
県
道
馬
木
八
本
松
線
，
県
道
吉
川
西
条
線
，
市
道
下
見
御
薗
宇
線
及
び
構
内
境
界

線
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
 

(3
) 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
 

(4
) 

部
局
等
に
配
属
若
し
く
は
所
属
す
る
職
員
又
は
学
生
の
う
ち
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
，
次
に
該
当
す
る
も
の
。
 

イ
 
職
員
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被

保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
 

ロ
 
学
生
に
あ
っ
て
は
，
任
意
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
保
険
の
被

保
険
者
と
な
っ
て
い
る
者
で
，
安
全
教
育
を
受
講
し
て
い
る
も
の
 

(5
) 

本
学
に
お
け
る
教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学
外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
 

(6
) 

そ
の
他
教
育
研
究
の
遂
行
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
理
事
が
認
め
た
者
 

(構
内
駐
車
証
等
の
申
請
が
可
能
な
期
間
等
) 

第
5
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
を
申
請
で
き
る
期
間
は
，
当
該
各

号
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
次
に
掲
げ
る
期
間
 

イ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

4
月

15
日
ま
で
 

ロ
 
毎
年
理
事
が
定
め
る
日
か
ら

10
月

15
日
ま
で
 

ハ
 
4
月

16
日
以
降
及
び

10
月

16
日
以
降
(た

だ
し
，
駐
車
場
に
余
裕
が
あ
る
場
合
の

み
申
請
で
き
る
も
の
と
す
る
。
) 

(2
) 

前
条
第

4
号
か
ら
第

6
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
 
随
時
 

2 
構
内
駐
車
証
等
の
種
類
及
び
交
付
申
請
手
続
の
方
法
等
は
，
別
紙
第

1
の
と
お
り
と
す
る
。
 

3 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
か
ら
自
動
車
に
よ

る
構
内
へ
の
入
構
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
，
部
局
等
の
長
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す

る
期
間
を
限
度
と
し
て
，
当
該
申
し
出
た
者
に
構
内
駐
車
証
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
 

(1
) 

業
務
上
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
1
週
間
 

(2
) 

本
学
構
内
で
の
営
繕
工
事
等
に
よ
り
自
動
車
に
よ
る
入
構
が
必
要
な
者
 
1
月
 

(3
) 

疾
病
等
に
よ
り
自
動
車
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
 
3
月
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4 
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
自
動
車
に
よ
り
入
構
し
よ
う
と
す
る
当
日
に
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
関
係
の
部
局
等
の
長
の
許
可
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。
 

(1
) 

部
局
等
以
外
に
配
属
又
は
所
属
す
る
本
学
の
職
員
が
，
一
時
的
に
自
動
車
に
よ
り
入

構
す
る
た
め
，
ゲ
ー
ト
管
理
員
に
身
分
を
証
明
で
き
る
書
類
等
を
提
示
し
，
そ
の
用
務

を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た
と
き
。
 

(2
) 

所
用
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
外
来
者
又
は
商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者
が
，

一
時
的
に
入
構
す
る
た
め
，
用
務
を
申
し
出
て
，
認
め
ら
れ
た
と
き
。
 

(経
費
等
) 

第
6
条
 
自
動
車
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
業
務
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
に

よ
る
入
構
の
許
可
を
受
け
た
者
(以

下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
)の

負
担
と
し
，
そ
の
負
担
金

(以
下
「
利
用
者
負
担
金
」
と
い
う
。
)は

，
自
動
車
に
よ
る
入
構
及
び
駐
車
整
理
業
務
に
要

す
る
最
低
限
度
の
費
用
相
当
額
と
す
る
。
 

2 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
本
学
は
，
午
後

9
時
か
ら
翌
日
午
前

6
時
ま
で
の
入
構
及

び
駐

車
整

理
業

務
等

に
要

す
る

経
費

及
び

構
内

の
安

全
管

理
に

必
要

な
経

費
を

負
担

す
る

。
 

3 
第

1
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の
額
は
次
の
表
の
と
お
り
と
し
，
日
割
り
計
算
は
行

わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

区
分
 

金
額
 

1 
 
第

4
条
第

1
号
か
ら
第

3
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第

6
号
に
該
当
す
る

者
 

 

 
 (
1)
 

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間

1
年
 

6，
00
0

円
 

 
 (
2)
 

駐
車
場
を
利
用
す
る
期
間
半
年
 

3，
00
0

円
 

2 
 
第

4
条
第

4
号
又
は
第

5
号
に
該
当
す
る
者
 

無
料
 

4 
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
の
表
第

1
項
第

1
号
及
び
第

2
号
に
規
定
す
る
期
間
の
構
内
駐

車
証
等
を
申
請
で
き
な
い
者
で
あ
っ
て
，
部
局
等
の
長
が
認
め
た
も
の
は
，
駐
車
場
を
利

用
す
る
期
間
に
応
じ
た
構
内
駐
車
証
等
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
け
る
利
用
者
負
担
金
の
額
は
，
駐
車
場
を
利
用
す
る
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額

と
す
る
。
 

5 
利
用
者
負
担
金
は
，
本
学
が
指
定
す
る
金
融
機
関
の
口
座
へ
の
振
込
，
給
与
か
ら
の
控
除

又
は
現
金
に
よ
る
納
付
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

6 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
，
利
用
者
か
ら
所
定
の
様
式
に
よ
り
，
納
付

し
た
利
用
者
負
担
金
の
返
還
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
を
当

該
利
用
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
当
該
返
還
の
請
求
が
，
入
構
を
中
止
す

る
日
が
属
す
る
年
度
の

3
月
末
日
ま
で
に
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

(1
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
ま
で
に
，
申
請
者
が
当
該
申
請
を
取
下
げ
た
場
合
 
納
付
し

た
額
 

(2
) 

第
4
条
及
び
第

5
条
第

1
項
第

1
号
に
規
定
す
る
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
に
係
る
要

件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
不
交
付
と
な
っ
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

(3
) 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
後
に
構
内
に
自
動
車
に
よ
り
入
構
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た

た
め
，
利
用
者
が
，
当
該
構
内
駐
車
証
等
を
そ
の
有
効
期
限
内
に
お
い
て
未
使
用
の
ま

ま
本
学
に
返
却
し
た
場
合
 
納
付
し
た
額
 

(4
) 

錯
誤
に
よ
る
納
付
が
あ
っ
た
場
合
 
第

3
項
に
規
定
す
る
利
用
者
負
担
金
の
額
を
超

え
て
納
付
し
た
額
 

(5
) 

職
員
が
部
局
等
か
ら
本
学
の
他
の
地
区
等
に
異
動
又
は
他
の
機
関
に
転
出
し
た
場
合

 
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
の
末
日

が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額
 

(6
) 

学
生
が
休
学
又
は
卒
業
し
た
場
合
 
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら

構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に

50
0
円
を
乗
じ
た
額
 

(7
) 

そ
の
他
理
事
が
認
め
た
場
合
 
納
付
し
た
額
又
は
入
構
を
中
止
す
る
日
が
属
す
る
月

の
翌
月
か
ら
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
の
末
日
が
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
に

50
0
円

を
乗
じ
た
額
 

(構
内
駐
車
証
等
の
貸
与
等
の
禁
止
) 

第
7
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を
受
け
た
者
は
，
構
内
駐
車
証
等
を
他
人
に
貸
与

し
，
若
し
く
は
譲
渡
し
，
又
は
構
内
駐
車
証
等
の
記
載
事
項
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

(構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
限
等
) 

第
8
条
 
構
内
駐
車
証
等
の
有
効
期
間
は
，
4
月

1
日
か
ら
翌
年

3
月

31
日
ま
で
の
間
を
限

度
と
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
条
第

3
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
許
可
さ
れ
た
期
間
，

臨
時
構
内
駐
車
証
に
あ
っ
て
は
当
日
限
り
と
す
る
。
 

(ゲ
ー
ト
の
運
用
) 

第
9
条
 
自
動
車
に
よ
り
入
出
構
で
き
る
ゲ
ー
ト
及
び
時
間
等
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

2
の
と

お
り
と
す
る
。
 

(遵
守
事
項
) 

第
10

条
 
構
内
に
お
い
て
車
両
を
運
転
す
る
者
は
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(1
) 

歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ

て
運
転
す
る
こ
と
。
 

(2
) 

構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

(3
) 

構
内
で
は
，
時
速

20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ

と
。
 

(4
) 

駐
車
場
又
は
駐
輪
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
又
は
駐
輪
し
な
い
こ
と
。
 

(5
) 

外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
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(6
) 

身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

(指
導
及
び
取
締
り
) 

第
11

条
 
構
内
の
車
両
の
交
通
指
導
及
び
取
締
り
は
，
理
事
が
指
定
す
る
者
(以

下
「
交
通
指

導
員
」
と
い
う
。
)が

行
う
も
の
と
す
る
。
 

(違
反
者
に
対
す
る
措
置
) 

第
12

条
 
車
両
を
運
転
し
て
入
構
し
た
者
が
，
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
，
次
に
掲
げ

る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 

違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
別
紙
第

3
の
告
知
書
を
当
該
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両

番
号
を
記
録
す
る
。
 

(2
) 

違
反
回
数
が

3
回
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。

た
だ
し
，
構
内
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に

よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

(放
置
車
両
に
対
す
る
措
置
) 

第
13

条
 
長
期
間
に
わ
た
り
構
内
に
放
置
さ
れ
た
車
両
に
つ
い
て
は
，
1
月
間
警
告
措
置
を

採
っ
た
上
，
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
撤
去
に
要
し
た
費
用
は
，
当
該
放
置
車

両
所
有
者
の
負
担
と
す
る
。
 

(事
故
処
理
等
) 

第
14

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
構
内
に
お
け
る
車
両
の
通
行
方
法
及
び
事
故

処
理
等
に
つ
い
て
は
，
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

2 
駐
車
場
そ
の
他
構
内
に
お
け
る
車
両
の
盗
難
等
の
事
故
に
つ
い
て
は
，
本
学
は
一
切
責
任

を
負
わ
な
い
。
 

(臨
時
の
規
制
) 

第
15

条
 
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
は
，
こ
の
細
則
に

か
か
わ
ら
ず
，
臨
時
の
構
内
交
通
規
制
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(雑
則
) 

第
16

条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
し
必

要
な
事
項
は
，
理
事
が
定
め
る
。
 

附
 
則
 

1 
こ
の
細
則
は
，
平
成

16
年

4
月

1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

2 
こ
の
細
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
交
通
に
関
す
る
要

項
(平

成
11

年
3
月

9
日
全
部
改
正
)に

基
づ
い
て
許
可
さ
れ
て
い
る
者
は
，
こ
の
細
則
に

基
づ
き
許
可
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。
 

 (略
) 

 

附
 
則
(平

成
31

年
4
月

18
日
 
一
部
改
正
) 

こ
の
細
則
は
，
平
成

31
年

4
月

18
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
紙
第
1(
第
5条

第
2項

関
係
) 

 区 分

 

構
内

駐
車

証
等

の
種

類
 

申
請
の
受
付
期
間
 

申
請
者
 

申
請

書
の

受
付

及
び

交
付
担
当
(以

下
「
受

付
担
当
」
と
い
う
。
) 

交
付
申
請
書
等
 

自 動 車

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 
理
事
が
定
め
る
日
か
ら
4

月
15
日
又
は
理
事
が
定
め

る
日
か
ら
10
月
15
日
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

4月
16
日
及
び
10
月
16
日

以
降
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
4号

に
該
当
す
る
者
) 

 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

構
内
駐
車
証
(別

記
様

式
第

2
号
) 

 

   

教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学

外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
(第

4
条

第
5
号
に
該
当
す
る
者
) 

 

用
務
先
の
支
援
室
 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
6号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

交
付
申
請
理
由
書
(様

式
自
由
) 

臨
時
構
内
駐
車
証
(別

記
様
式
第

3
号
) 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

外
来
者
 

第
1ゲ

ー
ト
及
び
第
3

ゲ
ー
ト
 

 

 
構

内
駐

車
証

等
を

紛
失

し

た
時
 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を

受
け
た
者
 

当
初

交
付

又
は

貸
与

を
受

け
た

際
の

受
付

担
当
 

紛
失
届
 

(別
記
様
式
第
4号

) 
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別
紙
第
1(
第
5条

第
2項

関
係
) 

 区 分

 

構
内

駐
車

証
等

の
種

類
 

申
請
の
受
付
期
間
 

申
請
者
 

申
請

書
の

受
付

及
び

交
付
担
当
(以

下
「
受

付
担
当
」
と
い
う
。
) 

交
付
申
請
書
等
 

自 動 車

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 
理
事
が
定
め
る
日
か
ら
4

月
15
日
又
は
理
事
が
定
め

る
日
か
ら
10
月
15
日
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

4月
16
日
及
び
10
月
16
日

以
降
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

(第
4条

第
1号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

 

学
生
 

(第
4条

第
2号

に
該
当
す
る
者
) 

利
用
登
録
証
 

商
用
等
の
た
め
構
内
を
訪
れ
る
業
者

(第
4条

第
3号

に
該
当
す
る
者
) 

東
広
島
地
区
運
営
支

援
部
共
通
事
務
室
 

構
内
駐
車
証
等
交
付
申

請
書
(別

記
様
式
第
1

号
) 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
4号

に
該
当
す
る
者
) 

 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

構
内
駐
車
証
(別

記
様

式
第

2
号
) 

 

   

教
育
，
研
究
又
は
診
療
等
の
た
め
学

外
か
ら
構
内
を
訪
れ
る
者
(第

4
条

第
5
号
に
該
当
す
る
者
) 

 

用
務
先
の
支
援
室
 

 

 

職
員
証
又
は
学
生
証
 

随
時
（
駐
車
場
に
余
裕
が

あ
る
場
合
の
み
受
付
）
 

職
員
 

学
生
 

(第
4条

第
6号

に
該
当
す
る
者
) 

配
属
又
は
所
属
部
局

等
の
支
援
室
 

理
事
が
定
め
る
様
式
 

交
付
申
請
理
由
書
(様

式
自
由
) 

臨
時
構
内
駐
車
証
(別

記
様
式
第

3
号
) 

随
時
 

職
員
 

学
生
 

外
来
者
 

第
1ゲ

ー
ト
及
び
第
3

ゲ
ー
ト
 

 

 
構

内
駐

車
証

等
を

紛
失

し

た
時
 

構
内
駐
車
証
等
の
交
付
又
は
貸
与
を

受
け
た
者
 

当
初

交
付

又
は

貸
与

を
受

け
た

際
の

受
付

担
当
 

紛
失
届
 

(別
記
様
式
第
4号

) 
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別
紙
第
2 

ゲ
ー
ト
の
運
用
等
(第

9条
関
係
) 

1 
ゲ
ー
ト
の
配
置
 

 

2 
ゲ
ー
ト
の
運
用
 

(1
) 

平
日
 ・
 
終
日
規
制
を
行
う
。
 

 た
だ
し
，
許
可
を
受
け
て
い
な
い
職
員
，
学
生
で
特
別
な
事
情
に
よ
り
自
動
車
で
入
構
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
身
分
証
明

書
等
を
提
示
の
う
え
，
18
：
00
以
降
ゲ
ー
ト
①
(1
8：

00
～
6：

00
)を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
16
:3
0以

降
ゲ
ー
ト
④

（
16
:3
0～

21
:0
0）

を
開
放
す
る
。
 

 

 (
2)
 
土
・
日
・
祝
日
(年

末
・
年
始
含
む
)及

び
休
業
期
間
 

・
 
昼
間
(6
：
00
～
21
：
00
)の

規
制
は
行
わ
な
い
。
 

 参
考
 春

季
休
業
 
(4
月
1日

～
4月

8日
) 

夏
季
休
業
 
(8
月
1日

～
9月

30
日
) 

冬
季
休
業
 
(1
2月

24
日
～
1月

7日
) 

学
年
末
休
業
 
(2
月
12
日
～
3月

31
日
) 
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別
紙
第
3(
第
12
条
関
係
) 

 

告
知

書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て
い

ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
間
 
 
：
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 

記
 

違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
駐
車
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
駐
車
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
外
来
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

6．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
(○

印
が
措
置
事
項
) 

1．
違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

    
 

別
記
様
式
第
1号

 
 

構
内

駐
車

証
等

交
付

申
請

書
 

 
(自

動
車
) 

 
  
 
年
 
 
月
 
 
日
 

申
請

理
由
 
・
新

規
 
 
・
更

新
 
 
・
自
動
車
の
変
更
 
 
・
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

業 者 等

  
会
  

社
  

名
 
等
 

  

 
 

電
話
番
号
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

  
所
  
 
在
  
 
地
 

  

 
 

フ
  
リ
  
ガ
  
ナ
 

氏
 
 
 
 
名
 

 
 

 
 

 
主

た
る

用
務

先
 

 
 
 

利
用

登
録

番
号
 
 

登 録 申 込 車

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

 
そ
の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

番
号
 
 

現
在

の
登

録
番

号
 
 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認
印
 

 

 

 
＊
こ
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
手
続
き
及
び
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
駐
車
す
る
車

両
の
管

理
等
を
行

う
目

的
で
利
用

す
る

も
の
で
あ

り
，

こ
の
目
的

以
外

の
目
的
で

利
用

又
は
提
供

す
る

こ
と
は
あ

り
ま

せ

ん
。
 

 
 

以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 構
内

駐
車

証
番

号
 
 
 

規則67

別
紙
第
3(
第
12
条
関
係
) 

 

告
知

書
 

 

こ
の
車
両
は
，
広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
構
内
交
通
に
関
す
る
細
則
に
下
記
の
と
お
り
違
反
し
て
い

ま
す
の
で
，
同
細
則
第
12
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
措
置
し
ま
す
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
間
 
 
：
 
 
 

広
島

大
学
 
 
 
 
 

記
 

違
反
事
項
(○

印
が
違
反
事
項
) 

1．
構
内
駐
車
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

2．
構
内
駐
車
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
。
 

3．
こ
の
場
所
は
，
駐
車
禁
止
で
す
。
 

4．
こ
の
場
所
は
，
外
来
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

5．
こ
の
場
所
は
，
身
障
者
用
の
駐
車
場
で
す
。
 

6．
こ
の
車
両
は
，
長
期
間
放
置
さ
れ
た
車
両
で
す
。
 

 措
置
(○

印
が
措
置
事
項
) 

1．
違
反
車
両
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

    
 

別
記
様
式
第
1号

 
 

構
内

駐
車

証
等

交
付

申
請

書
 

 
(自

動
車
) 

 
  
 
年
 
 
月
 
 
日
 

申
請

理
由
 
・
新

規
 
 
・
更

新
 
 
・
自
動
車
の
変
更
 
 
・
そ
の
他
 

申
請

期
間
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

業 者 等

  
会
  

社
  

名
 
等
 

  

 
 

電
話
番
号
 

( 
 
 
 
) 

 
 
 
 
―
 

  
所
  
 
在
  
 
地
 

  

 
 

フ
  
リ
  
ガ
  
ナ
 

氏
 
 
 
 
名
 

 
 

 
 

 
主

た
る

用
務

先
 

 
 
 

利
用

登
録

番
号
 
 

登 録 申 込 車

車
種
 

乗
用
車
(普

・
軽
) 

 
貨
物
車
(バ

ン
・
ト
ラ
ッ
ク
) 

 
そ
の
他
 

車
名

(
色

) 
(色

 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

車
両

番
号
 
 

現
在

の
登

録
番

号
 
 

 
 

部
局
等
担
当
者
確
認
印
 

 

 

 
＊
こ
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
，
構
内
駐
車
証
等
の
交
付
手
続
き
及
び
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
駐
車
す
る
車

両
の
管

理
等
を
行

う
目

的
で
利
用

す
る

も
の
で
あ

り
，

こ
の
目
的

以
外

の
目
的
で

利
用

又
は
提
供

す
る

こ
と
は
あ

り
ま

せ

ん
。
 

 
 

以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 構
内

駐
車

証
番

号
 
 
 

規則67―規則67 ―



別
記
様
式
第
2号

 

表
面
 

構
内

駐
車

証
 

 
 

職
員

・
学

生

(
外

来
者

等
) 

 
 

 

氏
名
 

登
録

番
号
 

車
両

番
号
 

有
効

期
限
 

広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
 

  

裏
面
 

注
意

事
項
 

 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運

転
す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

3．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

4．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

7．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

8．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
等
で
，
臨
時
に
規
制
を
行

う
と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入

構
を
禁
止
す
る
。
 

  
 

別
記
様
式
第
3号

 

運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

臨
時

構
内

駐
車

証
 

(注
) 

有
効
期
限
は
，
当
日
限
り
で
す
。
 
 

 
 

入
構

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
 
日
 

 
 

運
転

者
氏

名
 
 
 

用
務

先
 
 
 

勤
務

先
・
所

属
部

局
又

は
住

所
 

連
絡
電
話
番
号
(内

線
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注
意

事
項
 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運
転

す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

4．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

7．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
等
で
，
臨
時
に
規
制
を
行
う

と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入
構
を

禁
止
す
る
。
 

こ
の
記
載
事
項
は
，
緊
急
に
車
両
の
移
動
を
お
願
い
す
る
際
に
利
用
し
ま
す
の
で
，
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

広
島

大
学
 

    
 

規則68

別
記
様
式
第
2号

 

表
面
 

構
内

駐
車

証
 

 
 

職
員

・
学

生

(
外

来
者

等
) 

 
 

 

氏
名
 

登
録

番
号
 

車
両

番
号
 

有
効

期
限
 

広
島
大
学
東
広
島
キ
ャ
ン
パ
ス
 

  

裏
面
 

注
意

事
項
 

 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標

識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運

転
す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
駐
車
証
は
，
運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

3．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

4．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

7．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

8．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う

場
合
等
で
，
臨
時
に
規
制
を
行

う
と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入

構
を
禁
止
す
る
。
 

  
 

別
記
様
式
第
3号

 

運
転
席
前
面
に
置
く
こ
と
。
 

臨
時

構
内

駐
車

証
 

(注
) 

有
効
期
限
は
，
当
日
限
り
で
す
。
 
 

 
 

入
構

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
 
 
日
 

 
 

運
転

者
氏

名
 
 
 

用
務

先
 
 
 

勤
務

先
・
所

属
部

局
又

は
住

所
 

連
絡
電
話
番
号
(内

線
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注
意

事
項
 

1．
歩
行
者
の
安
全
を
第
一
と
し
，
構
内
に
設
置
し
た
道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
従
っ
て
運
転

す
る
こ
と
。
 

2．
構
内
で
は
，
時
速
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
厳
守
し
，
騒
音
に
は
特
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

3．
駐
車
場
以
外
の
場
所
に
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

4．
外
来
者
用
駐
車
場
に
は
，
外
来
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

5．
身
障
者
用
駐
車
場
に
は
，
身
障
者
以
外
駐
車
し
な
い
こ
と
。
 

6．
交
通
指
導
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
 

7．
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
又
は
本
学
の
行
事
等
を
行
う
場
合
等
で
，
臨
時
に
規
制
を
行
う

と
き
に
は
，
こ
れ
に
従
う
こ
と
。
 

違
反
に
対
す
る
措
置
 

1．
違
反
者
に
つ
い
て
は
，
告
知
書
を
車
両
に
掲
示
し
た
上
，
車
両
番
号
を
記
録
す
る
。
 

2．
違
反
回
数
が
3回

以
上
の
者
に
つ
い
て
は
，
以
後
車
両
に
よ
る
入
構
を
禁
止
す
る
。
 

た
だ
し
，
駐
車
証
等
を
偽
造
さ
せ
る
等
悪
質
な
者
に
つ
い
て
は
，
直
ち
に
車
両
に
よ
る
入
構
を

禁
止
す
る
。
 

こ
の
記
載
事
項
は
，
緊
急
に
車
両
の
移
動
を
お
願
い
す
る
際
に
利
用
し
ま
す
の
で
，
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

広
島

大
学
 

    
 

規則68―規則68 ―



別
記
様
式
第
4号

 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

紛
失

届
 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
員
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
下
記
理
由
に
よ
り
利
用
登
録
証
(構

内
駐
車
証
)を

紛
失
し
ま
し
た
。
 

  
 
 
 
理
由
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 

旧
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

規則69

別
記
様
式
第
4号

 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

紛
失

届
 

学
生
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
員
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
下
記
理
由
に
よ
り
利
用
登
録
証
(構

内
駐
車
証
)を

紛
失
し
ま
し
た
。
 

  
 
 
 
理
由
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   以
下
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
。
 

 

旧
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新
利
用
登
録
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

規則69―規則69 ―



○
学

業
に

関
す

る
評

価
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

平
成

18
年

4月
1日

 
副

学
長

(教
育

・
研

究
担

当
)決

裁
 

 Ⅰ
 

学
部

学
生

の
学

業
に

関
す

る
評

価
に

つ
い

て
 

1.
 授

業
科

目
の

成
績

評
価

及
び

到
達

度
の

評
価

に
つ

い
て

 
(1

) 
授

業
科

目
の

成
績

評
価

 
次

の
い

ず
れ

か
又

は
併

用
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
①

 
秀

，
優

，
良

，
可

及
び

不
可

の
5段

階
評

価
と

す
る

。
な

お
，

不
可

に
つ

い
て

は
，

そ
の

評
価

が

出
席

回
数

不
足

，
期

末
試

験
未

受
験

等
の

理
由

に
よ

る
場

合
，
学

生
に

対
し

て
欠

席
と

通
知

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

 
5段

階
評

価
の

基
準

は
，

10
0点

満
点

で
採

点
し

た
場

合
に

，
90

点
以

上
を

秀
，

80
～

89
点

を
優

，

70
～

79
点

を
良

，
60

～
69

点
を

可
と

し
，

60
点

未
満

は
不

可
（

不
合

格
）

と
す

る
。

 
②

 
0～

10
0点

の
点

数
評

価
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
60

点
未

満
は

不
合

格
と

す
る

。
 

(2
) 

到
達

度
の

評
価

 
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
詳

述
書

で
定

め
た

学
習

の
成

果
の

評
価

項
目

と
評

価
基

準
に

基
づ

き
，
到

達
度

の
評

価
は

，
「

極
め

て
優

秀
」
，
「

優
秀

」
及

び
「

良
好

」
の

3段
階

評
価

と
す

る
。

 
 

2.
 平

均
評

価
点

(G
PA

：
G

ra
de

 P
oi

nt
 A

ve
ra

ge
)に

つ
い

て
 

本
学

共
通

の
平

均
評

価
点

(G
PA

：
G

ra
de

 P
oi

nt
 A

ve
ra

ge
)の

算
出

方
法

等
に

つ
い

て
は

，
以

下

の
方

法
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
 [
計

算
式

] 

10
0

4
1

2
3

4















総

登
録
単

位
数

可
の

単
位

数
良

の
単

位
数

優
の

単
位

数
秀

の
単

位
数

平
均

評
価

点

 
(1

) 
平

均
評

価
点

は
，

小
数

点
第

3位
以

下
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

(2
) 

各
学

期
（

直
前

の
期

）
及

び
通

年
（

入
学

後
か

ら
直

前
の

期
）

で
計

算
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(3
) 

5段
階

評
価

が
付

さ
れ

て
い

る
授

業
科

目
を

計
算

の
対

象
と

す
る

。
  

  Ⅱ
 

大
学

院
学

生
及

び
専

攻
科

学
生

の
学

業
に

関
す

る
評

価
に

つ
い

て
 

 
授

業
科

目
の

成
績

評
価

を
行

い
，

そ
の

評
価

は
，

次
の

い
ず

れ
か

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

1.
 秀

，
優

，
良

，
可

及
び

不
可

の
5段

階
評

価
と

す
る

。
な

お
，

不
可

に
つ

い
て

は
，

そ
の

評
価

が
出

席
回

数
不

足
，
期

末
試

験
未

受
験

等
の

理
由

に
よ

る
場

合
，
学

生
に

対
し

て
欠

席
と

通
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 
5段

階
評

価
の

基
準

は
，

10
0点

満
点

で
採

点
し

た
場

合
に

，
90

点
以

上
を

秀
，

80
～

89
点

を
優

，
70

～

79
点

を
良

，
60

～
69

点
を

可
と

し
，

60
点

未
満

は
不

可
（

不
合

格
）

と
す

る
。

 

2.
 た

だ
し

，
特

別
な

理
由

に
よ

り
，

5段
階

評
価

に
よ

り
難

い
場

合
の

み
合

格
又

は
不

合
格

の
合

否
評

価
と

す
る

。
 

  Ⅲ
 

認
定

科
目

に
つ

い
て

 
 

1.
 入

学
前

に
他

大
学

等
で

行
っ

た
学

修
又

は
修

得
し

た
単

位
（

外
国

語
検

定
試

験
等

及
び

編
入

学
し

た
場

合

を
含

む
。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，

成
績

評
価

は
付

さ

な
い

。
 

 
2.

 入
学

後
に

他
大

学
等

で
行

っ
た

学
修

又
は

修
得

し
た

単
位

（
外

国
語

検
定

試
験

等
を

含
む

。
）

を
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

，
単

位
認

定
す

る
場

合
，
原

則
と

し
て

成
績

評
価

は
付

さ
な

い
。

た

だ
し

，
協

定
等

に
よ

り
成

績
評

価
を

付
す

相
応

の
根

拠
が

あ
る

場
合

に
限

り
，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成

績
評

価
を

付
す

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
3.

 入
学

前
に

本
学

で
修

得
し

た
単

位
（

科
目

等
履

修
生

と
し

て
修

得
し

た
単

位
を

含
む

。
）

を
単

位
認

定
す

る
場

合
は

，
学

部
等

の
判

断
に

よ
り

成
績

評
価

を
付

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

4.
 成

績
評

価
を

付
さ

な
い

授
業

科
目

の
評

価
欄

は
，

認
定

と
表

示
す

る
。

 
  Ⅳ

 
適

用
に

つ
い

て
 

1.
 こ

の
取

扱
い

は
，

平
成

27
年

度
入

学
生

か
ら

適
用

す
る

。
 

2.
 平

成
26

年
度

以
前

に
入

学
し

た
学

生
の

学
業

に
関

す
る

評
価

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
，

こ
の

取
扱

い
に

か
か

わ
ら

ず
，

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 
  

(注
)（

平
成

22
年

3月
16

日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，

平
成

22
年

4月
1日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 
(注

)（
平

成
23

年
3月

10
日

 
一

部
改

正
）

 
こ

の
改

正
は

，
平

成
23

年
4月

1日
か

ら
適

用
す

る
。

 
 

 
(注

)（
平

成
27

年
1月

7日
 

一
部

改
正

）
 

こ
の

改
正

は
，

平
成

27
年

4月
1日

か
ら

適
用

す
る

。
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○
気
象

警
報
の
発
表
，
公
共
交

通
機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の
場
合
に
お
け
る
授
業
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
平
成

24
年

2
月

13
日

 
理
事

(教
育
担
当

)決
裁

 
  
気
象
警
報
の
発
表
，
公
共
交
通

機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の
場
合
に
お

け
る
授
業

(期
末
試
験
等
を
含
む
。

)
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 第

1 
授
業
を
一
斉
休
講

(授
業

日
に
お
け
る
授
業

(土
曜
日
開
講
の
も
の
を
除
く

。
)の

休
講
を
い
う
。

)と
す
る
際
の

取
扱
い

 
 1 

理
事

(教
育
・
東
千
田
担
当

)(以
下
「
理
事
」
と
い
う
。

)の
判
断
を
必
要
と
し
な
い
一
斉
休
講

 
広

島
地

方
気

象
台

か
ら

，
特

別
警

報
が

広
島

市
又

は
東

広
島

市
に

対
し

て
発

表
さ

れ
た

場
合

は
，

そ
の

地
域

に

所
在
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
べ
て
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
た

だ
し

，
東

広
島

市
に

対
し

て
波

浪
又

は
高

潮
の

特
別

警
報

の
み

が
発

表
さ

れ
た

場
合

は
，

一
斉

休
講

は
行

わ

な
い
。

 
 2 

理
事
の
判
断
を
必
要
と
す
る
一
斉
休
講

 
次
の
場
合
で
，
各
キ
ャ
ン
パ

ス
に
お
け
る
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
理
事
が
判
断
し
た
と
き
は
，

当
該
キ
ャ
ン
パ
ス
の
当
日
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。
な
お
，
霞
キ
ャ
ン
パ
ス

(東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

)に
お
い
て

(1
)か

ら
(3

)ま
で

の
場

合
に
よ

り
一

斉
休

講
と

す
る

と
き

は
，

東
千

田
キ

ャ
ン
パ
ス

(霞
キ

ャ
ン
パ

ス
)に

お
い
て

も

同
様
に
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
一
斉
休
講
と
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
そ
の
判
断
時
刻
の
目
安
は

3.
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
広
島
地
方
気
象
台
か
ら
，
大
雨

，
洪
水
，
大
雪

，
暴
風
又
は
暴
風
雪
の

い
ず
れ
か
の
警
報
が
，
広
島
市
又
は

東
広
島
市
に
対
し
て
発
表
さ
れ
た
場
合

 
(2

) 
台
風
の
接
近
等
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
広
島
市
又
は
東
広
島
市
に
対
し
て

大
雨
，
洪
水
，
大
雪
，
暴
風
又
は
暴

風
雪
の
い
ず
れ
か
の
警
報
の
発
表
が
予
想
さ
れ
る
場
合

 
 
 

(3
) 

JR
山
陽
本
線
等
の
公
共
交
通
機
関
が
，
事
故
，
大
雨
等
の
災
害
又
は

ス
ト
ラ
イ
キ
等
で
運
休
す
る
場
合

 
 
 

(4
) 

学
生
・
職
員
が
大
学

へ
通
学
・
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
発
生
し
た
場
合

 
 
 

(5
) 

そ
の
他
，
事
件
・
事

故
等
が
発
生
し
，
構
内
へ
の
立
ち
入
り
が
規
制
さ
れ
た
場
合

 
 3 

一
斉
休
講
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
判
断
時
刻
の
目
安

 
一
斉
休
講
と
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
 

判
断
時
刻
 

8:
45

か
ら

12
:1
0
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

0
6:
45
 頃

ま
で
 

12
:5
0
か
ら

17
:0
5
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

1
0:
50
 頃

ま
で
 

17
:3
0
か
ら

19
:4
0
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

1
6:
00
 頃

ま
で
 

 4 
一
斉

休
講
時
に
お
け
る
授
業

実
施
の
特
例

 
 
 
一

斉
休
講
時
に
お
い
て
授

業
を
実
施
で
き
る
特
例
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
イ

ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
や
野

外
実
習
，
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
等
一
斉

休
講
措
置
と

し
た
キ
ャ
ン

パ
ス
内
で
開

講
さ

れ
な

い
授

業
で

，
受

講
生

の
安

全
が

確
実

に
確

保
さ

れ
て

い
る

と
開

設
部

局
の

長
等

が
判

断
し

た
場

合

は
，
当
該
授
業
を
実
施
で
き
る
。

 
(2

) 
双

方
向
シ

ス
テ
ム
に
よ
る

授
業
で
，
配

信
先
の
キ
ャ

ン
パ
ス
の
み

が
一
斉
休
講

で
あ
る
場
合

は
，
配
信
先

キ
ャ

ン
パ

ス
で

の
受

講
生

に
対

し
て

当
日

配
付

資
料

の
配

付
，

レ
ポ

ー
ト

提
出

等
に

よ
り

当
日

の
授

業
を

補

完
し

，
受

講
者

間
で

教
育

内
容

に
差

が
生

じ
な

い
と

開
設

部
局

の
長

等
が

判
断

し
た

場
合

に
，

配
信

元
の

授

業
を
実
施
で
き
る
。

 
 第

2 
第

1
以
外
の
取
扱
い

 
 第

1 
の
取
扱
い
に
基
づ
き
，
開
設
部
局
等
の
長
は
授
業
を
休
講
と
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
と
し
，
決
定

し
た
措
置
等
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
理
事
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

3 
そ
の
他

 
 

第
2
に
か
か
わ
ら
ず
，
理
事
が
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
，
休
講
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

4 
適
用

 
 
 

 こ
の
取
扱
い
は

，
平
成

28
年

10
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
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○
気
象
警
報
の
発
表
，

公
共
交
通
機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の
場
合
に
お
け
る
授
業
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 
平
成

24
年

2
月

13
日

 
理
事

(教
育
担
当

)決
裁

 
  
気
象
警
報
の
発
表
，
公
共
交
通
機
関
の
運
休
又
は
事
件
・
事
故
等
の

場
合
に
お
け
る
授
業

(期
末
試
験
等
を
含
む
。

)
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 第

1 
授
業
を
一
斉
休

講
(授

業
日
に
お
け
る
授
業

(土
曜
日
開
講
の
も

の
を
除
く
。

)の
休
講
を
い
う
。

)と
す
る
際
の

取
扱
い

 
 1 

理
事

(教
育
・
東
千
田
担
当

)(以
下
「
理
事
」
と
い
う
。

)の
判
断
を

必
要
と
し
な
い
一
斉
休
講

 
広

島
地

方
気

象
台

か
ら

，
特

別
警

報
が

広
島

市
又

は
東

広
島

市
に

対
し

て
発

表
さ

れ
た

場
合

は
，

そ
の

地
域

に

所
在
す
る
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
べ
て
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
た

だ
し

，
東

広
島

市
に

対
し

て
波

浪
又

は
高

潮
の

特
別

警
報

の
み

が
発

表
さ

れ
た

場
合

は
，

一
斉

休
講

は
行

わ

な
い
。

 
 2 

理
事
の
判
断
を
必
要
と
す
る
一
斉
休
講

 
次
の
場
合
で
，
各

キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
授
業
を
実
施
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
理
事
が
判
断
し
た
と
き
は
，

当
該
キ
ャ
ン
パ
ス
の
当
日
の
授
業
を
一
斉
休
講
と
す
る
。
な
お
，
霞

キ
ャ
ン
パ
ス

(東
千
田
キ
ャ
ン
パ
ス

)に
お
い
て

(1
)か

ら
(3

)ま
で

の
場

合
に

よ
り

一
斉

休
講

と
す

る
と

き
は

，
東

千
田

キ
ャ

ン
パ
ス

(霞
キ

ャ
ン
パ

ス
)に

お
い
て

も

同
様
に
一
斉
休
講
と
す
る
。

 
一
斉
休
講
と
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
そ
の
判
断
時
刻
の
目
安
は

3.
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
広
島
地
方
気
象
台
か
ら
，
大
雨

，
洪
水
，
大
雪

，
暴
風
又
は

暴
風
雪
の
い
ず
れ
か
の
警
報
が
，
広
島
市
又
は

東
広
島
市
に
対
し
て
発
表
さ
れ
た
場
合

 
(2

) 
台
風
の
接
近
等
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
広
島
市
又
は
東
広
島
市

に
対
し
て
大
雨
，
洪
水
，
大
雪
，
暴
風
又
は
暴

風
雪
の
い
ず
れ
か
の
警
報
の
発
表
が
予
想
さ
れ
る
場
合

 
 
 

(3
) 

JR
山
陽
本
線
等
の
公
共
交
通
機
関
が
，
事
故
，
大
雨
等
の

災
害
又
は
ス
ト
ラ
イ
キ
等
で
運
休
す
る
場
合

 
 
 

(4
) 

学
生
・
職

員
が
大
学
へ
通
学
・
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
発
生
し
た
場
合

 
 
 

(5
) 

そ
の
他
，

事
件
・
事
故
等
が
発
生
し
，
構
内
へ
の
立
ち
入
り
が
規
制
さ
れ
た
場
合

 
 3 

一
斉
休
講
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
と
判
断
時
刻
の
目
安

 
一
斉
休
講
と
す
る
授
業
時
限
の
範
囲
 

判
断
時
刻
 

8
:
4
5
か
ら

1
2
:
1
0
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

0
6
:
4
5
 
頃
ま
で
 

1
2
:
5
0
か
ら

1
7
:
0
5
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

1
0
:
5
0
 
頃
ま
で
 

1
7
:
3
0
か
ら

1
9
:
4
0
ま
で
に
開
始
さ
れ
る
授
業
 

1
6
:
0
0
 
頃
ま
で
 

 4 
一
斉
休
講
時
に
お

け
る
授
業
実
施
の
特
例

 
 
 
一
斉
休
講
時
に
お

い
て
授
業
を
実
施
で
き
る
特
例
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
(1

) 
イ

ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
や
野

外
実
習
，
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動

等
一
斉

休
講
措
置
と

し
た
キ
ャ
ン

パ
ス
内
で
開

講
さ

れ
な

い
授

業
で

，
受

講
生

の
安

全
が

確
実

に
確

保
さ

れ
て

い
る

と
開

設
部

局
の

長
等

が
判

断
し

た
場

合

は
，
当
該
授
業
を
実
施
で
き
る
。

 
(2

) 
双

方
向
シ
ス

テ
ム
に
よ
る

授
業
で
，
配

信
先
の
キ
ャ

ン
パ
ス
の
み

が
一
斉
休
講

で
あ
る
場
合

は
，
配
信
先

キ
ャ

ン
パ

ス
で

の
受

講
生

に
対

し
て

当
日

配
付

資
料

の
配

付
，

レ
ポ

ー
ト

提
出

等
に

よ
り

当
日

の
授

業
を

補

完
し

，
受

講
者

間
で

教
育

内
容

に
差

が
生

じ
な

い
と

開
設

部
局

の
長

等
が

判
断

し
た

場
合

に
，

配
信

元
の

授

業
を
実
施
で
き
る
。

 
 第

2 
第

1
以
外
の
取
扱
い

 
 第

1 
の
取
扱
い
に
基
づ
き
，
開
設
部
局
等
の
長
は
授
業
を
休
講
と
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
と
し
，
決
定

し
た
措
置
等
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
理
事
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

3 
そ
の

他
 

 
第

2
に
か
か
わ
ら
ず
，
理
事
が
授
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
，
休
講
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

4 
適
用

 
 
 

 こ
の
取

扱
い
は
，
平
成

28
年

10
月

1
日
か
ら
適
用
す
る
。
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